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要  旨 

 

本稿ではわが国の 1960年から 2013年までの期間における新しい月次経済活動指数を作成す

る。新しい経済活動指数は実質 GDP と非常によく似た動きを示している。年次ベースの伸

び率を用いて算出された相関係数は 0.94 であり，四半期ベースの伸び率（前年同期比）に

もとづく相関係数は 0.90 である。また，新しい活動指数は景気後退に関連するいくつかの

指標とも密接に関係している。これらの結果は新しい経済活動指数が月次ベースでの実体経

済活動の尺度として有用であることを示唆している。 
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1 はじめに

月次データを用いた実証研究では実体経済活

動の尺度として鉱工業生産指数がこれまで多く

用いられてきた。しかし，例えば金融政策ショッ

クが経済全体の実体活動へ及ぼす影響に大きな

関心があるときに鉱工業生産指数は実体経済活

動の尺度として不十分である。鉱工業部門が経

済活動全体に占める割合は 20%を下回る。こう

した背景のもと経済産業省が鉱工業生産指数，建

設業活動指数そして第 3次産業活動指数をもと

に作成している全産業活動指数を用いた実証研

究も見られるようになってきた（例えばHayashi

and Koeda, 2014）。しかし，全産業活動指数の

データが公表されているのは 1988年 1月以降

である。長い期間にわたり連続して利用できる

データは整備されておらず，実証研究での利便

性は高くない。

そのギャップを埋めるために本稿では 1960年

から 2013年までの実体経済全般の活動を包括

的に捉える新しい月次経済活動指数を作成する。

新しい活動指数は実質GDPと非常によく似た

動きを示している。また，その活動指数は景気

後退に関連したいくつかの指標とも整合的な動

きを示している。これらは新しい活動指数が月

次ベースでの実体経済活動の尺度として有用で

あることを示唆している。

全産業活動指数は鉱工業，建設業そして第 3

次産業に属する広範な業種の活動指数を基準年

（5年間固定）の付加価値額にもとづくウエイト

で加重和して算出された総合経済活動指数であ

る。その指数が経済全体の活動状況を網羅的に

映し出しているという点では鉱工業生産指数よ

りも確かに優れている。しかし，全産業活動指

数には期間を通じてデータに一貫性がないとい

う深刻な問題点がある。それは第 3次産業活動

指数に起因している。第 3次産業に属する業種

のなかには基準年の改定に合わせて活動指数を

作成するのに用いる変数が変更されることがし

ばしば起こる。とりわけ 1995年基準の改定では

実に 43業種において採用データの変更がおこ

なわれた。このため 1995年基準以降の活動指数

とそれ以前の基準年の活動指数は実質的にまっ

たく別な指数であるといっても過言ではない。

採用データを変更する理由のひとつに精度が

高いことに加えて活動指数を作成するのに十分

な期間のデータが蓄積された統計が別に存在す

ることが挙げられる。個別業種の動向を的確に

表現するために採用する変数を必要に応じて変

更することは，活動指数の精度向上を図ること

が業務目的のひとつである統計作成部署にとっ

て何らおかしなことではなくむしろ自然である。

こうした事情により長い期間を通じて一貫した

方法やデータにもとづいて作成されている個別

業種の活動指数は残念ながら多くない。

本稿では経済産業省により作成された第 3次

産業活動指数に見られる深刻な問題点に十分な

注意を払うことにより個別業種の活動指数を作

成している。これが本稿の最大の特徴である。

個別業種の活動指数の作成では政府機関だけで

なく業界団体や民間会社より公表された信頼で

きるデータで長い期間にわたりその利用が可能

な変数を選択している。具体的には，経済産業

省が現行の 2005年基準活動指数の作成で採用

している変数がそのような変数であるならばそ

れを採用する。もしそうでなければひとつ前の

基準年で経済産業省が採用していた変数が適合

するかを検討する。使用する変数が決まるまで

過去に遡ってそれを繰り返す。

しかし，いくつかの業種では長い期間にわたっ

てデータを利用することができる変数が残念な

がら存在しない。そのような業種については別

な代替的な手法を用いて活動指数の作成に用い

る変数の選択をおこなっている。具体的には，ま

ずはじめに経済産業省が 2005年基準で用いて

いる変数（これをベースライン変数と呼ぶ）を

採用した場合にどの基準年まで遡って活動指数

が作れるかを調べる。次に，そうして特定され

た基準年のひとつ前の基準年で採用されていた

変数がベースライン変数と類似した動きを示す

かどうかを調べる。もし両変数の動きがよく似

ていれば，それ以前の基準年における活動指数
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の作成にその変数を用いる。しかし，両変数の

動きが異なる場合にはそれ以前の基準年につい

ては活動指数を作成しない。

また，第 3次産業に属する業種のうち当該業

種の活動状況を端的に表す生産量や販売量そし

て売上高といった月次データが利用できない業

種については活動指数の作成対象から除外して

いる。それにより本稿で活動指数を作成する業

種のカバレッジは 2005年基準第 3次産業活動指

数において経済産業省が作成対象としている業

種のうちの約 8割である（付加価値額ベース）。

活動指数の作成対象から除かれた業種には金融

業，公務そして公共サービス関連の業種が含ま

れている。

第 3次産業に属する業種について注意深く丹

念に活動指数を作成した結果，新しい経済活動

指数にはいくつか望ましい特徴が見られる。第

1に，新しい活動指数は実質GDPとよく似た動

きを示している。年次ベースの伸び率を用いて

算出された相関係数は 0.94であり，四半期ベー

スの伸び率（前年同期比）にもとづく相関係数

は 0.90である。第 2に，新しい活動指数は景気

後退に関連するいくつかの指標と密接に関係し

ている。例えば，活動指数の伸び率（トレンド

成長率を除く）が継続的に低下している時期は

景気後退期と整合している。また，その時期は

CI一致指数や短観の業況判断 D.I.が下降して

いる時期と関連している。

2000年代以降の期間について新しい経済活動

指数と経済産業省により作成された全産業活動

指数とを比較すると，両者の伸び率の動きは似

ている（相関係数は 0.8）。しかし，新しい活動

指数のほうが全産業活動指数よりも伸び率のボ

ラティリティーが大きい。その違いがどのよう

な要因から生み出されたかを検証した結果，そ

の大部分は個別業種の活動指数を作成するとき

に用いるデータの違いから生じていることが明

らかとなった。活動指数を作成する業種のカバ

レッジが両者のあいだで異なる要因はそれほど

大きくない。

本稿の構成は次のとおりである。第 2節では

新しい経済活動指数の導出方法について述べる。

第 3節では作成された活動指数の特徴を報告す

る。第 4節では新しい活動指数の活用例を紹介

する。

2 新しい経済活動指数の導出

この節では活動指数の導出方法について簡潔

に述べる。最終目標は季節調整済の活動指数を

得ることである。そのためにいくつかの段階を

踏む。まずはじめに，鉱工業，建設業そして第 3

次産業に属する個別業種の活動指数を得る。次

に，それらを集約して総合指数を算出する。最

後に，X-12-ARIMAを用いて総合指数の季節調

整をおこなう。2.1節では総合指数の算出と季節

調整について説明する。2.2節では個別業種の

活動指数について述べる。

2.1 総合指数

個別業種の活動指数を用いて (1)式で表現さ

れるように基準年のウエイトで加重和するラス

パイレス方式により総合指数を算出する。

xaggt =
∑
i

∑
k

ωi0[k]xit[k] (1)

xaggt は時点 tにおける総合指数，ωi0[k]は産業

i に属する業種 k の基準年におけるウエイト，

xit[k]は産業 iに属する業種 k の時点 tにおけ

る活動指数である。基準年は 1960年を始めと

して 2010年まで 5年おきに変わる。それぞれ

の基準年において基準年を起点に 8年分の活動

指数を作成する。なお，2010年基準については

2007年から 2013年まで活動指数を作成する。

ウエイトは産業連関表（基本表と延長表）のな

かで報告される付加価値額をもとに算出される。

ウエイトの算出についての詳しい説明は付録A

に掲載されている。各基準年におけるウエイト

は付表 1で報告されている。そうして算出され

た総合指数を基準年ごとに季節調整したあと，

基準年の翌年 1月時点で新旧基準年の季節調整

済指数を接続する。
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2.2 個別指数

鉱工業については経済産業省（または通商産

業省）が作成した生産指数を使用する。建設業

については国土交通省より公表される建設総合

統計のなかの建設工事出来高を利用して活動指

数を作成する。一方，第 3次産業においては経

済産業省（または通商産業省）が作成した第 3

次産業活動指数でカバーされる業種のなかから

このあと述べる 2つの基準をもとに選択された

業種についてのみ活動指数を作成する。ひとつ

は当該業種の活動状況を端的に表す生産量，販

売量そして売上高のような月次データが利用可

能なことである。ただし，部分的ではあるが当

該業種の活動状況を反映していると考えられる

代理変数が存在する場合にはそれを使用する。

例えば，宿泊業については活動指数の作成にホ

テルの利用客室数を用いる。

もうひとつは産業連関表から付加価値額の

データが利用可能なことである。活動指数の作

成に用いる変数のデータが入手可能であるとし

ても付加価値額のデータを得ることができない

場合には当該業種は活動指数の作成対象から除

く。ただし，期間を通じて除外するのではなく

付加価値額を得ることができない基準年におい

てのみ活動指数を作成しない。本稿で活動指数

を作成する業種のカバレッジは 2005年基準第 3

次産業活動指数において経済産業省が作成対象

としている業種のうちの 77%となっている（付

加価値額ベース）。活動指数の作成対象から除

かれた業種には金融業，専門サービス業，公務

そして社会福祉をはじめとする公共サービス関

連の業種がある。なお，期間を通じてカバレッ

ジの割合に大きな違いは見られない。

こうして選択された個別業種の活動指数の作

成では政府機関だけでなく業界団体や民間会社

より公表された信頼できる実績データで長い期

間にわたってその利用が可能な変数を使用する。

経済産業省が 2005年基準の活動指数の作成で使

用している変数がそのような変数であればそれ

を採用する。もしそうでなければひとつ前の基

準年で経済産業省が採用していた変数が適合す

るかを検討する。変数が決まるまで過去に遡っ

てそれを繰り返す。しかし，通信業，広告業そ

して物品賃貸業などいくつかの業種では長い期

間にわたってデータを利用できる変数が存在し

ない。それらの業種についてはこのあと述べる

代替的な方法により変数の選択をおこなう。具

体的には，まずはじめに経済産業省が 2005年基

準で用いている変数（これをベースライン変数

と呼ぶ）を採用した場合にどの基準年まで遡っ

て活動指数が作れるかを調べる。次に，そうし

て特定された基準年のひとつ前の基準年で採用

されていた変数がベースライン変数と類似した

動きを示すかどうかを調べる。もし両変数の動

きがよく似ていれば，それ以前の基準年におけ

る活動指数の作成にその変数を用いる。しかし，

両変数の動きが異なるときにはそれ以前の基準

年については活動指数を作成しない。

2.3 新しい経済活動指数の特長

前述した方法により導出される活動指数の

データは期間を通じて一貫した時系列データと

なっているはずである。そのことを確認するた

めに，図 1では新旧基準年の経済活動指数（原

指数）をデータ比較が可能な 3年間について描

いている。右下の 2000年基準と 2005年基準の

パネルを例に挙げると，グラフは 2000年基準

における 2005年 1月から 2007年 12月までの

経済活動指数と 2005年基準における 2005年 1

月から 2007年 12月までの活動指数を描いてい

る。比較を容易にするために両指数は標準化さ

れている。新旧基準年で加重ウエイトが異なる，

また新たな業種が活動指数の作成に追加される

ことがあるため両指数が必ずしも一致するわけ

ではない。それでもなお活動指数の新旧系列が

いずれのグラフにおいても非常によく似た動き

を示していることが見て取れる。1960年以降の

長い期間にわたりデータの利用を可能にさせる

という点で新しい経済活動指数は既存の活動指

数の欠点を補っている。個別業種の活動指数の
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具体的な作成方法や使用されるデータについて

は付録 Bに掲載されている。

3 結果

この節では前節で述べた方法により作成した

新しい経済活動指数について報告する。3.1節

と 3.2節では 1960年から 2013年までの新しい

経済活動指数の長期的な動向と短期的な動向に

ついてそれぞれ述べる。3.3節では新しい活動

指数と経済産業省により作成された全産業活動

指数を比較する。最後に，3.4節では代表的な

景気指標である実質GDPと照合することによ

り新しい経済活動指数が信頼性の高い指数であ

るかどうかを調べる。

3.1 長期的な動向

図 2は 1960年から 2013年までの新しい経済

活動指数の伸び率を描いている。細い実線は活

動指数の前月比伸び率（年率）を表す。経済活

動指数は非常に大きな振幅を伴いながら変動し

ている。例えば，1989 年 3 月における活動指

数の伸び率は 90%であった一方，その翌月の伸

び率は −50%であった。これは 1989年 4月の

消費税導入に伴う駆け込み需要とその反動減を

反映している。また，2011年 3月において活動

指数の伸び率は−65%であった。これは東日本

大震災の発生により経済活動が急激に弱まった

ことを示している。これらの事例が示すように

月々の経済活動は一時的な要因に左右される。

したがって，前月比伸び率をもとに経済活動指

数の基調的な動向を捉えることは容易でない。

それをするための適当な方法のひとつは前月比

伸び率の移動平均をとることである。図中の太

い実線は前月比伸び率の 3か月後方移動平均に

より得られた数値を示している。そうして平滑

化された伸び率は前月比伸び率よりも明瞭に活

動指数の循環変動を映し出している。以下では

前月比伸び率の 3か月後方移動平均の動きに着

目する。

まずはじめに経済活動指数の長期的な動向を

捉えることから始める。それをするために 1960

年から 2013年までの期間を大きく 3つの期間

に区切るのが有益である。第 1は 1960年代から

1970年代前半までの時期である。経済活動指数

は一部の例外を除き期間を通じてプラスの高い

伸び率で推移していた。第 2は 1970年代後半

から 1980年代までの時期である。活動指数は

引き続きプラスの伸び率で推移しているものの，

その水準は前期間と比べると低下している。ま

た，伸び率のボラティリティーも前期間より小

さくなっている。そして最後の第 3は 1990年代

以降の時期である。これまでの期間とは著しく

対照的に多くの時期で活動指数はマイナスの伸

び率を示している。なかでも 2008年から 2009

年にかけて活動指数はリーマン・ショックを発

端に急激に下落し，その減少率は過去 50年で

最大となった。

いま述べたことは表 1から確かめることがで

きる。表では経済活動指数の前月比伸び率（年

率）の要約統計量を報告している。1960-1974年

の期間において成長率の平均は 12%であった（1

行 1列）。しかし，1975-1989年の期間において

それは 5%であり，前期間の半分以下の水準にま

で低下している（2列）。そして 1990年代に入

ると成長率はさらに低下し，直近では 1%を下

回っている（4列）。一方，活動指数の伸び率の

ボラティリティーを標準偏差で測ると，ボラティ

リティーは 1960-1974年の期間から 1975-1989

年の期間にかけて低下している（3行の 1列と 2

列）。

3.2 短期的な動向

次に，経済活動指数の短期的な動向に目を向

ける。それを捉えるためには活動指数を景気循

環と関連付けるのが有益である。その方法とし

て大まかではあるが簡素なためによく用いられ

るのが景気基準日付との照合である。図 3は活

動指数のトレンド除去された伸び率を描いてい

る。景気後退期は内閣府経済社会総合研究所に
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より設定された日付にもとづく。太い実線は 4

つの期間，すなわち 1960-1974 年，1975-1989

年，1990-2004年そして 2005-2013年における

期間ごとの平均成長率を用いてトレンド除去し

た伸び率を表す。図からはトレンド除去された

伸び率が数か月以上連続してマイナスが続く時

期はおおむね景気後退期と対応していることが

見て取れる。しかし，詳しく見てみると時期に

より特徴が異なる。2000年代後半や 1970年代

半ばの深刻な不況期では活動指数の低下が鮮明

である一方，1970年代後半の景気後退期では活

動指数の減少はさほど大きくない。こうした点

はトレンドを除去する別の代替的な方法を用い

てもなお確認される。図の細い実線は HPフィ

ルター (スムージングパラメター =129600)に

より得られる活動指数の趨勢変動成分の変化率

を用いてトレンド除去した伸び率を表す。1960

年代から 1970年代にかけて両者のあいだには

乖離が見られるが，景気後退期にはどちらの伸

び率も大きく低下している。

表 2では経済活動指数のトレンド除去された

伸び率が景気後退期に低下しているかを簡素だ

がきちんとした計量手法にもとづいて検証した

結果を報告している。ここでは活動指数のトレ

ンド除去された伸び率を定数項と景気後退に関

連するいくつかの指標でOLS回帰をおこなって

いる。トレンド除去された伸び率として 2つの

異なる系列，すなわちHPフィルターを用いてト

レンド除去された伸び率 (GAPHP )と期間別の

平均成長率を用いてトレンド除去された成長率

(GAPMEAN )を用いる。景気低迷に関連する指

標として 3つの異なる系列，すなわちRDBC，

CI そして TANKAN を使用する。RDBC は

内閣府経済社会総合研究所により設定された景

気後退期に 1，それ以外の時期に 0をとるダミー

変数である。この変数を使用したときの推定期

間は 1960年 4月から 2013年 12月までである。

CIはCI一致指数の 3か月後方移動平均が 3か

月以上連続して下降したときに 1，それ以外の

時期に 0をとるダミー変数である。この変数を

用いたときの推定期間は 1980年 1月から 2013

年 12月までである。そして TANKAN は主要

短観における全産業または全国短観における製

造業（大企業）の業況判断D.I.が 2四半期以上

連続して低下したときに 1，それ以外の時期に

0をとるダミー変数である。この変数を使用し

たときの推定期間は 1966年 1月から 2013年 12

月までである。

最初の 3 列は GAPHP を従属変数として用

いたときの結果である。景気後退ダミーとして

RDBC を用いたとき推定されたパラメターは

−7.1であり有意にゼロとは異なる（第 1列）。

好況期における伸び率は 2.6%である一方，不

況期における伸び率は −4.4%である。CI や

TANKANを景気後退ダミーとして用いたとき

それら変数の説明力は RDBC を用いたときと

比べて下回るものの，景気が悪化しているとき

には活動指数のトレンド除去された伸び率がマ

イナス（CIでは−3.1，TANKAN では−2.7）

であるという関係はさきほどと同様に確認され

る。後ろの 3列はGAPMEAN を従属変数として

使用したときの結果を示している。いずれの定

式化においてもGAPHP を従属変数として用い

たときと比べて景気後退に関連する変数の説明

力はわずかだが低下している。また，不況期に

おけるマイナスの伸び率は小さい（RDBC は

−3.5，CI は −2.7，TANKAN は −1.9）。し

かし，新しい経済活動指数が景気循環と整合し

た形で変動していることはここでも再び確認さ

れる。

3.3 全産業活動指数との比較

新たに作成された経済活動指数が信頼性の高

い指数であるかどうかを調べるための考えられ

るひとつの方法は経済産業省により作成された

全産業活動指数と比較することである。図 4の

パネル (a)は 1996年から 2013年までの両指数

の前月比伸び率（年率）を描いている。図中の

経産省指数 (SA)は経済産業省より公表された

2005年基準季調済指数をもとに算出された伸び

率を表す。一方，経産省指数は経済産業省より
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公表された 1995年基準から 2005年基準までの

原指数を用いて新しい活動指数の季調済系列を

作成するときと同様の方法により得られた季調

済指数にもとづく伸び率を表す。新しい活動指

数と経産省指数 (SA)は多くの部分で類似した動

きを示している。両指数の相関係数は 0.80であ

る（2003年 2月から 2013年 12月まで）。また，

新しい活動指数と経産省指数の相関係数は 0.90

である（1996年 2月から 2013年 12月まで）。

しかし，新しい活動指数の伸び率は経産省指

数の伸び率より大きな変動を示している。確か

に経産省指数の伸び率の標準偏差が 8.8である

のに対して新しい活動指数の伸び率の標準偏差

は 11.4である。図 4のパネル (b)は新しい活動

指数の伸び率と経産省指数の伸び率の差を描い

ている。両指数の伸び率の乖離は程度の差はあ

るものの期間を通じて一貫して生じている。そ

の乖離を生み出す可能性のある要因のひとつと

して考えられることは，新しい活動指数には含

まれないが経産省指数に含まれる業種の活動指

数の伸び率が大きく変動していないことである。

また，別な要因として考えられることは新し

い活動指数と経産省指数のいずれにも含まれる

業種において活動指数の作成に用いるデータが

異なることである。例えば，ウエイトが相対的

に大きい業種として学校教育がある。経済産業

省は在学者数を用いてその活動指数を作成して

いる。一方で本稿では総実労働時間指数と常用

雇用指数の積として定義される労働投入量を使

用して活動指数を作成している。在学者数の変

動は労働投入量の変動よりも相対的に小さいと

考えられ，その違いが全体の変動の乖離を生み

出す要因となっている可能性がある。

新しい活動指数の伸び率と経産省指数の伸び

率の乖離が何により生み出されているかを明ら

かにするためにこのあと述べる方法により要因

分解をおこなう。活動指数は 3つの要素から構

成される。第 1の要素は活動指数を作成する業

種のカバレッジである。第 2の要素は個別指数

を総合するときに用いる加重ウエイトである。

そして第 3の要素は業種ごとの個別指数である。

これら 3つの要素から構成される活動指数を (2)

式として書き表す。

Y = Y (x1, x2, x3) (2)

Y は活動指数，x1 は業種のカバレッジ，x2 は

ウェイトそして x3 は個別指数である。このと

き新しい経済活動指数と経産省指数をそれぞれ

(3)式と (4)式として表現する。

YNEW = Y (x1N , x2N , x3N ) (3)

YMETI = Y (x1M , x2M , x3M ) (4)

活動指数の作成対象となる業種が異なるカバレッ

ジ要因は (5)式で表される活動指数の前月比伸

び率と経産省指数の前月比伸び率の差として定

義される。

Y1 = Y (x1N , x2M , x3M ) (5)

Y1は新しい活動指数と同じ業種カバレッジで経

済産業省のウェイトと個別指数を用いて算出さ

れる指数である。次に，個別指数を総合すると

きに用いる加重ウェイトが異なるウェイト要因

は新しい活動指数の前月比伸び率と (6)式で表

される活動指数の前月比伸び率の差として定義

される。

Y2 = Y (x1N , x2M , x3N ) (6)

Y2は新しい活動指数と同じ業種カバレッジで経

済産業省のウェイトと新しい活動指数の作成に

用いられる個別指数をもとに算出される。最後

に，個別業種の活動指数の作成方法が異なる個

別指数要因は新しい活動指数の前月比伸び率と

(7)式で表される活動指数の前月比伸び率の差

として定義される。

Y3 = Y (x1N , x2N , x3M ) (7)

Y3は新しい活動指数と同じ業種カバレッジで新

しい活動指数の作成に用いられるウェイトと経

済産業省の個別指数をもとに算出される。

残念ながら，1995年基準においてはいくつか

の業種の個別指数とウェイトが経済産業省より
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公表されていない。ここでは経済産業省より公

表された 2000年基準から 2005年基準までの個

別業種の原指数と加重ウェイトのデータを用い

て Y1，Y2そして Y3を作成する。それらの季調

済系列は新しい活動指数を作成するときにとら

れたのと同様の方法により得られる。なお，そ

れぞれの要因のなかに季節調整モデルの違いに

よる影響が含まれるのを避けるため，Y1につい

ては経産省指数と同じモデルを用いて季節調整

をおこない，Y2と Y3については新しい活動指

数と同じモデルを用いて季節調整をおこなう。

図 5では 2001年から 2013年までの期間につ

いて新しい活動指数の伸び率と経産省指数の伸

び率の差を要因分解した結果を報告している。

両指数の伸び率の差は主に個別業種の活動指数

の違いにより説明される。2001年，2009年そ

して 2011年における伸び率の差のうち一部は

業種のカバレッジ要因により生じている。一方，

ウエイト要因は 2010年までほとんど見られな

い。2000年基準から 2005年基準まで新しい活

動指数の作成には多くの業種で経済産業省のウ

エイトを使用しているためである。

3.4 実質GDPとの比較

この小節では新たに作成された経済活動指数

が信頼できる指数であるかを確かめるために代

表的な景気指標のひとつである実質GDPと比

較する。図 6 は 1960 年から 2013 年までの新

しい活動指数と実質GDPの成長率を描いてい

る。ここで使用している実質GDPのデータは

確々報ベースであり 2012年までデータが利用

できる。パネル (a)は年次ベースの成長率の推

移を示している。1970年代の一時期を除けば両

者の成長率は整合的に推移している。相関係数

は 68SNAのデータ（1961年から 1997年まで）

を用いたときには 0.96，93SNAの 2000年基準

データ（1981年から 2008年まで）を用いたと

きには 0.90そして 93SNAの 2005年基準デー

タ（1995年から 2012年まで）を用いたときには

0.96である。なお，1960年代については経済活

動指数の伸び率が期間を通じて実質GDP成長

率を上回っている（期間平均で 3.5%ポイント）。

パネル (b)は四半期ベースの成長率（前年同期

比）を示している。年次ベースとは対照的に成長

率の変動は大きくなるが，見た目では新しい活

動指数の伸び率と実質GDPの成長率は類似し

ている。表 3では活動指数の伸び率と実質GDP

成長率の時差相関係数を報告している。両者の

動きが一致していれば同時点における相関係数

がもっとも高くなるはずである。最初の列の数値

は 68SNAのデータ (1961Q1-1997Q4)を用いて

算出された相関係数である。数値がもっとも大き

いのはk = 0のときで 0.935である。次の列の数

値は 93SNA（2000年基準）のデータ (1981Q1-

2008Q4)を用いて算出されている。係数の大き

さは低下するものの，ここでも kがゼロのとき

に最大である。最後の列の相関係数は 93SNA

（2000年基準）のデータ (1995Q1-2012Q4)を用

いて算出されている。活動指数の伸び率と実質

GDP成長率は同時点においてもっとも相関が

高い。

4 新しい経済活動指数の活用例

前節ではいくつかの観点から新しい経済活動

指数が景気指標として信頼性があることを確認

した。政策現場の実務家のなかにはその活動指

数を経済情勢判断に活用できるかに関心をもつ

人がいるかもしれない。この節では新しい活動

指数を景気判断に用いるための考えられるひと

つの方法を提案する。

4.1 活動指数が発する景気後退シグナル

の捕捉

新しい活動指数が景気判断に有用な指標であ

るならば，景気が後退したときにそれは景気後

退を知らせるシグナルを発信するはずである。

いま，新しい活動指数 Ytがある閾値 cを上回っ

たとき景気後退を知らせるシグナルを発信する

と考える。経済状況を St ∈ {0, 1}で表し，時点
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tにおいて景気が拡大しているときを 0，景気が

後退しているときを 1として示す。景気が後退

しているときに新しい活動指数が正しいシグナ

ルを発信する状況を (8)式のような条件付き確

率として書き表す。

TP (c) = P [Yt ≥ c|St = 1] (8)

これは真陽性率 (true positive rate)または検出

率 (recall rate)と呼ばれる。しかし，常に活動

指数が正しいシグナルを発信するとは限らない。

実際には景気が拡大しているにもかかわらず活

動指数が景気後退のシグナルを発信する場合が

ありうる。それは (9)式のように書き表せる。

FP (c) = P [Yt ≥ c|St = 0] (9)

これは偽陽性率 (false positive rate)または第 1

種の過誤 (Type 1 error)と呼ばれる。また，実

際には景気が後退しているのに活動指数が景気

後退を知らせるシグナルを発信しない場合もあ

りうる。それは (10)式のように書き表せる。

FN(c) = P [Yt < c|St = 1] (10)

これは偽陰性率 (false negative rate)または第 2

種の過誤 (Type 2 error)と呼ばれる。このよう

にシグナルの発信については 2つの過誤が潜在

的に存在する。

こうした状況のもとで最適な閾値を得るため

のひとつの方法は政策担当者アプローチと呼ば

れる方法である（例えば Sarlin, 2013）。具体的

には，(11)式のように偽陰性率と偽陽性率の加

重平均として表される損失関数を最小化するよ

うに閾値が決定される。

L(µ, c) = µFN(c)P

+ (1− µ)FP (c)(1− P ) (11)

µ ∈ [0, 1]は第 1種の過誤と第 2種の過誤のどち

らを重く見るかを表すパラメターである。ここ

ではいずれの過誤も同等に重視するのでµ = 0.5

と設定する。P は景気後退を知らせるシグナル

を発信すべき時期の割合であり，全観測値数に

占める景気後退期の観測値数の割合として定義

される。景気後退期は内閣府経済社会総合研究

所により設定された時期にもとづく。閾値のも

とでシグナル発信の精度を表す正診率Rは (12)

式として定義される。

R ≡ P [Yt ≥ c|St = 1]× P [St = 1]

+ P [Yt < c|St = 0]× P [St = 0] (12)

4.2 最適な閾値

この節で使用する活動指数は前節で報告され

た指数（これ以降は総合指数と呼ぶ）とは異な

る。その理由は，いくつかの業種においてデー

タを入手するのが難しく直近の活動指数を作成

することができないためである。具体的には，

鉱工業と第 3次産業のうち次の業種を除く残り

の業種の個別指数を集約することにより活動指

数を得る。

ガス業，通信業，運送業，倉庫業，こ

ん包業，郵便業，生命保険業，損害保

険業，駐車場業，宿泊業，旅行業，医

療業，介護事業，廃棄物処理業，労働

者派遣業

その方法をとることにより当該月から 2か月前

の時点まで活動指数を作成することが可能とな

る。基準年により多少の違いは見られるが，そ

れらの業種を含まない活動指数のカバレッジは

総合指数のカバレッジのおよそ 75%（付加価値

額ベース）である。図 7は一部の業種を除いた活

動指数のトレンド除去された前月比伸び率（年

率）の 3か月後方移動平均を描いている。トレ

ンド成長率にはHPフィルターより得られた活

動指数の趨勢変動成分の変化率を用いている。

一部の業種を除いた活動指数の動向は総合指数

のそれとほとんど変わらない（図 2を参照）。両

者の伸び率をもとに算出された相関係数は 0.96

である。

破線は 1960年 4月から 2010年 12月まで（第

14循環の景気の底が内閣府経済社会総合研究所
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により正式に確定された時点より前）のデータ

を用いて第 1種の過誤と第 2種の過誤から構成

される損失関数を最小化する活動指数の伸び率

の水準を表す。なお，1989年 4月の消費税導入

と 1997年 4月の消費税率引き上げに伴う駆け

込み需要およびその反動の影響を取り除くため，

最適な閾値は 1989年 3月から 6月までのデータ

と 1997年 3月から 6月までのデータを除く 601

の観測値数をもとに求められている。伸び率が

最適な閾値である−3.15を下回るとき，それは

景気後退の兆しがあることを示唆している。そ

の最適な閾値のもとでの正診率は 81.4%であり

低くない。

4.3 最適な閾値にもとづく2011年以降の

経済活動の評価

表 4は 2011年 1月以降の活動指数のトレンド

除去された前月比伸び率（年率）の 3か月後方

移動平均を報告している。なお，2014年 1月以

降の各月の活動指数には 2007年 1月から当該

月までの原指数に季節調整をおこなって得られ

る当該月の季節調整済指数を用いている。活動

指数の作成に使用するデータは 2015年 3月時

点で利用可能なデータである。本来ならば各時

点において利用可能であるリアルタイム・デー

タをもとに活動指数を作成するのが望ましい。

しかし，その点についてここではきちんと対処

することができていない。各月のトレンド成長

率は 1960年 1月から当該月までのデータを用

いてHPフィルターにより得られる前月と当該

月の活動指数の趨勢変動成分をもとに算出され

ている。

2011 年以降の期間に活動指数の伸び率が最

適な閾値を下回るときが何度か見て取れる。最

初の時期は 2011年 3月と 4月である。これは

2011年 3月に発生した大地震が経済活動を一時

的に収縮させたことを反映している。次の時期

は 2012年である。活動指数は 5月，遅くとも 7

月には景気後退が始まり，11月に底を打ったこ

とを示唆している。内閣府経済社会総合研究所

は 2012年 5月から 11月までの期間を景気後退

期として暫定的に設定しているが，活動指数が

示すシグナルと整合している。

そして最後の時期は 2014年である。4月と 6

月に伸び率は大きく低下している。これは 4月

の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動

という一時的な要因によりもたらされた部分が

大きいと解釈することができる。その証拠とし

て 7月には経済活動は消費税率引き上げ前とほ

ぼ同程度の水準まで回復している。そして 8月

には伸び率はふたたび大きなマイナスとなり最

適な閾値を上回っている。その月には記録的な

多雨や日照不足を伴う不順な天候により経済活

動が一時的に低迷したが，マイナスの伸び率は

それを反映していると考えられる。最後に，足

元の経済全体の活動状況を新しい活動指数にも

とづいて評価すると，それは経済活動が堅調に

推移していることを示している。

4.4 景気判断における新しい活動指数の

有用性

以上の結果は景気判断に新しい活動指数を活

用できる可能性があることを示唆している。閾

値にもとづいて足元の経済活動が後退局面にあ

るか否かを点検することができる。ただし，前

述したように大きな地震や異常気象など自然災

害ショックにより活動指数の伸び率が一時的に

閾値を超えてマイナスとなる場合がある。した

がって，伸び率の低下が特殊な要因によりもた

らされたかどうかについて検討する必要がある。

景気動向指数（CI一致指数）にもとづく現行の

景気の基調判断では少なくとも 3か月のあいだ

CI一致指数の動向を観察しなければならない。

そのため，景気転換点の把握にはデータの入手

ラグ（おおむね 1-2か月）を含めて約半年のラ

グが生じる。しかし，新しい活動指数を利用す

ることで以前より認知ラグは短縮される。

また，新しい活動指数を用いて足元の経済活

動のモメンタムを評価することが可能である。

経済の包括的な活動状況を示す代表的な指標と
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して実質GDPがある。しかし，四半期別GDP

の 1次速報値は四半期が終了したあと 2か月半

後に公表されるためラグはもっとも長いときで

4か月半におよぶ。GDP統計を政策判断の材料

として使用するにはデータを利用できるように

なるのが遅いという問題がある（岩田, 2011）。

新しい活動指数は必ずしも実質GDPと対応し

た動きを示すわけではないが，経済活動の活況

度合いを部分的に反映しているはずである。な

お，新しい活動指数と同様に月次ベースでデー

タ利用が可能な既存の活動指数として経済産業

省により作成される全産業活動指数がある。し

かし，一部の業種（付加価値額ベースで全体の

約 20%を占める）では活動指数の作成に実績値

でなく推計値が用いられている。経済活動の実

情をありのままに示しているという意味では新

しい経済活動指数のほうが全産業活動指数より

も好ましいといえる。
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付録A ウェイト

付録Aでは個別の活動指数を総合するときに使

用するウェイトについて述べる。ウェイトは産

業連関表のなかで報告される付加価値額をもと

に算出される。基準年ごとの産業または業種ご

とのウェイト（10万分比）は付表 1で報告され

ている。

A.1 産業別データ

1960年における建設業，鉱工業そして第 3次産

業の付加価値額のデータは行政管理庁 (1975a)，

1965年においては行政管理庁 (1980b)，1970年

から 1980 年までは総務庁 (1985b)，1985 年に

おいては総務庁 (2000a)，1990年においては総

務省 (2005)，1995年から 2005年までは総務省

(2011a)そして 2010年においては経済産業省の

ウェブサイトより収集される 1。

A.2 第 3次産業の業種別データ

このあと述べる方法により得られる第3次産業の

業種別ウェイトを用いて第 3次産業の付加価値額

にそのウェイトを乗じて得られる数値を当該業種

の付加価値額として使用する。1960年基準から

1980年基準までは通商産業省 (1984)のなかで報

告されている業種別の産業連関表コードの情報

を利用して行政管理庁 (1964, 1969, 1974, 1975b,

1979, 1980a, 1984)と総務庁 (1985a, 1989)から

付加価値額のデータを収集し，その収集された

データを用いて業種別のウェイトを算出する。使

用されるデータについて述べておくことが 3つ

ある。第 1に，産業連関表のなかには公共放送

業と民間放送業の付加価値額が報告されていな

い。ここでは放送業の付加価値額を公共放送業

と民間放送業の生産額で按分する。データは行

政管理庁 (1964, 1980a)，総務省 (2005a, 2011b)

そして総務庁 (1985a, 1990, 1995, 2000b)より

収集される。

1http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/entyoi

o/result/result 14.html

第2に，1960年についてはその他の対個人サー

ビス (コード 8509-00)を構成する個別業種の数

値が産業連関表のなかに報告されておらず，そ

のため宿泊業，洗濯業，理容業，美容業，現像・

焼付業そして葬儀業の付加価値額のデータを入

手できない。1960年において個別業種のその他

の対個人サービスに占める割合は 1965 年のそ

れに等しいと仮定し，1965年における業種別の

構成比率をその他の対個人サービスの付加価値

額に乗じて得られる数値を当該業種の付加価値

額として使用する。また，その他の娯楽 (コー

ド 8400-90)，その他の対事業所サービス (コー

ド 8300-90)そして教育 (コード 8210-00)につい

ても同じことがあてはまる。いま述べたのと同

様の方法をとる。

最後の第 3に，公表されている利用可能なさ

まざまな資料から 1960年における映画製作・配

給業の付加価値額の数値を得ることができない。

映画業の付加価値額を映画製作・配給業と映画館

の生産額で按分して得られる数値を映画製作・配

給業の付加価値額として使用する。映画製作・配

給業の生産額には配給収入を用い，映画館の生

産額には興行収入と入場税の合計を用いる。デー

タは行政管理庁 (1975b)，「国税庁統計年報書」そ

して日本映画製作者連盟のウェブサイトより収

集される 2。国税庁より公表された入場税の計数

は年度ベースであるため (1)式により暦年ベー

スへ変換される。

1

4
×前年度の数値+

3

4
×当年度の数値 (1)

1985年基準から 2005年基準までは経済産業

省（または通商産業省）より公表された業種別

ウェイトを使用する。データは通商産業省 (1991,

1994, 2000)と経済産業省 (2005, 2009)より収集

される。使用されるデータについて述べておく

ことが 2つある。第 1に，その他の娯楽業のウェ

イトは劇場・興行場・興行団とスポーツ施設・遊戯

場・遊園地のウェイトの合計として定義される。

第 2に，1985年基準と 1990年基準における映

画制作・配給業のウェイトが通商産業省より公表

2http://www.eiren.org/toukei/data.html
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されていない。映画業のウェイトを産業連関表

のなかで報告されている映画製作・配給業と映

画館の付加価値額で按分して得られる数値を映

画製作・配給業のウェイトとして用いる。また，

通商産業省より公共放送業と民間放送業のウェ

イトが公表されていない。放送業のウェイトを

産業連関表のなかで報告されている公共放送業

と民間放送業の付加価値額で按分する。データ

は総務省 (2005a, 2011b)と総務庁 (2000b)より

収集される。

2010年基準におけるウェイトは産業連関表（延

長表）のなかで報告される付加価値額を用いて

算出される。データは経済産業省のウェブサイ

トより収集される。いくつかの業種における付

加価値額の具体的な定義は次のとおりである。

• 電気業
事業用原子力発電 (コード 5111-01)，事業

用火力発電 (コード 5111-02)，水力・その他

の事業用発電 (コード 5111-03)

• 水道業
上水道・簡易水道 (コード 5211-01)，工業用

水 (コード 5211-02)，下水道 (コード 5211-

03)

• 通信業
固定電気通信 (コード 7312-01)，移動電気

通信 (コード 7312-02)，その他の電気通信

(コード 7312-03)，その他の通信サービス

(コード 7319-09)

• 運輸業
鉄道旅客輸送 (コード 7111-01)，鉄道貨物

輸送 (コード 7112-01)，バス (コード 7121-

01)，ハイヤー・タクシー (コード 7121-02)，

道路貨物輸送 (コード 7122-01)，外洋輸送

(コード 7141-01)，沿海・内水面輸送 (コー

ド 7142-01)，航空輸送 (コード 7151-01)

• 飲食サービス業
一般飲食店 (コード 8612-01)，喫茶店 (コー

ド 8612-02)，遊興飲食店 (コード 8612-03)

• 写真業
写真業 (コード 8619-01)，写真現像・焼付業

• その他の娯楽業
映画館 (コード 8611-01)，興行場・興行団

(コード 8611-02)，遊戯場 (コード 8611-03)，

スポーツ施設提供業・公園・遊園地 (コード

8611-05)，その他の娯楽 (コード 8611-09)

使用されるデータについて述べておくことが

3つある。第 1に，延長表のなかにはビデオ制

作・配給業，映画制作・配給業そしてテレビ番組

制作・配給業の付加価値額の数値が報告されて

いない。映像情報制作・配給業 (コード 7351-01)

の付加価値額を特定サービス産業実態調査（こ

れ以降は実態調査）のなかで報告される映像情

報制作・配給業務の業務種類別年間売上高で按

分して得られる数値をそれら業務の付加価値額

として使用する。また，延長表のなかには葬儀

業と結婚式場業の付加価値額の数値が報告され

ていない。冠婚葬祭業 (コード 8619-02)の付加

価値額を実態調査のなかで報告される冠婚葬祭

業務の業務種類別の年間売上高で按分して得ら

れる数値をそれぞれの業務の付加価値額として

使用する。年間売上高のデータは経済産業省の

ウェブサイトより収集される 3。

第 2に，その他の対事業所サービス (コード

8519-09)を構成する個別業種の数値が延長表の

なかに報告されておらず，そのため警備業の付

加価値額の数値を入手することができない。こ

こではその他の対事業所サービスの付加価値額

を 2005年産業連関表（これ以降は 2005年基本

表）のなかで報告される個別業種の生産額で按

分して得られる数値をそれら業種の付加価値額

として用いる。また，その他の対個人サービス

(コード 8619-09)についても同じことがあては

まる。いま述べたのと同様の方法により写真現

像・焼付業の付加価値額を得る。生産額のデー

タは総務省 (2009)より収集される。

最後の第 3に，道路施設提供業と駐車業の付

加価値額には道路輸送施設提供 (コード 7189-01)
3http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusab

izi/result-2/h22.html
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の付加価値額を 2005年基本表のなかで報告され

る有料道路と駐車場業の生産額で按分して得られ

る数値を用いる。生産額のデータは総務省 (2009)

より収集される。

付録B 個別業種の活動指数

付録 Bでは個別業種の活動指数の作成方法や使

用されるデータについて詳しく述べる。

B.1 建設業

指数の作成開始年：1960年

建設業の活動指数は建設投資額（実質値）を用

いて作成される。1960年基準から 1970年基準

まで月間建設投資額（名目値）には建設投資の

年次系列と建設工事額（出来高ベース）の月次

系列を用いて (2)式により得られる数値を使用

する。

Xi ×
xij∑
xij

(2)

Xi は i年の年間建設投資，xij はその年の j 月

における月間建設工事額（出来高ベース）であ

る。年間建設投資には国土交通省（または建設

省）が作成した建設投資推計のなかで報告され

る建設投資総計を用いる。月間建設工事額（出

来高ベース）には建設総合統計のなかで報告さ

れる建設工事出来高総計を用いる。建設投資額

の名目値は建設工事費デフレーターの総合をデ

フレーターとして用いて実質値へ変換される。

1975年基準から 2010年基準までは次の部門

別工事種類別の活動指数を生産額にもとづくウェ

イトで加重和することにより建設業全体の活動

指数が算出される。

民間部門の住宅建築，民間部門の非住

宅建築，民間部門の土木，公的部門の

建築，公的部門の土木

1975年基準から 2005年基準までウェイトは建

設省 (1979, 1984, 1989, 1994, 1999)と国土交通

省 (2004a, 2009b)のなかで報告される生産額を

用いて算出される。2010年基準のウェイトは建

設投資推計における部門別工事種類別の建設投

資を用いて算出される。データは国土交通省の

ウェブサイトより収集される 4。なお，統計表の

なかで報告されている計数は年度ベースである

ため (1)式により暦年ベースへ変換される。部

門別工事種類別の月間建設投資額（名目値）は

さきほど述べたのと同様の方法により得られる。

建設投資額の名目値を実質値へ変換するための

デフレーターとして建設工事費デフレーターま

たは建設物価調査会により作成された純工事費

指数を使用する。部門別工事種類別のデフレー

ターは次のとおりである。

• 民間部門の住宅建築と非住宅建築
鉄骨鉄筋コンクリート造 (SRC)，鉄筋コン

クリート造 (RC)，鉄骨造 (S) そして住宅

(W)の純工事費指数の加重平均

• 公的部門の建築
建設工事費デフレーターの非住宅非木造

• 民間部門の土木
建設工事費デフレーターのその他土木

• 公的部門の土木
建設工事費デフレーターの公共事業

民間部門の住宅建築と非住宅建築においてデフ

レーターを算出するための加重和ウェイトは建

設省 (1979, 1984, 1989, 1994, 1999)と国土交通

省 (2004a, 2009b)のなかで報告される建物種類

別の生産額を用いて算出される。2010年基準に

ついては 2005年基準のウェイトを代用する。

データは「建設経済月報」，「建設総合統計年

度報」，「建設統計月報」，「建設物価指数月報」，

建設物価調査会 (1984, 1991, 1996, 2000)そして

国土交通省，建設物価調査会のウェブサイトよ

り収集される 5。使用されるデータについて述べ

4http://www.mlit.go.jp/statistics/details/oth

er list.html
5http://www.mlit.go.jp/statistics/details/kko

ji list.html

http://www.kensetu-navi.com/bunseki/shisu kentik

u/index.html
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ておくことが 4つある。第 1に，建設物価調査

会が純工事費指数を公表しているのは 1980年基

準以降である。1975年基準における民間部門の

住宅建築の活動指数と非住宅建築の活動指数の

作成では建設工事費デフレーターの木造，鉄骨

鉄筋，鉄筋そして鉄骨の指数を代用する。

第 2に，建設総合統計のなかで報告される建設

工事出来高は 1973年，1980年，1990年，2000

年そして 2009年の 4月前後で水準が異なり不連

続である。それは建設工事額を着工ベースから

出来高ベースへ変換するときに用いる建設工事

の出来高分布率（工事進捗率）の情報が改定され

たためである。活動指数の作成ではこのあと述

べる方法により得られる建設工事出来高のデー

タを使用する。以下では 1975年基準の活動指数

の作成に用いる建設工事出来高のデータを例に

挙げて具体的に説明する。

活動指数の作成期間を通じてデータを連続し

て利用できる建設工事出来高を得るためにここ

でとられる方法の基本的な考え方は，データが

不連続となる時点の前後で連続して利用できる

データの数が相対的に少ないほうの系列を修正

することである。1975年基準の活動指数の作成

期間は 1975年 1月から 1982年 12月までである。

前述したように建設工事出来高の数値は 1980年

4月前後で不連続である。このとき，旧系列の

データが利用できるのは 1975年 1月から 1980

年 3月までの期間である一方，新系列のデータ

が利用できるのは 1980年 4月から 1982年 12月

までの期間である。したがって，1980年 4月か

ら 1982年 12月までのデータを修正する。具体

的には，まずはじめに建設工事出来高の対数値

を定数項と当該月および過去の建設工事着工高

の対数値で回帰する。建設工事着工高には建設

総合統計のなかで報告される工事費（着工ベー

ス）を用いる。回帰モデルの推定では 20か月の

ラグを含める。推定に使用されるデータは 1973

年 4月から 1980年 3月までである。次に，推定

されたパラメターを用いて 1980年 4月以降にお

ける建設工事出来高（対数値）の推計値を得る。

最後に，その得られた数値に逆対数をとること

により 1980年 4月から 1982年 12月までの旧系

列ベースの建設工事出来高を算出する。

その他の基準年における活動指数の作成でも

いま述べたのと同様の方法をとる。1980年基準

から 2010年基準まで (1)データを修正する期間

と (2)回帰モデルの推定に用いられるデータの

期間は次のとおりである。

• 1980年基準

(1)1980年 1月から 1980年 3月まで

(2)1980年 4月から 1991年 3月まで

• 1985年基準

(1)1991年 4月から 1992年 12月まで

(2)1980年 4月から 1991年 3月まで

• 1990年基準

(1)1990年 1月から 1990年 3月まで

(2)1990年 4月から 2001年 3月まで

• 1995年基準

(1)2001年 4月から 2002年 12月まで

(2)1990年 4月から 2001年 3月まで

• 2000年基準

(1)2000年 1月から 2000年 3月まで

(2)2000年 4月から 2009年 3月まで

• 2005年基準

(1)2009年 4月から 2012年 12月まで

(2)2000年 4月から 2009年 3月まで

• 2010年基準

(1)2007年 1月から 2009年 3月まで

(2)2009年 4月から 2014年 3月まで

なお，1980年基準において回帰モデルの推定に

用いられるデータの期間の終わりが 1991年 3月

となっているのは，建設省より参考計数として旧

系列が公表されておりデータが利用可能なため

である。また，2000年 4月以降の 1年間は新系

列とともに旧系列のデータも一緒に公表されて

おりデータの利用が可能である。1990年基準と

1995年基準において回帰モデルの推定には 2001

年 3月までのデータを使用する。
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第 3に，建設省が建設工事出来高の作成を開始

したのは 1970年代初めであり，したがって 1960

年代におけるデータは利用できない。建設省が

実施していた建設工事に関するいくつかの統計

のなかで報告される工事着工額を利用してこの

あと述べる方法により得られる数値を建設工事

出来高総額として用いる。具体的には，まずは

じめに建設工事出来高総計の対数値を定数項と

当該月および過去の建設工事着工高の対数値で

回帰する。建設工事着工高には 2つの変数，す

なわち建築着工統計における建築工事費予定額

と公共工事着工統計における工事費予定額を使

用する。回帰モデルの推定では建築工事費予定

額の 15か月のラグと公共工事費予定額の 20か

月のラグを含める。推定に使用されるデータは

1973年 4月から 1980年 3月までである。次に，

推定されたパラメターを用いて 1960年 1月から

1973年 3月までの建設工事出来高総計（対数値）

の推計値を得る。最後に，その得られた数値に

逆対数をとることにより 1960年 1月から 1973

年 3月までの建設工事出来高総計を算出する。

データは「建設経済月報」，「建設工事着工統

計季報」，「建設工事着工統計年報」，「建設統計

月報」，「建築統計年報」，「建築動態統計月報」，

「公共工事着工統計年度報」，「公共工事着工統計

年報」そして「公共工事着工統計季報」より収

集される。なお，建設省より公表された 1969年

4月以前の公共工事着工額のデータは年次と四

半期の 2種類の頻度のデータのみであり，月次

データは利用不可能である。ここでは建設省よ

り公表された四半期の計数を用いてこのあと述

べる方法により得られる数値を月間公共工事着

工額として使用する。具体的には，まずはじめ

に当該四半期と 1四半期前の数値を用いて

1

3

[
1

3
×前期の数値+

2

3
×当期の数値

]
(3)

により当該四半期内の最初の月における金額を

得る。次に，当該四半期の数値を用いて

1

3
×当期の数値 (4)

により当該四半期内の中間の月における金額を

得る。最後に，当該四半期と 1四半期後の数値

を用いて

1

3

[
2

3
×当期の数値+

1

3
×次期の数値

]
(5)

により当該四半期内の最後の月における金額を

得る。そうして得られた数値に次のように定義

される四半期ごとの補正係数，(建設省より公表

された四半期の計数)÷(四半期内の各月の金額の

合計)を乗じる。

第 4に，1960年基準から 1965年基準まで建

設工事費デフレーターの月次計数が建設省より

公表されていない。また，1970年基準について

は 1970年 1月から 3月までデフレーターの数

値が公表されていない。ここでは建設省が採用

していた方法に倣って建設工事費デフレーター

を作成する。なお，1970年基準については筆者

作成による 1970年 1月から 3月までのデフレー

ターに次のように定義される接続係数，(建設省

より公表された 1970年 4月の数値)÷(筆者作成

による同月の数値)を乗じて建設省の系列と接

続させる。1960年基準における建設工事費デフ

レーターの詳細な説明については「建設経済月

報」（これ以降は月報）のなかに掲載されている

3つのレポート，「土木工事費の動向を把握する

指数を作成」（1963年 9月号），「著しい建設工

事費の値上がり」（1964年 8月号）そして「建

築工事費指数について」（1965年 12月号）を参

照。1965年基準と 1970年基準における建設工

事費デフレーターの詳しい説明については建設

省 (1972a)と建設省 (1978)をそれぞれ参照。

建設工事費デフレーターの総合は (6)式で表

現されるインプリシットデフレーターとして算

出される。

pt =
[
p−1
1t ωt + p−1

2t (1− ωt)
]−1

(6)

ptは建設工事費デフレーターの総合，p1tは建築

部門の建設工事費デフレーター，p2tは土木部門

の建設工事費デフレーターである。ωtは建築工

事額の工事額総計に占めるウェイトである。工事

額には国土交通省（または建設省）より公表され

た建設投資を使用する。各月のウェイトはその月
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が属する年のウェイトと同値である。建築部門と

土木部門の建設工事費デフレーターは労務費指

数や建設資材費指数を基準年の工事費用にもと

づくウェイトで加重和する投入コスト型の指数

として算出される。ウェイトの数値は 1960年基

準については月報の 1963年 9月号 (p3)，1964年

8月号 (p6)，1965年 12月号 (p9)，1965年基準

については建設省 (1972a, p50-51)そして 1970

年基準については月報の 1975年 3月号 (p10)の

なかに報告されており，それを使用する。労務

費指数は建設業のきまって支給する給与額（8時

間労働あたり）を用いて作成される。建設資材

費指数には卸売物価指数の建設資材に対応する

品目を使用する。基準年ごとの建設資材は次の

とおりである。

•1960年基準

建築部門

素材，角割材，板材，砂利，セメント，セメ

ント製品，非鉄金属，機械器具，電力，投

資財，建設材料，建築用金属，建築用金物，

形鋼，棒鋼，亜鉛鉄版，合成樹脂管板類，木

製品

土木部門

素材，角割材，板材，砂，砂利，砕石，石

材，ダイナマイト，化学品，アスファルト，

軽油，セメント，セメント製品，普通鋼鋼

材，鋳鉄管，非鉄金属，金属製品，機械器

具，ポンプ，電力，トラックシャーシ，建設

機械，投資財，建設材料

•1965年基準
砂利・砂，製材，加工木材，建具類，軽油，

建設用粘土製品，建設用陶磁器，セメント，

セメント製品，鉄鋼，鉄構物，金属製品，一

般機械，電気機械器具，電線・ケーブル，合

成樹脂製品

•1970年基準
土石類，建設用陶磁製品，耐火れんが，粘

土がわら，セメント製品，生コンクリート，

セメント，板ガラス，石油製品，アスファル

ト，塗料，プラスチック建材類，回転・静

止電気機器，建築用金属製品，アルミニウ

ム・同合金圧延品，はんだ，電線・ケーブ

ル，鋳鉄管，木製家具，合板，床板，製材，

林産物，鉄鋼，一般・精密機器，金属製品，

建設材料

建設資材に対応する卸売物価指数の品目情報は

1960年基準については月報の 1963年 9月号 (p3)

と 1965年 12月号 (p9)，1965年基準については

建設省 (1972a, p52)そして 1970年基準につい

ては月報の 1975年 3月号 (p10)より得られる。

データは厚生労働省 (2002)，「毎月勤労統計調

査年報」そして日本銀行のウェブサイトより収

集される 6。なお，1960年基準については建築

総合と土木総合の労務および建設資材別のウェ

イトが建設省より公表されていない。建築部門

の建設工事費デフレーターには次の工事種類ご

とに算出された建設工事費デフレーターを用い

てインプリシット方式により得られる数値を使

用する。

木造住宅，非木造住宅，木造非住宅，

RC非住宅，SRC非住宅，S非住宅，CB

非住宅

工事種類ごとのウェイトは建築投資額をもとに

算出される。データは月報の 1967年 9月号 (p10-

12)より収集される。

一方，土木部門の建設工事費デフレーターに

は次の工事種類ごとに算出された建設工事費デ

フレーターを用いてインプリシット方式により

得られる数値を使用する。

河川改修，砂防，河川総合開発，海岸，

道路改良，舗装新設，橋梁整備，道路

補修，下水道，公園，土地造成，上水

道，港湾漁港，農地，鉄道，電信電話

工事種類ごとのウェイトは土木投資額をもとに

算出される。データは月報の 1967年 8月号 (p6)

と 1972年 8月号 (p8)より収集される。使用され

6http://www.boj.or.jp/statistics/pi/wpi 1995/

long/index.htm/
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るデータについて述べおくことが 4つある。第 1

に，月報の表から 1964年度以前の海岸の投資額

を得ることができない。ここでは 1960年度から

1964年までの海岸保全事業費に次のように定義

される調整係数，(1965年度の投資額)÷(同年度

の海岸保全事業費)を乗じて得られる数値を投資

額として用いる。海外保全事業費の数値は「海

岸統計」より取られる。第 2に，河川改修，砂

防そして河川総合開発の投資額には治水の投資

額をそれらの工事事業費で按分して得られる数

値を用いる。治水の投資額は治水・海岸の投資

額マイナス海岸の投資額として定義される。工

事事業費のデータは建設省 (1972b, p27-29)より

取られる。第 3に，道路改良，舗装新設，橋梁

整備そして道路補修の投資額には道路・街路の

投資額をそれらの工事事業費で按分して得られ

る数値を用いる。工事事業費のデータは「道路

統計年報」より収集される。道路補修の工事事

業費は統計表のなかの特殊改良，橋梁補修，塗

装補修，その他修繕そして維持における事業費

の合計として定義される。最後に，上水道の投

資額には上工業用水の投資額を上水道，工業用

水道そして簡易水道の建設改良費で按分して得

られる数値を用いる。建設改良費の数値は月報

の 1967年 8月号 (p18)より取られる。

B.2 鉱工業

鉱工業生産指数を使用する。データは「経済産

業統計」，「鉱工業指数総覧」，「鉱工業指数年報」，

「通産統計」そして経済産業省のウェブサイトよ

り収集される 7。1995年基準では新聞・出版業

を除く鉱工業のデータを使用する。

B.3 第 3次産業

電気業 指数の作成開始年：1960年

電気業の活動指数は一般電気事業者による発受

電電力量を用いて作成される。データは「電力

需給の概要」，「電力調査統計月報」そして資源

7http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/

エネルギー庁，電気事業連合会のウェブサイト

より収集される 8。

ガス業 指数の作成開始年：1960年

ガス業の活動指数はガスの生産・購入量を用い

て作成される。ガスの生産・購入量の基準年ご

との具体的な定義は次の通りである。

• 1960年基準から 2000年基準まで

一般ガス事業者によるガスの生産・購入量

• 2005年基準から 2010年基準まで

ガス事業者全体のガスの生産・購入量

データは「ガス事業統計月報」，「ガス事業統計

年報」，「ガス事業便覧」，「ガス事業年報」そし

て資源エネルギー庁のウェブサイトより収集さ

れる 9。

水道業 指数の作成開始年：1960年

水道業の活動指数は配水量を用いて作成される。

配水量には次の 8つの事業体が給水事業をおこ

なう地域での配水量の合計を使用する。

東京都，千葉県，神奈川県，川崎市，横

浜市，名古屋市，京都市，大阪市

データは「東京都水道事業年報」，「東京都水

道局 事業年報」，「千葉県 水道事業年報」，「神

奈川県 水道事業統計年報」，「川崎市統計書」，

「横浜市水道事業概要」，「横浜市 水道事業・工業

用水道事業統計年報」，「横浜市 水道事業統計年

報」，「名古屋市統計年鑑」，「京都市 水道統計年

報」，「京都市勢統計年鑑」，「大阪市 水道局事業

年報」そして「大阪市 水道事業年報」より収集

される。なお，2013年 4月以降の期間について

は 2010年基準鉱工業指数のなかで報告される水

道事業の生産指数を用いて (月次指数)÷(月次指

数の 2010年平均)×(配水量の 2010年平均)によ

り得られる数値を配水量として用いる。
8http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/elec

tric power/ep002/

http://www.fepc.or.jp/library/data/hatsujuden/i

ndex.html
9http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/gas/

ga001/
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通信業 指数の作成開始年：1960年

通信業の活動指数は売上高（実質値）を用いて

作成される。1960年基準から 1990年基準まで

国内通信部門の活動指数を通信業の活動指数と

して使用する。国際通信部門については公表さ

れている利用可能なさまざまな資料から長期間

にわたり連続してデータを入手できる売上高の

月次系列がないためである。しかし，1960年代

から 1990年代まで国内通信部門の通信業に占め

る割合（付加価値ベース）は大きく，95%を上

回る。

国内通信部門の売上高（名目値）には日本電

信電話公社またはNTTの事業収入を使用する。

データは「財政金融統計月報 国庫収支特集」よ

り収集される。しかし，1985年 4月以降の期間

についてはデータを入手することができない。こ

こでは通商産業省により作成された電話業また

は国内通信業の活動指数を用いてこのあと述べ

る方法により得られる数値を事業収入として使

用する。1985年 4月から 1987年 3月までの期

間については 1980年基準の電話業の活動指数を

用いる。通商産業省 (1984)によれば，電話業の

活動指数は日本電信電話公社の電話料収入（実

質値）を用いて作成された。収入額の名目値を

実質値へ変換するためのデフレーターには消費

者物価指数 (CPI)の通話料が使用された。まず

はじめに，1979年度と 1980年度における日本

電信電話公社の電話料収入を用いて (1)式によ

り 1980年の収入額を算出する。そして 1か月あ

たり平均収入額を得る。次に，その 1か月あた

り平均収入額に通商産業省の電話業活動指数と

CPIの通話料を乗じたあと 10000で除す。最後

に，そうして得られる電話料収入に次のように定

義される年度ごとの調整係数，(事業収入の年度

値)÷(電話料収入の年度合計値)を乗じる。デー

タは「消費者物価指数年報」，「第 3次産業活動

指数」そして財務省のウェブサイトより収集さ

れる 10。

1987年 4月から 1992年 3月までの期間につ

いては 1985 年基準の国内電気通信業の活動指

10http://www.bb.mof.go.jp/hdocs/bxsselect.html

数を用いる。通商産業省 (1991)によれば，国内

電気通信業の活動指数は国内電話収入，国内電

報収入そして国内専用回線サービス収入（実質

値）の合計を用いて作成された。収入額の名目

値を実質値へ変換するデフレーターには民需デ

フレーターが使用された。前述されたのと同様

の方法により月間事業収入を得る。なお，各月の

民需デフレーターにはその月が属する四半期の

計数を使用する。データは日本電信電話株式会

社 (1996)，「第 3次産業活動の動向」そして「国

民経済計算年報」より収集される。

1992年 4月以降の期間については 1990年基

準の国内電気通信業の活動指数を用いる。通商

産業省 (1994)によれば，国内電気通信業の活動

指数は国内電話収入，国内電報収入，自動車電

話・携帯電話収入そして国内専用回線サービス

収入（実質値）の合計を用いて作成された。収入

額の名目値を実質値へ変換するためのデフレー

ターには企業向けサービス価格指数 (SPPI)の国

内電気通信が使用された。ここでもさきほどと

同様の方法により月間事業収入を得る。データ

は日本電信電話株式会社 (1996, 2006)，「第 3次

産業活動の動向」そして日本銀行のウェブサイ

トより収集される 11。

事業収入の名目値を実質値へ変換するために

用いる基準年ごとのデフレーターは次のとおり

である。

• 1960年基準から 1975年基準まで

CPIの電報料と通話料の加重平均

• 1980年基準

CPIの通話料

• 1985年基準から 1990年基準まで

SPPIの国内電気通信

データは「物価指数年報」，「消費者物価指数年

報」そして日本銀行のウェブサイトより収集さ

れる。使用されるデータについて述べておくこ

とが 2つある。第 1に，消費者物価指数年報の

11http://www.boj.or.jp/statistics/pi/cspi 1995/

index.htm/
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なかには 1960年 1月から 1966年 12月までの電

報料と通話料の数値が報告されていない。そこ

で総理府により採用されていた指数の作成方法

に倣って電報料と通話料の指数のデータを得る。

具体的には，電報料の指数は通常電報の 1通あ

たり（15字）の料金を用いて作成される。その

料金は 1960年から 1967年まで期間を通じて 70

円であった。したがって 1960年基準と 1965年

基準における電報料の指数はどの月も 100とな

る。一方，通話料の指数は各都市における住宅

向けの電話料金（基本料金と使用料）の指数を電

話代支出額にもとづくウェイトで加重和するこ

とにより算出される。度数制が採用されている

都市においては 1か月あたり使用度数が 120で

あるときの料金を使用料として用いる。指数の

詳細な作成方法については総理府 (1966, 1972)

を参照。データは「家計調査年報」，「小売物価

統計調査結果報告 価格資料編」そして「小売物

価統計調査年報」より収集される。

第 2に，日本銀行から公表された 1985年基準

のSPPIのデータは年次と四半期の 2つの頻度の

データのみであり，月次データは利用不可能で

ある。そこで日本銀行より公表された四半期計

数を用いてこのあと述べる方法により得られる

数値を月次ベースの指数として使用する。1985

年 1月から 1989年 12月までの期間については

2005年基準接続指数の固定電話と専用線を 1985

年基準のウェイトで加重和し，そうして得られ

る数値に次のように定義される四半期ごとの補

正係数，(日本銀行より公表された国内電気通信

の数値)÷(加重和された指数の四半期平均値)を

乗じる。そして 1990年 1月から 1992年 12月ま

での期間については 1990年基準の電話，専用回

線，自動車電話，ポケットベルそして付加価値

通信を 1985年基準のウェイトで加重和し，そう

して得られる数値に次のように定義される四半

期ごとの補正係数，(日本銀行より公表された国

内電気通信の数値)÷(加重和された指数の四半期

平均値)を乗じる。

1995年基準から 2010年基準まで売上高（名

目値）には通信・放送産業動態調査（これ以降は

動態調査）のなかで報告される電気通信業の売

上高を使用する。売上高の名目値を実質値へ変

換するために用いる基準年ごとのデフレーター

は次のとおりである。

• 1995年基準

SPPIの国内・国際電気通信と移動通信の加

重平均

• 2000年基準から 2010年基準まで

SPPIの固定電気通信と移動電気通信の加重

平均

データは総務省と日本銀行のウェブサイトよ

り収集される 12。使用されるデータについて述

べておくことがある。郵政省が動態調査を開始し

たのは 1995年 4月からであり，したがって 1995

年 1月から 3月まで売上高のデータを入手でき

ない。ここでは 1994年度の年間売上高を用いて

(1994年度の年間売上高)×(年間売上高に占める

各月の売上高の構成割合)により算出される数

値を売上高として用いる。月別の構成割合には

1995年度から 1999年度までの期間平均値を使

用する。1994年度の年間売上高は平成 16年版

情報通信白書 (p142)のなかで報告されている電

気通信業の売上高を用いて (動態調査における

1995年度の売上高)×(白書で報告される 1994年

度の売上高)÷(白書で報告される 1995年度の売

上高)により算出される。

公共放送業 指数の作成開始年：1960年

公共放送業の活動指数は受信契約件数を用いて

作成される。データは「NHK年鑑」と日本放送

協会のウェブサイトより収集される 13。使用され

るデータについて述べておくことがある。1962

年 4月前後で受信契約件数の水準が大きく異な

る。このあと述べる方法により新旧系列を接続

する。まずはじめに，4月末時点の契約乙と契約

甲の合計件数から 4月中の契約純増数を引くこ

12http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/stati

stics/index.html
13http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/jyushinr

yo.html#6

19



とにより 3月末時点の契約件数を算出する。次

に，1960年 1月から 1962年 3月までのラジオ契

約とテレビジョン契約の合計件数に次のように

定義される接続係数，(3月末時点の契約乙と契

約甲の合計件数)÷(同時点のラジオ契約とテレビ

ジョン契約の合計件数)を乗じる。また，1968年

4月前後でも受信契約件数の水準が大きく異な

る。いま述べたのと同様の方法により新旧系列

を接続する。具体的には，1962年 4月から 1968

年 3月までの契約乙と契約甲の合計件数に次の

ように定義される接続係数，(3月末時点の普通

契約とカラー契約の合計件数)÷(同時点の契約乙

と契約甲の合計件数)を乗じる。

民間放送業 指数の作成開始年：1960年

民間放送業の活動指数はテレビ放送の活動指数

とラジオ放送の活動指数を生産額にもとづくウェ

イトで加重和することにより作成される。テレ

ビ放送とラジオ放送の生産額としてそれぞれテ

レビ放送事業の売上高とラジオ放送事業の売上

高を使用する。データは「日本民間放送年鑑」と

総務省のウェブサイトより収集される 14。統計表

のなかで報告されている計数は年度ベースであ

るため (1)式を用いて暦年ベースへ変換される。

テレビ放送の活動指数は 1960年基準から 1965

年基準まで番組契約時間数（UHF局は含まない）

を用いて作成され，1970年基準から 2010年基

準までテレビ広告出稿秒数を用いて作成される。

テレビ広告出稿秒数の基準年ごとの具体的な定

義は次のとおりである。

• 1970年基準

東京 5局と大阪 4局におけるテレビスポット

• 1975年基準から 1990年基準まで

東京 5局と大阪4局におけるテレビ番組CM

とテレビスポットの合計

14http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/stat

istics/statistics06.html

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statisti

cs/statistics01.html

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statisti

cs/statistics07.html

• 1995年基準

東京 5局，大阪 4局そして名古屋 4局におけ

るテレビ番組CMとテレビスポットの合計

• 2000年基準から 2010年基準まで

東京 5局，大阪 5局そして名古屋 5局におけ

るテレビ番組CMとテレビスポットの合計

ラジオ放送の活動指数は 1960年基準から 1970

年基準まで番組契約時間数を用いて作成され，

1975年基準から 2010年基準までラジオ広告出

稿秒数を用いて作成される。ラジオ広告出稿秒

数の基準年ごとの具体的な定義は次のとおりで

ある。

• 1975年基準

東京 3局におけるラジオ番組CMとラジオ

スポットの合計

• 1980年基準から 1990年基準まで

東京 4局と大阪 4局におけるラジオ番組CM

とラジオスポットの合計

• 1995年基準から 2005年基準まで

東京 5局と大阪 4局におけるラジオ番組CM

とラジオスポットの合計

• 2010年基準

東京 5局と大阪 5局におけるラジオ番組CM

とラジオスポットの合計

データは「電通広告年鑑」，「電通統計月報」，

「電通報」，「日本民間放送年鑑」そして電通のウェ

ブサイトより収集される 15。使用されるデータ

について述べておくことが 2つある。第 1に，電

通より公表された 1960年から 1961年までの番

組契約時間数のデータは四半期と年次の 2つの

頻度のデータのみである。ここではこのあと述

べる方法により得られる数値を月間番組契約時

間数として使用する。具体的には，まずはじめ

に電通より公表された番組契約時間数の四半期

計数を用いて (3)-(5)式により四半期内の各月の

数値を得る。次に，そうして得られた数値に次

15http://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad amount.

html
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のように定義される四半期ごとの補正係数，(電

通より公表された四半期計数)÷(四半期内の各月

の数値の合計)を乗じる。

第 2に，電通は 1976年にラジオ番組契約時間

数のデータの公表を終了し，それに代わる新たな

広告量の指標としてラジオ広告出稿秒数のデー

タを公表し始めた。それに伴い 1976年 1月以降

のラジオ番組契約時間数のデータは利用不可能

である。また，ラジオ広告出稿秒数のデータが

利用できるのは 1975年 4月以降である。データ

の欠如のために民間放送業の活動指数を算出で

きない 1970年基準の 1976年から 1977年までの

期間と 1975年基準の 1975年 1月から 3月まで

の期間についてはテレビ放送の活動指数の前年

同月比を用いて民間放送業の活動指数を得る。

情報サービス業 指数の作成開始年：1990年

情報サービス業の活動指数は業務別売上高（実

質値）の合計を用いて作成される。売上高（名

目値）には特定サービス産業動態統計調査のな

かで報告される情報サービス業の業務種類別の

売上高を使用する。1990年基準から 1995年基

準まで業務の種類はソフトウェア業務，情報処

理サービス業務そして情報提供およびその他の

サービス業務の 3つに分類される。2000年基準

から 2010 年基準まで業務の種類は受注ソフト

ウェア業務，ソフトウェアプロダクト業務，情

報処理サービス業務そして情報提供およびその

他のサービス業務の 4つに分類される。

売上高の名目値を実質値へ変換するために用い

る業務ごとのデフレーターは次のとおりである。

•ソフトウェア業務
SPPIのソフトウェア開発

•受注ソフトウェア業務
SPPIの受託開発ソフトウェア

•ソフトウェアプロダクト業務
SPPIのパッケージソフトウェア

•情報処理サービス業務
SPPIのデータ処理（1990年基準から 1995

年基準まで），情報処理サービスとシステ

ム等管理運営受託の加重平均（2000年基準

から 2005年基準まで）または情報処理サー

ビス（除くASP），ASPそしてシステム等

管理運営受託の加重平均（2010年基準）

•情報提供およびその他のサービス業務
SPPI の情報提供と市場調査の加重平均

（1990年基準から 1995年基準まで），情報

提供サービスと市場調査の加重平均（2000

年基準）または情報提供サービスと市場調

査・世論調査の加重平均（2005年基準から

2010年基準まで）

データは「物価指数年報」そして経済産業省，

日本銀行のウェブサイトより収集される 16。情

報処理サービス業務の売上高は計算事務等情報

処理とシステム等管理運営受託の売上高を合計

することにより得られる。また，情報提供およ

びその他のサービス業務の売上高はキーパンチ

等データ書き込み，データベースサービス，情

報提供，各種調査そしてその他の売上高を合計

することにより得られる。

インターネット附随サービス業 指数の作成開

始年：2005年

インターネット附随サービス業の活動指数は家

計が支出するインターネット接続料（実質値）を

用いて作成される。インターネット接続料（名目

値）は家計消費状況調査（二人以上の世帯）のな

かで報告されるインターネット接続料の 1世帯

あたり月間支出額に全国世帯数を乗じることに

より算出される。全国世帯数は総人口と国勢調

査ならびに住民基本台帳にもとづく調査（これ

以降は住基調査）のなかで報告される全国世帯

数を用いてこのあと述べる方法により得られる。

まずはじめに，総人口を住基調査のなかで報告

される全国世帯数で割ることにより年度末時点

における 1世帯あたり人数を算出する。それを

用いて等差補間により各月の月末時点における

16http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusa

bido/result/result 1.html
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1世帯あたり人数を得る。そして総人口をいま得

られた 1世帯あたり人数で割ることにより住基

調査ベースの全国世帯数が算出される。次に，い

ま得られた住基調査ベースの全国世帯数の前月

比と国勢調査のなかで報告される世帯数を用い

て国勢調査ベースの全国世帯数を得る。具体的

には，国勢調査が実施された t年の 10月末時点

における全国世帯数は (国勢調査のなかで報告さ

れる 10月 1日時点の全国世帯数)×[(10月末時点

の住基調査ベースの全国世帯数の前月比)×調整
係数]により算出される。そして 11月以降の月

末時点における全国世帯数は (前月末の国勢調査

ベースの全国世帯数)×[(当該月の月末時点にお

ける住基調査ベースの全国世帯数の前月比)×調
整係数]として算出される。調整係数は [(t+5年

国勢調査における全国世帯数の t年国勢調査比

)÷ (t+5年 9月末時点における住基調査ベース

の全国世帯数の t年同月末時点比)]1/60として定

義される。接続料金の名目値を実質値へ変換す

るデフレーターにはCPIの固定電話通信料と移

動電話通信料の加重平均値を用いる。データは

総務省 (2003)，「国勢調査報告」，「住民基本台帳

人口要覧」，「人口推計月報」そして総務省統計

局のウェブサイトより収集される 17。

映画製作・配給業 指数の作成開始年：1960年

映画製作・配給業の活動指数は 1960年基準から

1995年基準まで配給収入（実質値）を用いて作

成され，2000年基準から 2010年基準まで興行収

入（実質値）を用いて作成される。収入額（名目

値）には日本映画製作者連盟より公表される年

間収入額と収入額の月次系列を用いて (2)式によ

り得られる数値を用いる。Xには年間収入額，x

には月間収入額がそれぞれ対応する。1960年基

準から 1995年基準まで邦画と洋画の配給収入の

合計をxとして使用し，2000年基準から 2010年

基準まで特定サービス産業動態統計調査のなか

で報告される映画館の入場料収入を xとして使

17http://www.stat.go.jp/data/cpi/index.htm

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.htm

http://www.stat.go.jp/data/joukyou/index.htm

用する。収入額の名目値はCPIの映画観覧料を

デフレーターとして用いて実質値へ変換される。

データは日本銀行 (1966, 1968)，「映画芸能」，

「映画年鑑」，「キネマ旬報」，「興行年鑑（資料）」，

「消費者物価指数年報」そして日本映画製作者連

盟，経済産業省，総務省統計局のウェブサイト

より収集される 18。使用されるデータについて

述べておくことがある。配給収入の年次および

月次のデータが利用可能なのは 1999年以前の期

間である。2000年 1月から 2002年 12月までの

期間については興行収入を用いた推定より得ら

れる数値を配給収入として使用する。具体的に

は，まずはじめに配給収入の前年比伸び率を興

行収入の前年比伸び率と定数項で回帰する 19。

推定されたパラメターと 2000年から 2002年ま

での興行収入の実績値を用いて年間配給収入の

推計値を得る。次に，各月の月間興行収入に次

のように定義される暦年ごとの調整係数，（年間

配給収入の推計値)÷(年間興行収入の実績値)を

乗じる。

ビデオ製作・配給業 指数の作成開始年：1995年

ビデオ制作・配給業の活動指数はビデオソフト

の売上数量を用いて作成される。データは「日

本ビデオ協会会報」，「日本映像ソフト協会会報」

そして日本映像ソフト協会のウェブサイトより

収集される 20。

テレビジョン番組製作・配給業 指数の作成開

始年：2000年

テレビジョン番組製作・配給業の活動指数は経

済産業省 (2009)に倣ってテレビ広告売上高（実

質値）を用いて作成される。テレビ広告売上高

18http://www.eiren.org/toukei/data.html
191961年から 1999年までの期間のデータを用いて得ら

れた回帰結果は次のとおりである。

∆yt = −0.0089 + 1.2224∆xt
(0.0059) (0.0734)

R2 = 0.8824, SEE = 0.0349

パラメターの下の括弧内の数値は標準誤差である。
20http://www.jva-net.or.jp/report/
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（実質値）の詳細な説明については広告業の小節

を参照。

新聞・出版業 指数の作成開始年：2000年

新聞・出版業の活動指数は新聞業の活動指数，出

版業のうち週刊誌業務の活動指数，月刊誌業務

の活動指数そして書籍業務の活動指数を付加価

値額にもとづくウェイトで加重和することによ

り作成される。2000年基準から 2005年基準ま

でウェイトの数値は経済産業省 (2005, 2009)の

なかに報告されており，それを使用する。2010

年基準におけるウェイトは産業連関表（延長表）

のなかで報告される付加価値額を用いて算出さ

れる。データは経済産業省のウェブサイトより

収集される 21。なお，延長表のなかには出版業

務別の付加価値額が報告されていない。ここで

は出版業の付加価値額を週刊誌業務，月刊誌業

務そして書籍業務の生産額で按分して得られる

数値をそれぞれの業務の付加価値額として使用

する。書籍業務の生産額には特定サービス産業

実態調査（これ以降は実態調査）のなかで報告

される書籍業務の年間売上高を用いる。週刊誌

業務と月刊誌業務の生産額には雑誌業務の年間

売上高を週刊誌と月刊誌の販売金額で按分して

得られる数値を使用する。雑誌業務の年間売上

高は実態調査のなかで報告される出版業の年間

売上高マイナス書籍業務の年間売上高として定

義される。データは「出版指標年報」と経済産

業省のウェブサイトより収集される 22。

新聞業の活動指数は新聞（朝夕刊）の発行部

数を用いて作成される。データは「新聞発行社

レポート」より収集される。使用されるデータに

ついて述べておくことが 2つある。第 1に，2007

年 4月からスポーツニッポン（東京）が集計対

象より除かれ，そのため 4月前後で発行部数の

水準が異なり不連続である。2000年基準の活動

指数の作成ではスポーツニッポン（東京）を含

む発行部数を使用する。なお，2007年 4月から

21http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/entyoi

o/result/result 14.html
22http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusa

bizi/result-2/h22.html

12月までの期間については 2007年 3月の発行

部数とスポーツニッポン（東京）を含まない発

行部数の前月比を用いて得られる数値を発行部

数として使用する。2005年基準の活動指数の作

成ではスポーツニッポン（東京）を除いた発行

部数を使用する。

第 2に，2009年 3月以降の期間については公

表されている利用可能なさまざまな資料から発

行部数のデータを得ることができない。2009年

2月の発行部数と経済産業省により朝刊の発行

部数をもとに作成された活動指数の前月比を用

いて得られる数値を発行部数として使用する。

週刊誌の活動指数と月刊誌の活動指数はそれ

ぞれ週刊誌と月刊誌の発行部数を用いて作成さ

れる。書籍の活動指数は書籍の出回り部数を用

いて作成される。データは「出版指標年報」と

「出版月報」より収集される。

1985年基準から 1995年基準までの新聞・出版

業の活動指数には鉱工業指数のなかで報告され

る出版・印刷業（1985年基準から 1990年基準ま

で）または新聞・出版業（1995年基準）の生産

指数を使用する。データは「鉱工業指数総覧」，

「鉱工業指数年報」そして「通産統計」より収集

される。

運送業 指数の作成開始年：1960年

運送業の活動指数は次の輸送機関別業務別の活

動指数を付加価値額にもとづくウェイトで加重

和することにより作成される。

鉄道旅客，鉄道貨物，道路旅客（営業

用），道路貨物（営業用），外航海運貨

物，内航海運貨物（1965年基準以降），

国内航空旅客，国際航空旅客，国内航

空貨物，国際航空貨物

これらのほかに内航海運旅客と外航海運旅客が

あるが，長期間にわたり連続してデータを利用

できる月次系列が存在しない。しかし，運送業全

体に占める海運旅客運送業の規模（付加価値額

ベース）は小さく，期間を通じて 1%を下回る。

1960年基準から 2000年基準までウェイトの

数値は運輸省 (1979, 1984, 1994)，国土交通省

23



(2004b)，「日本統計月報」そして「日本統計年鑑」

のなかに報告されており，それを使用する。2005

年基準におけるウェイトは国土交通省 (2009a)の

なかで報告される付加価値額を用いて算出され

る。なお，国際航空輸送については輸送業務ご

との付加価値額が報告されていない。統計表の

なかで報告されている旅客輸送と貨物輸送の生

産額を用いて国際航空輸送の付加価値額を按分

する。同じことは外洋輸送にもあてはまる。い

ま述べたのと同様の方法により外航海運貨物の

付加価値額を得る。2010年基準におけるウェイ

トは産業連関表（延長表）のなかで報告される

付加価値額を用いて算出される。データは経済

産業省のウェブサイトより収集される。なお，沿

海・内水面輸送，外洋輸送そして航空輸送につ

いては延長表のなかに輸送業務ごとの付加価値

額が報告されていない。さきほどと同様に旅客

輸送と貨物輸送の生産額を利用して付加価値額

を按分する。使用されるデータについて述べて

おくことが 2つある。第 1に，外洋輸送につい

ては延長表のなかに輸送業務ごとの生産額が報

告されていない。ここでは 2010年において旅客

輸送と貨物輸送の売上高構成は 2005年のそれと

等しいと仮定し，付加価値額を 2005年産業連関

表のなかで報告される生産額で按分する。

第 2に，延長表のなかには国際航空輸送にお

ける輸送業務ごとの生産額が報告されていない。

旅客輸送と貨物輸送の生産額として日本航空株

式会社（これ以降は JAL），全日本空輸株式会

社そして日本貨物航空株式会社の国際線旅客事

業収入の合計と国際線貨物事業収入の合計をそ

れぞれ用いる。データは「航空統計要覧」より

収集される。統計表のなかで報告されている計

数は年度ベースであるため (1)式を用いて暦年

ベースへ変換される。しかし，JALについては

2009年度と 2010年度のデータを入手できない。

このあと述べる方法により得られる数値を収入

額として使用する。具体的には，2009年度にお

ける旅客収入と貨物収入は JALが公表した 10-

12月期業務概況のなかで報告されている 4月か

ら 12月までの累積収入額に 4/3を乗じること

により得られる。2010年度における旅行収入は

イールド（旅客キロあたり収入）に有償旅客キ

ロを乗じることにより得られる。イールドには

2009年 4-6月期から 10-12月期までの 3四半期

の数値と 2011年度の数値を用いて，1/6×[(4-6

月期の数値)+(7-9月期の数値)+(10-12月期の数

値)]+1/2×(2011年度の数値)により算出される

数値を用いる。貨物収入は貨物トンキロあたり

収入に有償貨物トンキロを乗じることにより得

られる。貨物トンキロあたり収入には 2009年 4-

6月期から 10-12月期までの 3四半期の数値と

2011年度の数値を用いて前述の算式より得られ

る数値を用いる。データは JALのウェブサイト

より収集される 23。

鉄道旅客の活動指数は日本国有鉄道（これ以

降は国鉄）または JRそして民間鉄道会社（これ

以降は民鉄）により輸送された人員数の合計を

用いて作成される。鉄道貨物の活動指数は国鉄

または JRそして民鉄により取り扱われた貨物

量の合計を用いて作成される。データは「運輸

経済統計要覧」，「鉄道統計年報」，「鉄道輸送統

計年報」，「民鉄輸送統計年報」，「陸運統計月報」

そして「陸運統計年報」より収集される。

道路旅客の活動指数は旅客輸送人員数を用い

て作成される。道路貨物の活動指数は貨物輸送

量を用いて作成される。データは「運輸経済統

計要覧」，「自動車輸送統計月報」，「自動車輸送

統計年報」，「陸運統計月報」，「陸運統計年報」そ

して「陸運統計要覧」より収集される。使用さ

れるデータについて述べておくことがある。国

土交通省による調査方法や集計方法の変更に伴

い 2010年 10月前後で旅客輸送人員数や貨物輸

送量のデータが不連続である。国土交通省より

公表されている接続係数を旧系列に乗じること

23http://press.jal.co.jp/ja/uploads/JGN09074A.

pdf

http://press.jal.co.jp/ja/uploads/JGN09126A.pdf

http://press.jal.co.jp/ja/uploads/JGN09188.pdf

https://www.jal.com/ja/investor/library/informa

tion/pdf/h24 4q.pdf

https://www.jal.com/ja/investor/library/report/

pdf/ar2014.pdf
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により新旧系列を接続する。

内航海運貨物の活動指数は貨物輸送量（営業

用）を用いて作成される。データは「内航船舶

輸送統計年報」と「内航船舶輸送統計月報」より

収集される。1965年基準から 1970年基準まで

活動指数の作成には営業用に加えて自家用も含

む貨物総輸送量を使用する。建設省より営業用

貨物輸送量のデータしか公表されていない 1974

年 4月以降の期間については，営業用貨物輸送

量に次のように定義される年度ごとの調整係数，

（貨物総輸送量の年度値)÷(営業用貨物輸送量の

年度合計値)を乗じて得られる数値を貨物総輸送

量として用いる。外航海運貨物の活動指数は日

本籍貿易船舶と外国籍貿易船舶の入港純トン数

の合計を用いて作成される。データは「外国貿

易概況」と財務省のウェブサイトより収集され

る 24。

国内航空旅客と国際航空旅客の活動指数はそ

れぞれ国内線と国際線における輸送旅客数を用

いて作成される。国内航空貨物と国際航空貨物

の活動指数はそれぞれ国内定期航空貨物輸送量

と国際定期航空貨物輸送量を用いて作成される。

データは「航空統計年報」と「航空輸送統計年

報」より収集される。1960年基準における国内

航空貨物の活動指数と国際航空貨物の活動指数

の作成では貨物に加えて超過手荷物も含む貨物

輸送量を使用する。

倉庫業 指数の作成開始年：1970年

倉庫業の活動指数は普通倉庫における荷役業務

の活動指数，普通倉庫における保管業務の活動

指数，冷蔵倉庫における荷役業務の活動指数そ

して冷蔵倉庫における保管業務の活動指数を付

加価値額にもとづくウェイトで加重和すること

により作成される。各倉庫の業務別付加価値額

は年度末時点における所管面積または所管容積

に単位あたり付加価値額を乗じることにより得

られる。データは運輸省 (1992)，「数字でみる物

流」そして「倉庫事業経営指標」より収集され

24http://www.customs.go.jp/toukei/info/vessel.

htm

る。統計表のなかで報告されている単位あたり

付加価値額の計数は年度ベースであるため (1)式

を用いて暦年ベースへ変換される。使用される

データについて述べておくことがある。倉庫事業

経営指標から単位あたり付加価値額のデータを

入手できるのは 2008年度までであり，したがっ

て 2010年の付加価値額にもとづくウェイトを算

出することができない。ここでは国土交通省が

公表する倉庫事業経営指標（概況）から算出さ

れる単位あたり営業収益を代用する 25。しかし，

2011年 3月に発生した東日本大震災に伴い倉庫

事業経営状況調査が実施されなかったため 2010

年度のデータは利用できない。2009年度と 2011

年度における数値を用いて 0.625×(2009年度の

数値)+0.375×(2011年度の数値)により算出さ

れる数値を 2010年の営業収益として使用する。

荷役業務の活動指数は月間入庫高と月間出庫

高の合計を用いて作成される。保管業務の活動

指数は月末保管残高を用いて作成される。デー

タは「国土交通月例経済」，「倉庫統計月報」，「倉

庫統計季報」そして国土交通省，日本冷蔵倉庫

協会のウェブサイトより収集される 26。1960年

基準から 2000年基準まで活動指数の作成には全

倉庫事業者を対象とした倉庫統計調査のなかで

報告される入庫高と保管残高のデータを使用す

る。出庫高は保管残高と入庫高を用いて (前月末

の保管残高)+(当該月の入庫高)−(当該月末の保

管残高)により算出される。使用されるデータに

ついて述べておくことがある。普通倉庫のうち

危険品倉庫（タンク）の保管残高の水準が 2004

年 1月前後で大きく異なる。これは石油公団法

の廃止に伴い倉庫事業者として扱われなくなっ

た国家石油備蓄会社が調査対象から除かれたた

めである。この影響を取り除くために 2000年基

準の普通倉庫における荷役業務の活動指数と保

管業務の活動指数の作成では危険品倉庫以外の

25http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight

/butsuryu06000.html
26http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight

/seisakutokatsu freight mn2 000007 2.html

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/se

isakutokatsu freight mn2 000009.html

http://jarw.or.jp/contents/code/library7
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倉庫における入出庫高と保管残高をそれぞれ使

用する。

2005年基準から 2010年基準まで普通倉庫の

活動指数の作成には国土交通省が公表する主要

21社営業普通倉庫実績のなかで報告される入出

庫高と保管残高を使用する。冷蔵倉庫の活動指

数の作成には日本冷蔵倉庫協会が公表する主要

12都市受寄物庫腹利用状況のなかで報告される

入出庫高と保管残高を使用する。

梱包業 指数の作成開始年：2000年

梱包業の活動指数は経済産業省 (2009)に倣って

鉄道貨物，道路貨物，外航海運貨物，内航海運

貨物，国際航空貨物そして国内航空貨物の活動

指数を付加価値額ウェイトで加重和することに

より作成される。それぞれの活動指数やウェイ

トについての詳しい説明は運送業の小節を参照。

道路施設提供業 指数の作成開始年：1965年

道路施設提供業の活動指数は有料道路の通行台

数を用いて作成される。基準年ごとの有料道路

の具体的な定義は次のとおりである。

• 1965年基準から 2000年基準まで

日本道路公団，首都高速道路公団そして阪

神高速道路公団により管理されていた有料

道路

• 2005年基準から 2010年基準まで

東日本高速道路株式会社，中日本高速道路

株式会社，西日本高速道路株式会社，首都

高速道路株式会社そして阪神高速道路株式

会社により管理される有料道路

データは首都高速道路公団 (2005)，日本道路

公団 (1986)，阪神高速道路公団 (2005)，「首都高

速道路公団年報」，「高速道路と自動車」，「道路」，

「日本道路公団年報」，「阪神高速道路公団年報」，

「旅行動向季報」そして東日本高速道路株式会社，

中日本高速道路株式会社，西日本高速道路株式

会社，首都高速道路株式会社，阪神高速道路株式

会社のウェブサイトより収集される 27。使用さ

れるデータについて述べておくことが 4つある。

第 1に，首都高速道路公団年報のなかに 1965年

1月から 3月までの利用台数が報告されていな

い。このあと述べる方法により得られる数値を

月間利用台数として使用する。具体的には，ま

ずはじめに「高速道路と自動車」のなかで報告

される首都高速道路の 1日あたり平均利用交通

量に月間日数を乗じることにより 1965年 1月か

ら 3月までと 1966年 1月から 3月までの月間利

用交通量を算出する。次に，それを用いて 1966

年 1月から 3月までの前年同月比を算出する。最

後に，年報のなかで報告されている 1966年 1月

から 3月までの月間利用台数を対応する月の月

間利用交通量の前年同月比で割る。

第 2に，2005年 4月以降の首都高速道路にお

ける月間通行台数は 1日あたり平均通行台数に

月間日数を乗じることにより算出される。なお，

首都高速道路株式会社による 1日あたり平均通

行台数の集計方法が変更されたことに伴い 2012

年 1月前後でデータが不連続である。1965年基

準から 2005年基準まで活動指数の作成には旧系

列のデータを使用する。データが利用できない

2012年 1月から 12月までの期間については，旧

系列の 2011年 1月から 12月までの数値と新系

列の前年同月比を用いて (旧系列の数値)×(新系

列の前年同月比)により得られる数値を 1日あた

り平均通行台数として使用する。一方，2010年

基準の活動指数の作成には新系列のデータを使

用する。2011年 1月から 12月までの 1日あた

り平均通行台数は 2012年 1月から 12月までの

数値と新系列の前年同月比を用いて算出される。

2010年 12月以前の期間については，その算出

された 2011年 1月から 12月までの数値と旧系

列の前年同月比を用いて (新系列の数値)÷(旧系

27http://www.e-nexco.co.jp/word data/data/

http://www.c-nexco.co.jp/corporate/pressroom/in

terview/

http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/

http://www.shutoko.co.jp/company/database/trafi

cdata/

http://www.hanshin-exp.co.jp/company/kigyou/dat

a/data1.html
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列の前年同月比)により得られる数値を 1日あた

り平均通行台数として使用する。

第 3に，1999年度以降の阪神高速道路公団年

報のなかには月間利用台数のデータが報告され

ていない。このあと述べる方法により得られる数

値を月間利用台数として使用する。具体的には，

まずはじめに阪神高速道路の 1日平均交通量に

月間日数を乗じる。次に，そうして得られた月

間利用台数に次のように定義される年度ごとの

補正係数，(公団より公表された年度値)÷(月間

利用台数の年度合計値)を乗じる。なお，2005年

4月以降の期間については公表されている利用

可能なさまざまな資料から年間利用台数のデー

タが入手できないためその補正をおこなわない。

また，阪神高速道路株式会社による 1日平均交

通量の集計方法が変更されたことに伴い 2012年

1月前後でデータが不連続である。首都高速道

路のデータについて前述したのと同様の方法を

とる。

最後の第 4に，1968年度以降の日本道路公団

年報のなかには月間利用台数のデータが報告さ

れていない。このあと述べる方法により得られ

る数値を月間利用台数として使用する。具体的

には，まずはじめに高速道路と一般有料道路の 1

日あたり平均利用台数に月間日数を乗じて月間

利用台数を算出しそれらを合計する。次に，そ

うして得られた月間利用台数に次のように定義

される年度ごとの補正係数，(公団より公表され

た年度値)÷(月間利用台数の年度合計値)を乗じ

る。なお，2003年 4月以降の期間については公

表されている利用可能なさまざまな資料から年

間利用台数のデータが入手できないためその補

正をおこなわない。また，日本道路公団による

1日平均通行台数の集計方法が変更されたこと

に伴い東名高速道路，名神高速道路，中央高速

道路，東北自動車道，新空港自動車道，東名阪

自動車道そして九州自動車道については 1973年

10月前後でデータが不連続であり，関越自動車

道については 1975年 1月前後でデータが不連続

である。新系列の数値と旧系列の前月比を用い

て新旧系列を接続する。

郵便業 指数の作成開始年：1960年

郵便業の活動指数は内国引受郵便と国際差立郵

便における取扱郵便物数の合計を用いて作成さ

れる。データは「郵政行政統計年報」，「郵政統

計年報」，「郵便の統計」そして日本郵政のウェ

ブサイトより収集される 28。

卸売業 指数の作成開始年：1960年

卸売業の活動指数は販売額（実質値）を用いて

作成される。1960年基準から 1970年基準まで販

売額（名目値）には商業動態統計調査のなかで

報告される卸売業販売総額を用いる。販売額の

名目値は卸売物価指数の総平均（電力，ガスそ

して金属くずは除く）をデフレーターとして用

いて実質値へ変換される。データは通商産業省

(1971, 1985)，「卸売物価指数月報」，「卸売物価・

工業製品生産者物価・製造業部門別物価指数月

報」，「卸売物価指数年報」，「物価指数年報」そし

て日本銀行のウェブサイトより収集される。使

用されるデータについて述べておくことがある。

1960年から 1970年まで期間を通じて連続して

卸売業販売額のデータを入手できるのは通商産

業省 (1971)のなかで報告されている販売額指数

である。1960年 1月から 1969年 12月までの期

間についてはその販売額指数を用いて (月次の販

売額指数)÷(月次指数の 1970年平均値)×(1970

年の 1か月あたり平均販売額)により得られる数

値を卸売業販売額として使用する。1970年の 1

か月あたり平均販売額は通商産業省 (1985)のな

かで報告される 1970年の卸売業販売額を用いて

算出される。

1975年基準から 2010年基準までは次の業種

の活動指数を付加価値額にもとづくウェイトで

加重和することにより卸売業全体の活動指数が

算出される。

各種商品，繊維品，衣服・身の回り品，

農畜産物・水産物，食料・飲料，建築

材料，化学製品，鉱物・金属材料，機

28http://www.japanpost.jp/pressrelease/post/
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械器具，家具・建具・じゅう器，医薬

品・化粧品，他に分類されない商品

1975年基準から 2005年基準までウェイトの数値

は通商産業省 (1984, 1991, 1994, 2000)と経済産

業省 (2005, 2009)のなかに報告されており，そ

れを使用する。2010年基準のウェイトは産業連

関表（延長表）のなかで報告される卸売業の付

加価値額を業種別マージン額で按分して得られ

る数値をもとに算出される。マージン額は商業

動態統計調査のなかで報告される年間販売額に

このあと述べる方法により得られるマージン率

を乗じることにより算出される。具体的には，ま

ずはじめに商業統計調査のなかで報告される年

間商品仕入額と年間商品販売額を用いて [(年間

商品販売額)−(年間商品仕入額)]÷(年間商品販売

額)により 2001年度と 2006年度におけるマージ

ン率を算出する。両年度のマージン率を用いて

2005年のマージン率は 1/4×(2001年度のマージ

ン率)+3/4×(2006年度のマージン率)により算

出される。次に，経済センサス（活動調査）のな

かで報告される年間売上金額と年間売上原価を

用いて [(年間売上金額)−(年間売上原価)]÷(年間

売上金額)により 2011年におけるマージン率を

算出する。最後に，2005年と 2011年のマージン

率を用いて2010年のマージン率は1/6×(2005年

のマージン率)+5/6×(2011年のマージン率)に

より算出される。データは「商業販売統計年報」

と経済産業省，総務省統計局のウェブサイトよ

り収集される 29。

販売額（名目値）には商業動態統計調査のな

かで報告される卸売業の業種別販売額を使用す

る。販売額の名目値を実質値へ変換するための

業種ごとのデフレーターは次のとおりである。

•各種商品

1975年基準

29http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoug

yo/result-2/h14/index-kakuho.html

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/r

esult-2/h19/index-kakuho.html

http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/kakuh

o/gaiyo.htm

卸売物価指数の総平均（金属くず，電力，都

市ガス，工業用水そして故紙は除く）

1980年基準から 1995年基準まで

総合卸売物価指数の総平均（電力・都市ガ

ス・水道とスクラップ類は除く）

2000年基準

国内・輸出・輸入の平均指数の総平均（電

力・都市ガス・水道とスクラップ類を除く）

2005年基準

国内需要財（電力・都市ガス・水道とスク

ラップ類は除く）と輸出物価指数の総平均

（鉄くずと古紙は除く）の加重平均

2010年基準

国内需要財（電力・都市ガス・水道とスク

ラップ類は除く）と輸出物価指数の総平均

（鉄くず，銅・同合金くずそして古紙は除く）

の加重平均

•繊維品

1975年基準

卸売物価指数の繊維製品（衣類と不織布類

以外のその他繊維製品は除く）

1980年基準から 1985年基準まで

総合卸売物価指数の繊維製品（国内品の衣

類と不織布類以外のその他繊維製品，輸出

品の不織布以外のその他繊維品そして輸入

品のその他繊維品は除く）

1990年基準

総合卸売物価指数の繊維製品（国内品の衣

類と不織布類以外のその他繊維製品そして

輸入品のその他繊維品は除く）

1995年基準

総合卸売物価指数の繊維製品（国内品の衣

類，フェルト・不織布以外のその他繊維製品，

輸入品の衣類そしてその他繊維品は除く）

2000年基準

国内・輸出・輸入の平均指数の繊維製品（国
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内品の衣類，不織布以外のその他繊維製品，

輸入品の衣類そして不織布以外のその他繊

維品は除く）

2005年基準

国内企業物価指数の紡織半製品，原糸，織・

編物，不織布，輸出物価指数の繊維品，輸

入物価指数の天然繊維原料，原糸，織物そ

して不織布の加重平均

2010年基準

国内企業物価指数の原糸，織・編物，不織

布，輸出物価指数の繊維品，輸入物価指数

の原糸，織物そして不織布の加重平均

•衣服・身の回り品

1975年基準

卸売物価指数の衣類，その他繊維製品（不

織布類と敷物は除く），プラスチックボタ

ン，ケミカルシューズ，プラスチックサン

ダル，ゴム製履物，革製品，ライター，合

羽，洋がさそしてファスナーの加重平均

1980年基準

国内卸売物価指数の衣類，その他繊維製品

（不織布類と敷物は除く），プラスチックボ

タン，ケミカルシューズ，プラスチックサン

ダル，ゴム製履物，革製品，ファスナー，歯

ブラシ，洋傘，輸出物価指数のその他繊維

品（不織布と敷物は除く），ライター，ファ

スナー，輸入物価指数の衣類，ズック靴そ

して革靴の加重平均

1985年基準

国内卸売物価指数の衣類，その他繊維製品

（不織布類と敷物は除く），プラスチックボ

タン，ケミカルシューズ，プラスチックサ

ンダル，プラスチック製かばん，ゴム製履

物，革製品，ファスナー，歯ブラシ，洋傘，

輸出物価指数のその他繊維品（不織布と敷

物は除く），ライター，ファスナー，輸入物

価指数の衣類，ズック靴そして革靴の加重

平均

1990年基準

国内卸売物価指数の衣類，その他繊維製品

（不織布類と敷物は除く），プラスチックボ

タン，ケミカルシューズ，プラスチックサン

ダル，プラスチック製かばん，スニーカー，

革製品，ファスナー，歯ブラシ，洋傘，輸

出物価指数のライター，ファスナー，輸入

物価指数の衣類，スニーカー，革靴，洋傘

そしてハンドバックの加重平均

1995年基準

国内卸売物価指数の衣類，その他繊維製品

（フェルト・不織布と敷物は除く），プラス

チックボタン，プラスチック製履物，プラス

チック製かばん，スニーカー，革製品，ファ

スナー，歯ブラシ，輸出物価指数のファス

ナー，輸入物価指数の衣類，その他繊維品

（敷物は除く），スニーカー，革靴，かばん，

ハンドバックそして洋傘の加重平均

2000年基準

国内企業物価指数の衣類，その他繊維製品

（不織布と敷物は除く），プラスチック製履

物，スニーカー，革製品，ファスナー，歯ブ

ラシ，線香・香，輸出物価指数のファスナー，

輸入物価指数の衣類，その他繊維品（不織

布と敷物は除く），スニーカー，革靴，か

ばん，ハンドバックそして洋傘の加重平均

2005年基準

国内企業物価指数の衣類，その他繊維製品

（不織布と敷物は除く），プラスチック製履

物，ゴム製履物，革製品，ファスナー・ス

ナップ・針，歯ブラシ，線香・香，輸出物

価指数のファスナー・スナップ・針，輸入

物価指数の衣類，その他繊維品（不織布と

敷物は除く），プラスチック製履物，スニー

カー，革靴，かばん，ハンドバッグそして

洋傘の加重平均

2010年基準

国内企業物価指数の衣類，その他繊維製品

（不織布と敷物は除く），プラスチック製履
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物，革製品，ファスナー・スナップ・針，時

計，歯ブラシ，眼鏡枠，眼鏡レンズ，線香・

香，輸出物価指数のファスナー・スナップ・

針，時計，眼鏡枠・レンズ，輸入物価指数

の衣類，その他繊維品（不織布と敷物は除

く），ゴム製履物，プラスチック製履物，革

靴，革かばん・ハンドバッグ，プラスチック

製かばん・ハンドバッグ，時計，洋傘そして

眼鏡枠・レンズの加重平均

•農畜産物・水産物

1975年基準

卸売物価指数の食料用農畜水産物と非食料

農畜産物の加重平均

1980年基準から 1985年基準まで

総合卸売物価指数の食料用農畜水産物，国

内卸売物価指数の非食料農林産物（林産物

は除く）そして輸入物価指数の雑農林畜産

物の加重平均

1990年基準

総合卸売物価指数の食料用農畜水産物，国

内卸売物価指数の非食料農林産物（林産物

は除く）そして輸入物価指数のその他農林

畜産物の加重平均

1995年基準

総合卸売物価指数の食料用農畜水産物，国

内卸売物価指数の非食料農林産物（林産物

は除く）そして輸入物価指数の非食料農林

畜産物の加重平均

2000年基準

国内企業物価指数の農林水産物（非食料用

林産物は除く），輸入物価指数の食料用農畜

水産物そして非食料用農水産物の加重平均

2005年基準から 2010年基準まで

国内企業物価指数の農林水産物（林産物は

除く），輸入物価指数の食料用農水産物そ

して非食料用農水産物の加重平均

•食料・飲料

1975年基準

卸売物価指数の加工原料食品，調製食品そ

して飲料の加重平均

1980年基準から 1995年基準まで

総合卸売物価指数の加工食品（国内品と輸

入品のたばこは除く）

2000年基準

国内・輸出・輸入の平均指数の加工食品（国

内品のたばこは除く）

2005年基準

国内企業物価指数の加工食品（たばこは除

く），輸入物価指数の加工原料食品，調製

食品そして飲料の加重平均

2010年基準

国内企業物価指数の食料品・飲料・たばこ・

飼料（たばこと飼料は除く），輸入物価指

数の加工原料食品，調製食品そして飲料の

加重平均

•建築材料

1975年基準

卸売物価指数の製材・木製品（木製家具，木

製建具そして防腐木材以外のその他木製品

は除く），アルミニウムサッシ，窯業製品

（鏡，ガラス製食卓用品そして家庭用陶磁器

は除く）そして石材・骨材の加重平均

1980年基準

総合卸売物価指数の製材・木製品（国内品

の木製家具，木製建具そして防腐木材以外

のその他木製品は除く），窯業・土石製品

（国内品の鏡，ガラス製食卓用品，家庭用陶

磁器，輸出品の陶磁製食器そして輸入品の

ガラス器は除く），国内卸売物価指数のア

ルミニウムサッシ，石材・骨材そして輸入

物価指数の石材の加重平均

1985年基準

総合卸売物価指数の製材・木製品（国内品

の防腐木材以外のその他木製品は除く），窯

30



業・土石製品（国内品の鏡，ガラス製食卓用

品，家庭用陶磁器，輸出品の陶磁製食器そ

して輸入品のガラス器は除く），国内卸売

物価指数のアルミニウムサッシ，石材・骨

材そして輸入物価指数の石材の加重平均

1990年基準

総合卸売物価指数の製材・木製品（国内品

の防腐木材以外のその他木製品は除く），窯

業・土石製品（国内品の鏡，ガラス製食卓

用品，家庭用陶磁器，輸出品の陶磁器製食

器そして輸入品のガラス器は除く），国内

卸売物価指数のアルミニウムサッシ，石材・

骨材そして輸入物価指数の石材の加重平均

1995年基準

総合卸売物価指数の製材・木製品（国内品

の防腐木材以外のその他木製品は除く），窯

業・土石製品（国内品のガラス製食卓用品，

家庭用陶磁器，輸出品の陶磁器製食器，輸入

品のガラス器そして陶磁器製食器は除く），

国内卸売物価指数のアルミニウムサッシ，石

材・骨材そして輸入物価指数の石材の加重

平均

2000年基準

国内・輸出・輸入の平均指数の製材・木製品

（国内品のプレハブ建築用木製パネル以外の

その他木製品と輸入品の木製家具部分品以

外の木製品は除く），窯業・土石製品（国内

品のガラス製食卓用品，家庭用陶磁器，輸

出品の陶磁器製食器，輸入品のガラス器そ

して陶磁器製食器は除く），国内卸売物価

指数のアルミニウムサッシそして石材・骨

材の加重平均

2005年基準

国内企業物価指数の製材・木製品（プレハ

ブ建築用木製パネル以外のその他木製品は

除く），窯業・土石製品（家庭用陶磁器は除

く），アルミニウムサッシ，石材・骨材，輸

出物価指数の窯業・土石製品，輸入物価指

数の木材・同製品（丸太と木製家具部分品

以外のその他木製品は除く）そして窯業・土

石製品（陶磁器製食器は除く）の加重平均

2010年基準

国内企業物価指数の製材・木製品（住宅建

築用木製組立材料以外のその他木製品は除

く），窯業・土石製品（家庭用陶磁器は除

く），アルミニウムサッシ，石材・骨材，輸

出物価指数の窯業・土石製品，輸入物価指

数の木材・同製品（丸太は除く）そして窯

業・土石製品（陶磁器製食器は除く）の加

重平均

•化学製品

1975年基準

卸売物価指数の化学製品（化学肥料，その

他プラスチック製品，石けん，医薬品，合成

洗剤，化粧品類そして写真感光材料は除く）

1980年基準

総合卸売物価指数の化学製品（国内品のそ

の他プラスチック製品，国内品と輸出品と

輸入品の化学肥料，国内品の石けん，国内

品と輸出品と輸入品の医薬品，国内品の合

成洗剤，国内品の化粧品類，国内品と輸出

品の写真感光材料そして輸入品の写真フィ

ルムは除く）

1985年基準

総合卸売物価指数の化学製品（国内品と輸

入品の化学肥料，国内品の石けん，国内品

と輸出品と輸入品の医薬品，国内品の合成

洗剤，国内品の化粧品類，国内品と輸出品

の写真感光材料そして輸入品の写真材料は

除く）とプラスチック製品（プラスチック

浴槽とその他プラスチック製品は除く）の

加重平均

1990年基準

総合卸売物価指数の化学製品（国内品の化

学肥料，国内品と輸出品と輸入品の医薬品，

国内品の石けん・洗剤，国内品の化粧品類，

国内品と輸出品の写真感光材料，輸入品の
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写真材料そして輸入品のカリ肥料は除く）

とプラスチック製品（国内品のプラスチッ

ク浴槽とその他プラスチック製品そして輸

入品のプラスチック製容器は除く）の加重

平均

1995年基準

総合卸売物価指数の化学製品（国内品と輸

入品の化学肥料，国内品と輸出品と輸入品

の医薬品，国内品の石けん・洗剤，国内品

の化粧品類そして国内品と輸出品と輸入品

の写真感光材料は除く）とプラスチック製

品（国内品のプラスチック浴槽とその他プ

ラスチック製品は除く）の加重平均

2000年基準

国内・輸出・輸入の平均指数の化学製品（国

内品と輸入品の化学肥料，国内品と輸出品

と輸入品の医薬品，国内品の石けん・洗剤，

国内品の化粧品類，輸出品と輸入品の化粧

品，輸入品の香水・オーデコロン，国内品

のヘアケア用品類，輸入品のヘアケア用品，

そして国内品と輸出品と輸入品の写真感光

材料は除く）とプラスチック製品（国内品

のプラスチック浴槽そして再生プラスチッ

ク成形材料以外のその他プラスチック製品

は除く）の加重平均

2005年基準

国内企業物価指数の化学製品（医薬品，化

学肥料，石けん・合成洗剤，化粧品類そし

て写真感光材料は除く），プラスチック製

品（再生プラスチック成形材料と医療・衛

生用プラスチック製品以外のその他プラス

チック製品は除く），輸出物価指数の化学

製品（医薬品，化粧品類そして写真感光材

料は除く），プラスチック製品，輸入物価

指数の化学製品（医薬品，化学肥料，香水・

オーデコロン，仕上用・皮膚用化粧品，頭

髪用化粧品そして写真感光材料は除く）そ

してプラスチックフィルム・シートの加重

平均

2010年基準

国内企業物価指数の化学製品（医薬品，化

学肥料，石けん・合成洗剤，化粧品類そし

て写真感光材料は除く），プラスチック製

品（再生プラスチック成形材料と医療・衛

生用プラスチック製品以外のその他プラス

チック製品は除く），輸出物価指数の化学

製品（医薬品，化粧品類そして写真感光材

料は除く），プラスチック製品，輸入物価指

数の化学製品（医薬品原薬・製剤，化学肥

料，香水・オーデコロン，仕上用・皮膚用化

粧品，頭髪用化粧品そして写真感光材料は

除く）そしてプラスチックフィルム・シー

トの加重平均

•鉱物・金属材料

1975年基準

卸売物価指数の鉱石，鉄鋼，非鉄金属（電

線・ケーブルは除く），ばね・線製品（ボル

ト，ナット，ネジ，釘，金網は除く），石油・

石炭・同製品，天然および石油ガスそして

その他原材料（故紙は除く）の加重平均

1980年基準

総合卸売物価指数の石油・石炭製品，鉄鋼，

非鉄金属（国内品と輸出品の電線・ケーブ

ルは除く），鉱産物（国内品の石材・骨材と

輸入品の石材は除く），国内卸売物価指数

のばね，ワイヤーロープ，溶接棒そして輸

出物価指数の線製品（ボルト，ナットそし

てねじは除く）の加重平均

1985年基準

総合卸売物価指数の石油・石炭製品，鉄鋼，

非鉄金属（国内品と輸出品の電線・ケーブ

ルは除く），鉱産物（国内品の石材・骨材と

輸入品の石材は除く），国内卸売物価指数

のばね，ワイヤーロープ，溶接棒そして輸

出物価指数のワイヤーロープの加重平均

1990年基準

総合卸売物価指数の石油・石炭製品，鉄鋼，

非鉄金属（国内品の電線・ケーブルは除く），

鉱産物（国内品の石材・骨材と輸入品の石

32



材は除く），国内卸売物価指数のばね，ワ

イヤーロープそして溶接棒の加重平均

1995年基準

総合卸売物価指数の石油・石炭製品，鉄鋼，

非鉄金属（国内品の電線・ケーブルと輸出

品の電線は除く），鉱産物（国内品の石材・

骨材と輸入品の石材は除く），国内卸売物

価指数のばね，ワイヤーロープそして溶接

棒の加重平均

2000年基準

国内・輸出・輸入の平均指数の石油・石炭製

品，鉄鋼，非鉄金属（国内品の電線・ケー

ブルは除く），鉱産物（国内品の石材・骨材

は除く），国内企業物価指数のばね，ワイ

ヤーロープそして溶接棒の加重平均

2005年基準

国内企業物価指数の石油・石炭製品，鉄鋼，

非鉄金属（電線・ケーブルは除く），ばね，

ワイヤーロープ，溶接棒，鉱産物（石材・骨

材は除く），輸出物価指数の鉄鋼，非鉄金

属，石油・石炭製品，輸入物価指数の鉄鉱石，

非鉄金属鉱，鉄鋼，非鉄金属（電線・ケー

ブルは除く），石油・石炭・天然ガスそして

非金属鉱物の加重平均

2010年基準：

国内企業物価指数の石油・石炭製品，鉄鋼，

非鉄金属（電線・ケーブルは除く），ばね，

ワイヤロープ・PC鋼より線，溶接棒，鉱産

物（石材・骨材は除く），輸出物価指数の鉄

鋼，非鉄金属，石油・石炭製品，輸入物価

指数の鉄鉱石，非鉄金属鉱，鉄鋼，非鉄金

属（電線・ケーブルは除く），石油・石炭・

天然ガスそして非金属鉱物の加重平均

•機械器具

1975年基準

卸売物価指数の機械器具と電線・ケーブル

の加重平均

1980年基準

総合卸売物価指数の一般・精密機器，電気機

器，輸送用機器，国内卸売物価指数の電線・

ケーブルそして輸出物価指数の電線・ケー

ブルの加重平均

1985年基準

総合卸売物価指数の一般機器，電気機器，輸

送用機器，精密機器，国内卸売物価指数の

電線・ケーブルそして輸出物価指数の電線・

ケーブルの加重平均

1990年基準

総合卸売物価指数の機械器具と国内卸売物

価指数の電線・ケーブルの加重平均

1995年基準

総合卸売物価指数の機械器具，国内卸売物

価指数の電線・ケーブルそして輸出物価指

数の電線の加重平均

2000年基準

国内・輸出・輸入の平均指数の一般機器，電

気機器，輸送用機器，精密機器そして国内

企業物価指数の電線・ケーブルの加重平均

2005年基準

国内企業物価指数の一般機器，電気機器，情

報通信機器，電子部品・デバイス，輸送用

機器，精密機器，電線・ケーブル，輸出物

価指数の一般機器，電気・電子機器，輸送

用機器，精密機器，輸入物価指数の一般機

器，電気・電子機器，輸送用機器，精密機

器そして電線・ケーブルの加重平均

2010年基準

国内企業物価指数のはん用機器，生産用機

器，業務用機器，電子部品・デバイス，電

気機器，情報通信機器，輸送用機器，電線・

ケーブル，輸出物価指数のはん用・生産用・

業務用機器，電気・電子機器，輸送用機器，

輸入物価指数のはん用・生産用・業務用機

器，電気・電子機器，輸送用機器そして電

線・ケーブルの加重平均
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•家具・建具・じゅう器

1975年基準

卸売物価指数の木製家具，木製建具，金属

製家具，金属製建具類（アルミニウムサッ

シは除く），金属洋食器，プラスチック容

器，プラスチック浴そう，鏡，ガラス製食

卓用品，家庭用陶磁器，畳表，畳床，ござ，

応接セット，寝台，マットレス，マッチそし

て魔法びんの加重平均

1980年基準

国内卸売物価指数の木製家具，木製建具，プ

ラスチック浴槽，プラスチック容器，鏡，ガ

ラス製食卓用品，家庭用陶磁器，金属製家

具，金属製建具類（アルミニウムサッシは

除く），金属洋食器，ステンレス浴槽，わ

ら・い製品，家具，魔法瓶，輸出物価指数

の建具用取付具，金属洋食器，陶磁製食器，

魔法瓶そして輸入物価指数のガラス器の加

重平均

1985年基準

国内卸売物価指数のプラスチック浴槽，プ

ラスチック製日用品，プラスチック製容器

類，鏡，ガラス製食卓用品，家庭用陶磁器，

金属製建具類（アルミニウムサッシは除く），

ガス・石油・太陽熱機器，金属洋食器，ス

テンレス浴槽，家具類，わら・い製品，魔

法瓶，輸出物価指数の建具用取付具，金属

洋食器，ガス・石油機器，陶磁製食器，家

具，魔法瓶そして輸入物価指数のガラス器

の加重平均

1990年基準

国内卸売物価指数のプラスチック浴槽，プ

ラスチック製日用品，プラスチック製容器，

鏡，ガラス製食卓用品，家庭用陶磁器，建築

用金属製品（アルミニウムサッシは除く），

ガス・石油機器，金属洋食器，家具類，畳

用材，魔法瓶，輸出物価指数の建具用取付

具，金属洋食器，ガス・石油機器，陶磁器

製食器，家具，輸入物価指数の家具，ガラ

ス器そしてプラスチック製容器の加重平均

1995年基準

国内卸売物価指数のプラスチック浴槽，プ

ラスチック製日用品，プラスチック製容器，

ガラス製食卓用品，家庭用陶磁器，建築用

金属製品（アルミニウムサッシは除く），ガ

ス・石油機器，金属洋食器，家具類，畳用

材，魔法瓶，輸出物価指数の建具用取付具，

ガス・石油機器，陶磁器製食器，家具，輸

入物価指数の建具用取付具，ガラス器，陶

磁器製食器そして家具の加重平均

2000年基準

国内企業物価指数のプラスチック浴槽，プ

ラスチック製日用品，飲料用プラスチック

容器，非飲料用プラスチック容器，ガラス

製食卓用品，家庭用陶磁器，建築用金属製

品（アルミニウムサッシは除く），ガス・石

油機器，家具類，畳・畳床，魔法瓶，輸出

物価指数の建具用取付具，ガス・石油機器，

陶磁器製食器，家具，輸入物価指数の建具

用取付具，割り箸，ガラス器，陶磁器製食

器そして家具の加重平均

2005年基準

国内企業物価指数のプラスチック製日用品，

飲料用プラスチック容器，非飲料用プラス

チック容器，家庭用陶磁器，建築用金属製

品（アルミニウムサッシは除く），ガス・石

油機器，家具・装備品，漆器，畳・畳床，輸

出物価指数の建具用取付具，ガス・石油機

器，輸入物価指数の金属製建具・同関連品，

割り箸，プラスチック製日用品，陶磁器製

食器そして家具の加重平均

2010年基準

国内企業物価指数のプラスチック製日用品，

飲料用プラスチック容器，非飲料用プラス

チック容器，家庭用陶磁器，建築用金属製

品（アルミニウムサッシは除く），ガス・石

油機器，家具・装備品，畳・畳床，輸出物価

指数の建具用取付具，ガス・石油機器，輸

入物価指数の金属製建具・同関連品，プラ

スチック製日用品，陶磁器製食器そして家
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具の加重平均

•医薬品・化粧品

1975年基準

卸売物価指数の石けん，医薬品，合成洗剤

そして化粧品類の加重平均

1980年基準から 1985年基準まで

国内卸売物価指数の石けん，医薬品，合成

洗剤，化粧品類，輸出物価指数の医薬品そ

して輸入物価指数の医薬品の加重平均

1990年基準から 1995年基準まで

国内卸売物価指数の医薬品，石けん・洗剤，

化粧品類，輸出物価指数の医薬品そして輸

入物価指数の医薬品の加重平均

2000年基準

国内企業物価指数の医家向け医薬品，薬局

向け医薬品，動物用医薬品，石けん・洗剤，

化粧品類，ヘアケア用品類，輸出物価指数

の医薬品，化粧品，輸入物価指数の医薬品，

香水・オーデコロン，化粧品そしてヘアケ

ア用品の加重平均

2005年基準

国内企業物価指数の医薬品，石けん・合成洗

剤，化粧品類，輸出物価指数の医薬品，化

粧品類，輸入物価指数の医薬品，香水・オー

デコロン，仕上用・皮膚用化粧品そして頭

髪用化粧品の加重平均

2010年基準

国内企業物価指数の医薬品，石けん・合成洗

剤，化粧品類，輸出物価指数の医薬品，化

粧品類，輸入物価指数の医薬品・製剤，香

水・オーデコロン，仕上用・皮膚用化粧品

そして頭髪用化粧品の加重平均

•他に分類されない商品

1975年基準

卸売物価指数のたばこ，敷物，パルプ・紙・

同製品，ボルト，ナット，ネジ，釘，金網，

その他金属製品（金属洋食器は除く），化

学肥料，写真感光材料，飼・肥料，ゴム製

品（ゴム製履物は除く），音楽・娯楽・運動

用品，出版・印刷物，筆記具そして養殖真

珠の加重平均

1980年基準

総合卸売物価指数のパルプ・紙・同製品，国

内卸売物価指数のたばこ，敷物，化学肥料，

写真感光材料，線製品（ワイヤロープと溶

接棒は除く），その他金属製品（金属洋食器

とステンレス浴槽は除く），飼・肥料，ゴム

製品（ゴム製履物は除く），音楽・娯楽・運

動用品，出版・印刷物，筆記具，輸出物価指

数の敷物，化学肥料，写真感光材料，ボル

ト，ナット，ネジ，その他金属製品（建具用

取付具と金属洋食器は除く），音楽・娯楽・

運動用品，ゴム製品，出版物，筆記具，真

珠製品，輸入物価指数のたばこ，飼料，敷

物，化学肥料，写真フィルム，運動用品，ゴ

ム製品（ズック靴は除く）そして出版物の

加重平均

1985年基準

総合卸売物価指数のパルプ・紙・同製品，国

内卸売物価指数のたばこ，敷物，化学肥料，

写真感光材料，線製品（ワイヤーロープと

溶接棒は除く），その他金属製品（金属洋

食器とステンレス浴槽は除く），飼・肥料，

ゴム製品（ゴム製履物は除く），音楽・娯

楽・運動用品，出版・印刷物，その他の製

品（ファスナー，歯ブラシ，洋傘そして魔

法瓶は除く），輸出物価指数の敷物，写真感

光材料，線製品（ワイヤーロープは除く），

その他金属製品（建具用取付具，金属洋食

器そしてガス・石油機器は除く），ゴム製

品，楽器，娯楽・運動用品，出版物，筆記

具，真珠製品，輸入物価指数のたばこ，飼

料，敷物，化学肥料，写真材料，運動用品，

ゴム製品（ズック靴は除く）そして出版物

の加重平均

1990年基準
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総合卸売物価指数のパルプ・紙・同製品，国

内卸売物価指数のたばこ，敷物，化学肥料，

写真感光材料，線製品（ワイヤーロープと

溶接棒は除く），その他金属製品（金属洋

食器は除く），飼・肥料，ゴム製品（スニー

カーは除く），音楽・娯楽・運動用品，出版・

印刷物，その他の製品（ファスナー，歯ブ

ラシ，洋傘そして魔法瓶は除く），輸出物価

指数の写真感光材料，線製品，その他金属

製品（建具用取付具，金属洋食器そしてガ

ス・石油機器は除く），ゴム製品，楽器，玩

具，出版物，筆記具，真珠製品，輸入物価

指数のたばこ，飼料，敷物，カリ肥料，写

真材料，ゴム製品（スニーカーは除く），娯

楽・運動用品そして出版物の加重平均

1995年基準

総合卸売物価指数のパルプ・紙・同製品，国

内卸売物価指数のたばこ，敷物，化学肥料，

写真感光材料，線製品（ワイヤーロープと

溶接棒は除く），その他金属製品（金属洋食

器は除く），飼・肥料，出版・印刷物，ゴム

製品（スニーカーは除く），音楽・娯楽・運

動用品，その他の製品（ファスナー，歯ブ

ラシそして魔法瓶は除く），輸出物価指数

の写真感光材料，線製品，その他の金属製

品（建具用取付具とガス・石油機器は除く），

ゴム製品，楽器，玩具，出版物，筆記具，真

珠製品，輸入物価指数のたばこ，飼料，敷

物，金属製品（建具用取付具は除く），化

学肥料，写真感光材料，ゴム製品（スニー

カーは除く），音楽・娯楽・運動用品そして

出版物の加重平均

2000年基準

国内・輸出・輸入の平均指数のパルプ・紙・

同製品，国内企業物価指数のたばこ，敷物，

化学肥料，写真感光材料，線製品（ワイヤー

ロープと溶接棒は除く），その他金属製品，

飼・肥料，出版・印刷物，ゴム製品（スニー

カーは除く），音楽・娯楽・運動用品，その

他の製品（畳・畳床，ファスナー，歯ブラ

シ，魔法瓶そして線香・香は除く），輸出物

価指数の写真感光材料，金属製品（建具用

取付具とガス・石油機器は除く），ゴム製

品，楽器，娯楽・運動用品，出版物，筆記

具，真珠製品，輸入物価指数の飼料，敷物，

金属製品（建具用取付具は除く），化学肥

料，写真感光材料，ゴム製品（スニーカー

は除く），娯楽・運動用品，情報記録物そし

て出版物の加重平均

2005年基準

国内企業物価指数のたばこ，敷物，パルプ・

紙・同製品，化学肥料，写真感光材料，線

製品（ワイヤーロープと溶接棒は除く），そ

の他金属製品，飼・肥料，印刷物・製版，ゴ

ム製品（ゴム製履物は除く），音楽・娯楽・

運動用品，その他の製品（ファスナー・ス

ナップ・針，漆器，畳・畳床，歯ブラシそ

して線香・香は除く），輸出物価指数の写

真感光材料，金属製品（建具用取付具とガ

ス・石油機器は除く），紙，ゴム製品，音

楽・娯楽・運動用品，文具，輸入物価指数

の飼料，敷物，金属製品（金属製建具・同

関連品は除く），化学肥料，写真感光材料，

パルプ・紙・同製品，ゴム製品（スニーカー

は除く），音楽・娯楽・運動用品そして文具

の加重平均

2010年基準

国内企業物価指数のたばこ，飼料，敷物，パ

ルプ・紙・同製品，化学肥料，写真感光材

料，線製品（ワイヤロープ・PC鋼より線と

溶接棒は除く），建設用金属製品，その他

金属製品，印刷物・製版，ゴム製品（プラ

スチック製履物は除く），音楽・娯楽・運動

用品，その他の製品（ファスナー・スナッ

プ・針，時計，畳・畳床，歯ブラシ，眼鏡

枠，眼鏡レンズそして線香・香は除く），輸

出物価指数の写真感光材料，金属製品（建

具用取付具とガス・石油機器は除く），紙，

ゴム製品，音楽・娯楽・運動用品，文具，輸

入物価指数のたばこ，飼料，敷物，金属製
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品（金属製建具・同関連品は除く），化学

肥料，写真感光材料，パルプ・紙・同製品，

ゴム製品（ゴム製履物とプラスチック製履

物は除く），音楽・娯楽・運動用品そして文

具の加重平均

データは通商産業省 (1985)，「物価指数月報」，

「物価指数年報」そして日本銀行，経済産業省の

ウェブサイトより収集される 30。使用されるデー

タについて述べておくことがある。通商産業省

(1985)のなかで報告されている販売額（旧系列

と呼ぶ）と経済産業省より公表されている販売

額（新系列と呼ぶ）のデータがともに利用可能

である 1979年において両系列を比較すると両者

のあいだに開きが見られる業種がいくつかある。

ここでは 1979年 1月から 12月までの新系列の

数値と 1976年 1月から 1979年 12月までの旧系

列の前年同月比伸び率を用いて新旧系列を接続

する。なお，繊維品については 1979年 6月から

1980年 5月までの新系列の数値と 1976年 1月

から 1980年 5月までの旧系列の前年同月比伸び

率を用いて新旧系列を接続する。

小売業 指数の作成開始年：1960年

小売業の活動指数は販売額（実質値）を用いて

作成される。1960年基準から 1970年基準まで販

売額（名目値）には商業動態統計調査のなかで

報告される小売業販売総額を用いる。販売額の

名目値はCPIの商品（ガソリンを除く）をデフ

レーターとして用いて実質値へ変換される。デー

タは「消費者物価指数年報」，通商産業省 (1971,

1985)そして日本銀行 (1966, 1968)より収集され

る。使用されるデータについて述べておくこと

が 2つある。第 1に，1960年基準におけるCPI

の商品は日本銀行 (1966)のなかで報告されてい

る当局分類指数のうち商品（除く食料・料金），

食料そして新聞代を加重和することにより算出

される。

第 2に，1960年から 1970年まで期間を通じ

て連続して小売業販売額のデータを入手できる

30http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudo

u/index.html

のは通商産業省 (1971)のなかで報告されている

販売額指数である。1960年 1月から 1969年 12

月までの期間についてはその販売額指数を用い

て (月次の販売額指数)÷(月次指数の 1970年平

均値)×(1970年の 1か月あたり平均販売額)によ

り得られる数値を小売業販売額として使用する。

1970年の 1か月あたり平均販売額は通商産業省

(1985)のなかで報告される 1970年の小売業販売

額を用いて算出される。

1975年基準から 2010年基準までは次の業種

の活動指数を付加価値額にもとづくウェイトで

加重和することにより小売業全体の活動指数が

算出される。

各種商品，織物・衣服・身の回り品，飲

食料品，自動車（1980 年基準以降），

機械器具（1980年基準以降），その他

商品

1975年基準から 2005年基準までウェイトの数

値は通商産業省 (1984, 1991, 1994, 2000)と経

済産業省 (2005, 2009)のなかに報告されており，

それを使用する。2010年基準については卸売業

のウェイトを算出するために採られたのと同様

の方法によりウェイトを得る。販売額（名目値）

には商業動態統計調査のなかで報告される小売

業の業種別販売額を使用する。販売額の名目値

を実質値へ変換するための業種ごとのデフレー

ターは次のとおりである。

•各種商品

1975年基準

CPIの商品（ガソリンを除く）

1980年基準から 1995年基準まで

CPIの商品（電気代，ガス代，水道料そし

てガソリンを除く）

2000年基準から 2010年基準まで

CPIの財（電気代，ガス代，水道料そして

ガソリンを除く）

•織物・衣服・身の回り品

37



1975年基準

CPIの衣料（寝具は除く），履物そして仕

立て代の加重平均

1980年基準から 1995年基準まで

CPIの被服及び履物（洗濯代と靴修理代を

除く）

2000年基準から 2010年基準まで

CPIの被服及び履物（洗濯代，履物修理代

そして被服賃借料を除く）

•飲食料品
CPIの食料（外食は除く）

•自動車

1980年基準

CPIの乗用車と自動車タイヤの加重平均

1985年基準から 2010年基準まで

CPIの自動車と自動車タイヤの加重平均

•機械器具

1980年基準

CPIの家事用耐久財と教養娯楽用耐久財の

加重平均

1985年基準から 2010年基準まで

CPIの家事用耐久財，冷暖房用器具そして

教養娯楽用耐久財の加重平均

•その他

1975年基準

CPIのトースター，自動炊飯器，ガステー

ブル，ガス湯沸器，電気冷蔵庫，流し台，電

気掃除機，電気せんたく機，ミシン，電気

アイロン，ラジオ，テレビ，ステレオ，テー

プレコーダー，テレビ修理代，ピアノ，ハー

モニカ，ギター，カメラ，机，医薬品，生理

用紙綿，体温計，ガーゼ付絆創膏，めがね，

文房具，スポーツ用品，玩具，切花，フィ

ルム，レコード，カセットテープ，個人理容

衛生品，たばこ，新聞代，ガソリンそして

プロパンガスの加重平均

1980年基準から 1995年基準まで

CPIの医薬品，保健医療用品・器具，教養娯

楽用品，理美容用品，たばこ，新聞代，ガ

ソリンそしてプロパンガスの加重平均

2000年基準から 2010年基準まで

CPIの医薬品・健康保持用摂取品，保健医

療用品・器具，教養娯楽用品，理美容用品，

たばこ，新聞代，ガソリンそしてプロパン

ガスの加重平均

データは「消費者物価指数年報」，通商産業省

(1985)そして経済産業省，総務省統計局のウェ

ブサイトより収集される。使用されるデータに

ついて述べておくことが 2つある。第 1に，通

商産業省 (1985)のなかで報告されている販売額

（旧系列と呼ぶ）と経済産業省より公表されてい

る販売額（新系列と呼ぶ）のデータがともに利

用可能である 1979年において両系列を比較する

といくつかの業種では両者のあいだに開きが見

られる。ここでは 1979年 1月から 12月までの

新系列の販売額の数値と 1976年 1月から 1979

年 12月までの旧系列の前年同月比伸び率を用い

て新旧系列を接続する。

第 2に，1975年基準におけるその他商品の活

動指数の作成では通商産業省 (1985)のなかで報

告されているその他の販売額を使用する。統計

表からデータを得られない 1982年 6月から 12

月までの期間についてはこのあと述べる方法に

より得られる数値を販売額として用いる。具体

的には，まずはじめに 1982年 6月から 12月ま

での各月について新系列の機械器具とその他の

合計額（これが旧系列のその他に相当する）の

前年同月比伸び率を算出する。次に，旧系列の

1981年 6月から 12月までの数値に対応する月

の前年同月比伸び率を乗じる。

生命保険業 指数の作成開始年：1960年

生命保険業の活動指数は収入保険料（実質値）を

用いて作成される。収入保険料（名目値）には

生命保険協会が公表する生命保険事業概況のな

かで報告される月間収入保険料を用いる。保険
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料の名目値を実質値へ変換するための基準年ご

とのデフレーターは次のとおりである。

• 1960年基準から 1965年基準まで

CPIの総合（酒類以外の食料，電気代そし

て都市ガスを除く）

• 1970年基準から 1980年基準まで

CPIの持家の帰属家賃を含む総合（酒類以

外の食料，電気代，ガス代，灯油そしてガ

ソリンを除く）

• 1985年基準から 2010年基準まで

CPIの総合（酒類以外の食料，電気代，ガ

ス代，灯油そしてガソリンを除く）

データは日本銀行 (1966, 1968)，「消費者物価

指数年報」，「生命保険事業概況」，「生命保険事

業成績」，「生命保険統計月報」そして生命保険

協会，総務省統計局のウェブサイトより収集さ

れる 31。使用されるデータについて述べておく

ことが 2つある。第 1に，1960年基準から 1975

年基準まで活動指数の作成に用いる収入保険料

には簡易生命保険の収入保険料を含む。

第 2に，2009年 4月前後で収入保険料の水準

が大きく異なる。これは 4月からかんぽ生命が

収入保険料の集計対象に新規追加されたためで

ある。2005年基準の活動指数の作成ではかんぽ

生命を含まない収入保険料（旧系列と呼ぶ）を

使用する。データが利用できない 2009年 4月か

ら 2012年 12月までの期間については，2008年

4月から 2009年 3月までの旧系列の数値とかん

ぽ生命を含む収入保険料（新系列と呼ぶ）の前

年同月比を用いて (旧系列の数値)×(新系列の前

年同月比)により得られる数値を収入保険料とし

て使用する。一方，2010年基準の活動指数の作

成ではかんぽ生命を含む収入保険料を使用する。

2008年 4月から 2009年 3月までの収入保険料

は 2009年 4月から 2010年 3月までの数値と新

系列の前年同月比を用いて算出される。そして

2008年 3月以前の期間についてはその算出され

31http://www.seiho.or.jp/data/statistics/summ

ary/

た 2008年 4月から 2009年 3月までの数値と旧

系列の前年同月比を用いて (新系列の数値)÷(旧

系列の前年同月比)により得られる数値を収入保

険料として使用する。

損害保険業 指数の作成開始年：1960年

損害保険業の活動指数は元受正味保険料（実質

値）を用いて作成される。1960年基準から 1990

年基準まで元受正味保険料の名目値を実質値へ

変換するために用いるデフレーターは次のとお

りである。

• 1960年基準から 1975年基準まで

CPIの総合（季節商品を除く）

• 1980年基準

CPIの総合（生鮮食品を除く）

• 1985年基準から 1990年基準まで

SPPIの損害保険料

データは日本銀行 (1966, 1968)，「第 3次産業

活動の動向」，「消費者物価指数年報」，「物価指

数年報」そして日本銀行のウェブサイトより収

集される。使用されるデータについて述べてお

くことが 2つある。第 1に，公表されている利

用可能なさまざま資料から 1991年 12月以前の

元受正味保険料の月次データを入手することが

できない。データの利用が可能である収入保険

料の月次系列を用いて (2)式により得られる数

値を元受正味保険料として使用する。X には元

受正味保険料の年度値，xには月間収入保険料

がそれぞれ対応する。1988年以降については通

商産業省より元受正味保険料の年度データが公

表されており，それを使用する。それ以前につ

いてはこのあと述べる方法により得られる数値

を年度値として用いる。具体的には，まずはじ

めに「保険年鑑」のなかで報告されている元受

収入保険料，解約返戻金そしてその他の返戻金

を用いて (元受収入保険料)−[(解約返戻金)+(そ

の他の返戻金)]により元受正味保険料を算出す

る。次に，その算出された数値に次のように定

義される接続係数，(通商産業省より公表された
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1988年度の数値)÷(保険年鑑のデータにもとづ

く同年度の数値)を乗じる。

月間収入保険料のデータは「財政金融統計月

報」より収集される。しかし，月報のなかには

1987年 11月以降の収入保険料が報告されておら

ず，したがってさきほど述べた方法では 1987年

4月以降の元受正味保険料を得ることができな

い。ここでは通商産業省より公表された 1985年

基準の損害保険業の活動指数を利用してこのあ

と述べる方法により得られる数値を元受正味保

険料として使用する。通商産業省 (1991)によれ

ば，損害保険業の活動指数は元受正味保険料（実

質値）を用いて作成された。保険料の名目値を

実質値へ変換するためのデフレーターには SNA

の民需デフレーターが使用された。まずはじめ

に，1985年 1月から 12月までの元受正味保険料

（名目値）と民需デフレーターを用いて 1985年

の 1か月あたり平均実質元受正味保険料を算出

する。各月の民需デフレーターにはその月が属

する四半期の数値を使用する。次に，通商産業

省より公表された活動指数に民需デフレーター

と 1985年の 1か月あたり平均実質元受正味保険

料を乗じ 10000で除すことにより元受正味保険

料（名目値）を算出する。最後に，その算出さ

れた保険料に次のように定義される年度ごとの

補正係数，(元受正味保険料の年度値)÷(算出さ

れた元受正味保険料の年度合計値)を乗じる。

第 2に，日本銀行より公表された 1985年基準

のSPPIのデータは年次と四半期の 2種類の頻度

のデータのみであり，月次データは利用不可能

である。ここでは日本銀行より公表された四半

期の指数を用いてこのあと述べる方法により得

られる数値を月次の指数として代用する。1985

年 1月から 1989年 12月までの期間については

2005年基準接続指数の自動車保険（任意），自動

車保険（自賠責），火災保険そして海上・運送保

険を 1985年基準のウェイトで加重和し，そうし

て得られる数値に次のように定義される四半期

ごとの補正係数，(日本銀行より公表された損害

保険業の数値)÷(加重平均された指数の四半期平

均値)を乗じる。そして 1990年 1月から 1992年

12月までの期間については 1990年基準の自動

車保険（任意），自動車保険（自賠責），火災保

険そして海上・運送保険の指数を 1985年基準の

ウェイトで加重和し，そうして得られる数値に次

のように定義される四半期ごとの補正係数，(日

本銀行より公表された損害保険業の数値)÷(加重

平均された指数の四半期平均値)を乗じる。

1995年基準から 2005年基準までは経済産業

省により元受正味保険料（実質値）を用いて作

成された活動指数を使用する。データは通商産

業省 (2001)，経済産業省 (2002, 2003)そして経

済産業省のウェブサイトより収集される。2010

年基準については 2005年基準の活動指数を用い

てこのあと述べる方法により実質元受正味保険

料を得る。具体的には，まずはじめに日本損害

保険協会が四半期ごとに公表する保険種目別統

計表より 2005年第 1四半期から第 4四半期まで

の元受正味保険料の数値を得る 32。2005年基準

の SPPIの損害保険料をデフレーターとして用

いて保険料の名目値を実質値へ変換する。そし

て 2005年第 1四半期から第 4四半期までの実質

保険料の合計を 12で除すことにより 2005年の

1か月あたり平均実質元受正味保険料を算出す

る。次に，経済産業省より公表された 2005年基

準の活動指数に 2005年基準の SPPIの損害保険

料と 2005年の 1か月あたり平均実質元受正味保

険料を乗じて 10000で除すことにより元受正味

保険料（名目値）が算出される。最後に，2010

年基準の SPPIの損害保険料をデフレーターと

して用いて保険料の名目値を実質値へ変換する。

不動産売買業 指数の作成開始年：1975年

不動産売買業の活動指数はマンション分譲業の

活動指数と戸建住宅売買業の活動指数を付加価

値額にもとづくウェイトで加重和することによ

り作成される。1975年基準から 2005年基準まで

ウェイトの数値は通商産業省 (1984, 1991, 1994,

2000)と経済産業省 (2005, 2009)のなかに報告

されており，それを使用する。しかし，1985年

32http://www.sonpo.or.jp/archive/statistics/s

yumoku/index.html
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基準と 1990年基準については通商産業省 (1991,

1994)のなかに事業ごとのウェイトが報告されて

いない。ここでは通商産業省より公表された不

動産売買・仲介業のウェイトをマンションの売買

そして戸建住宅の売買にかかる手数料で按分し

て得られる数値をそれぞれマンション分譲業と

戸建住宅売買業のウェイトとして使用する。手

数料には建設省が実施していた不動産業総合調

査のなかで報告される売買・交換の代理・媒介

における受領報酬額を用いる。データは建設省

(1987a, 1987b, 1991, 1992)より収集される。統

計表のなかで報告されている計数は年度ベース

であるため (1)式を用いて暦年ベースへ変換さ

れる。2010年基準についてはマンション分譲業

と戸建住宅売買業のウェイトを 0.5とする。

マンション分譲業の活動指数は首都圏と近畿

圏における新築マンションの総契約戸数の合計

を用いて作成される。戸建住宅売買業の活動指

数は 1975年基準から 1995年基準まで首都圏に

おける新規建売住宅の総契約戸数を用いて作成

され，2000年基準から 2010年基準まで首都圏

における新築と中古の戸建住宅成約件数の合計

を用いて作成される。データは不動産経済研究

所 (1977, 2013) そして東日本不動産流通機構，

不動産経済研究所のウェブサイトより収集され

る 33。総契約戸数は (翌月繰越販売在庫数)−[(月

初時点の全残戸数)+(新規発売戸数)]として算出

される。

貸事務所業 指数の作成開始年：2000年

貸事務所業の活動指数は全国ビジネス地区（札

幌，仙台，東京，横浜，名古屋，大阪そして福

岡）における実質貸室面積の合計を用いて作成

される。実質貸室面積は貸室面積マイナス空室

面積として定義される。データは三鬼商事のウェ

ブサイトより収集される 34。使用されるデータ

について述べておくことが 2 つある。第 1 に，

2011年 3月に発生した東日本大震災により仙台

33http://www.reins.or.jp/trend/mw/index.html

http://www.fudousankeizai.co.jp/mansion
34http://www.e-miki.com/market/area.html

では調査が実施されなかったためデータを利用

することができない。ここでは仙台以外のビジ

ネス地区における実質貸室面積の合計を用いて

このあと述べる方法により得られる数値を 3月

の全国ビジネス地区ベースの実質貸室面積とし

て使用する。具体的には，まずはじめに 2011年

3月において仙台以外のビジネス地区における実

質貸室面積の合計の前月比を算出する。そして

前月比の数値に次のように定義される調整係数，

[(2011年 2月から 4月にかけての全国ビジネス地

区における実質貸室面積の合計の伸び率+1)÷ (

同期間における仙台を除くビジネス地区におけ

る実質貸室面積の合計の伸び率 + 1)]1/2を乗じ

る。最後に，2月の全国ビジネス地区における実

質貸室面積の合計にそうして調整された 3月の

前月比の数値を乗じる。

第 2に，2000年 1月から 2001年 11月までの

期間（2000年 12月は除く）については貸室面積

と空室面積の月次データをウェブサイトや公表

されている利用可能なさまざまな資料から入手

することができない。ここでは経済産業省によ

り東京ビジネス地区における実質貸室面積を用

いて作成された活動指数を利用してこのあと述

べる方法により得られる数値を全国ビジネス地

区ベースの実質貸室面積として使用する。2001

年 1月から 11月までの期間については，まずは

じめに経済産業省により作成された活動指数の

前月比を算出する。次に，前月比の数値に次の

ように定義される調整係数，[(2001年の全国ビ

ジネス地区における実質貸室面積の合計の前年

比伸び率 + 1) ÷ (同年の経済産業省により作成

された活動指数の前年比伸び率+1)]1/12を乗じ

る。最後に，2000年 12月の全国ビジネス地区

における実質貸室面積の合計とその調整された

前月比を用いて 2001年 1月から 11月までの実

質貸室面積を得る。2000年 1月から 11月まで

の実質貸室面積もいま述べたのと同様の方法に

より得る。

住宅賃貸業 指数の作成開始年：1960年

住宅賃貸業の活動指数は家計が支出する家賃（実
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質値）を用いて作成される。家賃（名目値）は家

計調査のなかで報告される 1世帯あたり支出額

（二人以上の世帯で農林漁家世帯は除く）に全国

世帯数を乗じることにより算出される。1960年

基準から 1965年基準まで 1世帯あたり支出額と

して家賃を使用し，1970年基準から 2010年基準

まで 1世帯あたり支出額として民営家賃を使用

する。全国世帯数の月次データはインターネッ

ト附随サービス業の活動指数を作成するときに

採られたのと同様の方法により得られる。家賃

の名目値を実質値へ変換するために用いる基準

年ごとのデフレーターは次のとおりである。

• 1960年基準

CPIの家賃地代

• 1965年基準

CPIの家賃（民営）と家賃（公営）の加重

平均

• 1970年基準から 2010年基準まで

CPIの民営家賃

データは日本銀行 (1966, 1968)，「家計調査年

報」，「消費者物価指数年報」そして総務省統計局

のウェブサイトより収集される 35。なお，1965

年基準の活動指数の作成において 1969年 1月か

ら 1972年 12月までの家賃は民営家賃，公営家

賃そして給与住宅家賃の合計として定義される。

駐車場業 指数の作成開始年：1960年

駐車場業の活動指数は自動車保有車両数（駐留

軍軍人や軍属等の私有車，二輪車そして特殊車

を除く）を用いて作成される。データは自動車

検査登録協力会編 (1983)，「自動車保有車両数月

報」，「自動車輸送統計月報」，「自動車輸送統計

年報」，「陸運統計年報」そして国土交通省のウェ

ブサイトより収集される 36。

35http://www.stat.go.jp/data/kakei/index.htm
36http://www.mlit.go.jp/statistics/details/ji

dosha list.html

物品賃貸業 指数の作成開始年：1975年

物品賃貸業の活動指数は売上高（実質値）を用

いて作成される。1975年基準から 1985年基準ま

ではリース契約額の年次系列といくつかの類似

する月次系列を用いて (2)式により得られる数

値を売上高（名目値）として使用する。X には

リース年間契約額，xにはリース月間契約額がそ

れぞれ対応する。リース年間契約額は特定サー

ビス産業実態調査（これ以降は実態調査）の結

果から算出される 1事業所あたりリース年間契

約高に法人会社の事業所数を乗じることにより

算出される。期末時点における事業所数は総務

庁（または総理府）が隔年で実施していた事業

所についてのセンサスのなかで報告される事業

所数を等差補間することにより得られる。デー

タは「事業所統計調査報告」と「事業所・企業

統計調査報告」より収集される。リース月間契

約額にはリース事業協会より公表されたリース

契約額を用いる。リース契約額の時期ごとの具

体的な定義は次のとおりである。

• 1974年 12月から 1982年 10月まで

普通会員のリース契約額

• 1982年 11月以降

普通会員と賛助会員のリース契約額の合計

売上高の名目値を実質値へ変換するためのデ

フレーターとして 1975年基準から 1980年基準

までは消費者物価指数 (CPI)の持家の帰属家賃

を含む総合（酒類以外の食料，電気代，ガス代，

灯油そしてガソリンは除く）と卸売物価指数の

国内需要財の加重平均値を用いる。通商産業省

(1984)に倣ってCPIにかかるウェイトは営業経

費に占める人件費の構成割合として定義される。

各月のウェイトにはその月が属する年の数値を用

いる。1985年基準ではデフレーターとしてSPPI

のリースを使用する。

1990年基準から 2010年基準まで活動指数は

物品賃貸業（自動車賃貸業を除く）の活動指数

と自動車賃貸業の活動指数を付加価値額にもと

づくウェイトで加重和することにより作成され

る。1990年基準から 2005年基準までウェイト
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の数値は通商産業省 (1994, 2000)と経済産業省

(2005, 2009)のなかに報告されており，それを

使用する。2010年基準におけるウェイトは産業

連関表（延長表）のなかで報告される付加価値

額を用いて算出される。データは経済産業省の

ウェブサイトより収集される。

物品賃貸業（自動車賃貸業を除く）の活動指

数はリース購入額（実質値）とレンタル売上高

（実質値）の合計を用いて作成される。リース購

入額（名目値）には特定サービス産業動態調査

（これ以降は動態調査）のなかで報告されるリー

ス物件別購入額を使用する。リース物件は産業

機械，工作機械，情報関連機器，事務用機器，商

業用およびサービス業用機械，医療用機器そし

てその他の機器の 7つに分類される。リース購

入額の名目値を実質値へ変換するために用いる

物件ごとのデフレーターは次のとおりである。

• 産業機械
SPPIの産業機械リース

• 工作機械
SPPIの工作機械リース

• 情報関連機器
SPPIの電子計算機・同関連機器リースと通

信機器リースの加重平均

• 事務用機器
SPPIの事務用機器リース

• 商業用およびサービス業用機械
SPPIの商業用等機械設備リース（1990年基

準から 1995年基準まで）または商業・サー

ビス業用機械設備リース（2000年基準から

2010年基準まで）

• 医療用機器
SPPIの医療機器リース（1990年基準から

1995年基準まで）または医療用機器リース

（2000年基準から 2010年基準まで）

• その他の機器
SPPIの土木建設機械リース（1990年基準か

ら 1995年基準まで）または土木・建設機械

リース（2000年基準から 2010年基準まで）

レンタル売上高（名目値）には動態調査のな

かで報告されるレンタル物件別売上高を使用す

る。レンタル物件は土木・建設機械，情報関連機

器そしてその他の物品の 3つに分類される。レ

ンタル売上高の名目値を実質値へ変換するため

に用いる物件別のデフレーターは次のとおりで

ある。

• 土木・建設機械
SPPIの土木建設機械レンタル（1990年基準

から 2000年基準まで）または建設機械レン

タルと仮設資材レンタルの加重平均（2005

年基準から 2010年基準まで）

• 情報関連機器
SPPIの電子計算機レンタル

• その他の物品
SPPIのその他レンタル（1990年基準から

1995年基準まで），レンタル（2000年基準），

オフィス・イベント用品レンタル（2005年

基準）または通信・サービス業用・事務用

機器レンタル（2010年基準）

自動車賃貸業の活動指数は自動車のリース取

扱高（実質値）を用いて作成される。リース業務

の自動車賃貸業に占める割合は大きく，付加価

値ベースでおよそ 8割である。リース取扱高（名

目値）にはリース事業協会から公表される自動

車のリース取扱高を使用する。リース取扱高の

名目値は SPPIの輸送用機器リースをデフレー

ターとして用いて実質値へ変換される。

データは「Lease」，「消費者物価指数年報」，

「特定サービス業実態調査報告書」，「特定サービ

ス産業実態調査報告書 物品賃貸業編」，「物価指

数月報」，「物価指数年報」そして経済産業省，日

本銀行，リース事業協会のウェブサイトより収

集される 37。使用されるデータについて述べて

おくことが 4つある。第 1に，その他の物品のレ

37http://www.leasing.or.jp/press/top.html
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ンタル売上高は統計表のなかの事務用機器の売

上高とその他の売上高の合計として定義される。

第 2に，日本銀行から公表された 1985年基準

のSPPIのデータは年次と四半期の 2種類の頻度

のデータのみであり，月次データは利用不可能

である。ここでは日本銀行より公表された四半

期の指数を用いてこのあと述べる方法により得

られる数値を月次の指数として代用する。1985

年 1月から 1989年 12月までの期間については

2005年基準接続指数の事務用機器リース，産業

機械リース，工作機械リース，輸送用機器リー

スそして商業・サービス業用機械設備リースを

1985年基準のウェイトで加重和し，そうして得

られた数値に次のように定義される四半期ごと

の補正係数，(日本銀行より公表されたリースの

数値)÷(加重平均された指数の四半期平均値)を

乗じる。そして 1990年 1月から 1992年 12月ま

での期間については 1990年基準の電子計算機・

同関連機器リース，事務用機器リース，産業機械

リース，工作機械リース，輸送用機器リースそし

て商業用等機械設備リースの指数を 1985年基準

のウェイトで加重和し，そうして得られた数値

に次のように定義される四半期ごとの補正係数，

(日本銀行より公表されたリースの数値)÷(加重

平均された指数の四半期平均値)を乗じる。

第 3に，実態調査の調査対象期間は基本的に

前年 11月から当年 10月までの 1年間であるが，

時期により調査対象期間が異なることがある。例

えば，1979年調査では調査対象期間は 1978年

11月から 1979年 10月までの 1年間であったが，

1980年調査では調査対象期間は 1979年 12月か

ら 1980年 11月までの 1年間であった。この場

合，前述された方法をとると 1979年 11月にお

いてリース契約額の数値が得られない。そこで

リース事業協会より公表された普通会員のリー

ス契約額を用いてこのあと述べる方法により得

られる数値を 11月のリース契約額として使用す

る。具体的には，まずはじめに 1979年 11月にお

いて普通会員のリース契約額の前月比を算出す

る。そして前月比の数値に次のように定義され

る調整係数，[(1979年 10月から 12月にかけての

実態調査ベースのリース契約額の伸び率+1)÷ (

同期間における普通会員のリース契約額の伸び

率+ 1)]1/2を乗じる。最後に，10月の実態調査

ベースのリース契約額にそうして調整された 11

月の前月比の数値を乗じる。1975年から 1992年

までのあいだにこのような事例は他に 1984年 11

月と 1989年 11月にみられる。これらの月につ

いては普通会員と賛助会員のリース契約額の合

計を用いていま述べたのと同様の方法により実

態調査ベースのリース契約額を得る。

また，1975年調査では調査対象期間は 1974年

12月から 1975年 11月までの 1年間であったが，

1976年調査では調査対象期間は 1975年 11月か

ら 1976年 10月までの 1年間であった。前述さ

れた方法をとると 1975年 11月のリース契約額

については 2つの異なる数値，すなわち 1975年

調査にもとづく数値と 1976年調査にもとづく数

値が得られる。ここではそれら 2つの数値の中

央値を 1975年 11月におけるリース契約額とし

て使用する。1975年から 1992年までのあいだ

にこうした事例は他に 1980年 11月，1985年 11

月そして 1990年 11月にみられる。これらの月

についてもいま述べたのと同様にして対処する。

最後の第 4に，実態調査の調査対象期間が年に

より異なることがあるため，1975年基準や 1980

年基準の活動指数の作成に用いるデフレーター

を算出できない月がある。例えば，1979年調査

と 1980年調査の結果をもとに前述された方法に

よりデフレーターを算出するとき 1979年 11月

についてはCPIにかかるウェイトの数値を得る

ことができない。ここでは 1979年 10月と 12月

におけるウェイトの平均値を 1979年 11月にお

けるウェイトとして用いる。同様のことは 1984

年 11月にもあてはまる。その月についてもいま

述べたのと同様の方法をとる。また，1975年調

査と 1976年調査の結果をもとにデフレーターを

算出すると 1975年 11月においては 2つの異な

る数値，すなわち 1975年調査にもとづく数値と

1976年調査にもとづく数値が得られる。ここで

はそれら 2つの数値の中央値を 1975年 11月に

おけるデフレーターとして使用する。それと同

44



様の事例は 1980年 11月と 1985年 11月にも見

られる。これらの月についてもいま述べたのと

同様にして対処する。

広告業 指数の作成開始年：1975年

広告業の活動指数は売上高（実質値）を用いて

作成される。1975年基準から 1985年基準まで

広告売上高の年次系列といくつかの類似する広

告売上高の月次系列を用いて (2)式により得ら

れる数値を売上高（名目値）として使用する。X

には年間売上高，xには月間売上高がそれぞれ

対応する。1975年基準から 1980年基準までは

総広告売上高の系列を使用し，1985年基準では

広告業務ごとの売上高の系列を使用する。広告

業務は新聞広告，雑誌広告，テレビ広告，ラジ

オ広告そしてその他の広告の 5つに分類される。

年間の総広告売上高は特定サービス産業実態

調査（これ以降は実態調査）の結果から算出さ

れる 1事業所あたり年間総売上高に法人会社の

事業所数を乗じることにより算出される。期末

時点における事業所数は総務庁（または総理府）

が隔年で実施していた事業所についてのセンサ

スのなかで報告される事業所数を等差補間する

ことにより得られる。データは「事業所統計調

査報告」と「事業所・企業統計調査報告」より

収集される。広告業務ごとの年間売上高は実態

調査のなかで報告される年間売上高に次のよう

に定義される年次ごとの調整係数，(年間の総広

告売上高)÷(実態調査のなかで報告される年間総

売上高)を乗じることにより算出される。

月間売上高には広告経済研究所より公表され

た広告売上高を用いる。広告売上高の時期ごと

の具体的な定義は次のとおりである。

• 1974年 12月から 1979年 10月まで

電通，博報堂，大広，東急エージェンシー

そして第一広告社の主要 5社の合計売上高

• 1979年 11月以降

電通，博報堂，大広，東急エージェンシー，

第一企画，読売広告社，旭通信社，朝日広

告社，ME博報堂そして第一広告社の主要

10社の合計売上高

1990年基準から 2010年基準までは特定サー

ビス産業動態調査のなかで報告される広告業の

業務種類別売上高を売上高（名目値）として使

用する。広告業務は新聞広告，雑誌広告，テレ

ビ広告，ラジオ広告，交通広告，屋外広告，折

込・ダイレクトメールそしてその他の広告の 8つ

に分類される。

売上高の名目値を実質値へ変換するためのデ

フレーターとして 1975年基準から 1980年基準

まではCPIの持家の帰属家賃を含む総合（酒類

以外の食料，電気代，ガス代，灯油そしてガソ

リンは除く）を使用する。1985年基準から 2010

年基準までの広告業務別のデフレーターは次の

とおりである。

•テレビ広告
SPPIのテレビCM（1985基準から 1995年

基準まで）またはテレビ広告（2000年基準

から 2010年基準まで）

•ラジオ広告
SPPIのラジオCM（1985基準から 1995年

基準まで）またはラジオ広告（2000年基準

から 2010年基準まで）

•新聞広告
SPPIの新聞広告

•雑誌広告
SPPIの雑誌広告

•折込・ダイレクトメール
SPPIのダイレクトメール広告と折込広告の

加重平均

•交通広告
SPPIの交通広告

•屋外広告
SPPIの屋外広告

•その他の広告
SPPI のダイレクトメール，折込広告，交
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通広告そして屋外広告の加重平均（1985年

基準），広告媒体料（1990年基準から 1995

年基準まで）または広告（2000年基準から

2010年基準まで）

データは広告経済研究所 (1996)，「特定サービ

ス業実態調査報告書」，「特定サービス産業実態

調査報告書 広告業編」，「広告と経済」，「消費者

物価指数年報」そして日本銀行，経済産業省の

ウェブサイトより収集される。使用されるデー

タについて述べておくことが 2つある。第 1に，

日本銀行から公表された 1985年基準の SPPIの

データは年次と四半期の 2種類の頻度のデータ

のみであり，月次データは利用不可能である。こ

こでは日本銀行より公表された四半期の指数を

用いてこのあと述べる方法により得られる数値

を月次の指数として代用する。1985年 1月から

1989年 12月までの期間については 2005年基準

接続指数の新聞広告，雑誌広告，テレビ広告，ラ

ジオ広告，屋外広告，交通広告，折込広告そし

てダイレクトメール広告の数値に次のように定

義される四半期ごとの補正係数，(日本銀行より

公表された四半期の数値)÷(2005年基準接続指

数の四半期平均値)を乗じる。そして 1990年 1

月から 1992年 12月までの期間については 1990

年基準のテレビCM，ラジオCM，新聞広告，雑

誌広告，ダイレクトメール，折込広告，交通広

告そして屋外広告の指数に次のように定義され

る四半期ごとの補正係数，(日本銀行より公表さ

れた四半期の数値)÷(1990年基準指数の四半期

平均値)を乗じる。

第 2に，実態調査の調査対象期間は基本的に

前年 11月から当年 10月までの 1年間であるが，

時期により調査対象期間が異なることがある。例

えば，1979年調査では調査対象期間は 1978年

11月から 1979年 10月までの 1年間であったが，

1980年調査では調査対象期間は 1979年 12月か

ら 1980年 11月までの 1年間であった。この場

合，前述された方法をとると 1979年 11月にお

いて広告売上高の数値が得られない。そこで広

告経済研究所より公表された主要 10社の広告売

上高を用いてこのあと述べる方法により得られ

る数値を 11月の広告売上高として使用する。具

体的には，まずはじめに 1979年 11月において

主要 10社の広告売上高の前月比を算出する。そ

して前月比の数値に次のように定義される調整

係数，[(1979年 10月から 12月にかけての実態調

査ベースの広告売上高の伸び率+1)÷ (同期間に

おける主要 10社の広告売上高の伸び率+ 1)]1/2

を乗じる。最後に，10月の実態調査ベースの広

告売上高にそうして調整された 11月の前月比の

数値を乗じる。1975年から 1992年までのあい

だにこのような事例は他に 1984年 11月と 1989

年 11月にみられる。これらの月についてもいま

述べたのと同様の方法により対処する。

また，1975年調査では調査対象期間は 1974年

12月から 1975年 11月までの 1年間であったが，

1976年調査では調査対象期間は 1975年 11月か

ら 1976年 10月までの 1年間であった。前述さ

れた方法をとると 1975年 11月の広告売上高に

ついては 2つの異なる数値，すなわち 1975年調

査にもとづく数値と 1976年調査にもとづく数値

が得られる。ここではそれら 2つの数値の中央

値を 1975年 11月における広告売上高として使

用する。1975年から 1992年までのあいだにこ

うした事例は他に 1980年 11月，1985年 11月

そして 1990年 11月にみられる。これらの月に

ついてもいま述べたのと同様にして対処する。

宿泊業 指数の作成開始年：1960年

ホテル業の活動指数を宿泊業の活動指数として

使用する。ホテル業の活動指数は利用客室数を

用いて作成される。利用客室数はホテルの客室

総数に客室利用率を乗じることにより算出され

る。ホテルの客室総数は厚生労働省より公表さ

れているが，それは年次ベースのみである。暦

年末時点または年度末時点における客室総数を

用いて等差補間により得られる数値を月末時点

における客室総数として使用する。客室利用率

には 1960年基準から 1985年基準まで日本ホテ

ル協会より公表された主要ホテルの客室利用率

を使用し，1990年基準から 2010年基準までオー

タパブリケイションズより公表される全国主要
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都市のホテル客室稼働率を使用する。

データは「衛生行政業務報告」，「衛生行政報

告例」，「衛生年報」，「観光要覧」，「週刊ホテル

レストラン」，「数字でみる観光」そして「Hotel

Review」より収集される。使用されるデータに

ついて述べておくことがある。「週刊ホテルレス

トラン」のなかで報告されているホテル客室稼働

率の数値は集計対象ホテル数の変更に伴い 2000

年 2月前後で大きく異なり不連続である。その

変更の影響を除いて算出された前年比のデータ

を用いてこのあと述べる方法により得られる数

値をホテル客室稼働率として使用する。具体的

には，1996年 4月から 1997年 3月までの各月

の客室稼働率と前年比を用いて 1990年 1月から

2002年 12月までの客室稼働率を算出し，それ

を 1990年基準から 1995年基準までの活動指数

の作成に用いる。そして 2006年 4月から 2007

年 3月までの各月の客室稼働率と前年比を用い

て 2000年 1月以降の客室稼働率を算出し，それ

を 2000年基準から 2010年基準までの活動指数

の作成に用いる。

飲食サービス業 指数の作成開始年：1960年

飲食サービス業の活動指数は家計が支出する外

食費（実質値）を用いて作成される。外食費（名

目値）は家計調査のなかで報告される 1世帯あ

たり支出額（二人以上の世帯で農林漁家世帯は

除く）に全国世帯数を乗じることにより算出さ

れる。1世帯あたり支出額として 1960年 1月か

ら 1979年 12月までは外食（学校給食は除く）を

使用し，1980年 1月以降は一般外食を使用する。

全国世帯数の月次データはインターネット附随

サービス業の活動指数を作成するときに採られ

たのと同様の方法により得られる。外食費の名

目値を実質値へ変換するために用いる基準年ご

とのデフレーターは次のとおりである。

• 1960年基準

CPIの総合

• 1965年基準から 1970年基準まで

CPIの外食

• 1975年基準から 2010年基準まで

CPIの一般外食

データは日本銀行 (1966, 1968)，「家計調査年

報」，「消費者物価指数年報」そして総務省統計

局のウェブサイトより収集される。

洗濯業 指数の作成開始年：1960年

洗濯業の活動指数は家計が支出する洗濯代（実質

値）を用いて作成される。洗濯代（名目値）は家

計調査のなかで報告される1世帯あたりの洗濯代

（二人以上の世帯で農林漁家世帯は除く）に全国

世帯数を乗じることにより算出される。全国世

帯数の月次データはインターネット附随サービ

ス業の活動指数を作成するときに採られたのと

同様の方法により得られる。洗濯代の名目値を

実質値へ変換するための基準年ごとのデフレー

ターは次のとおりである。

• 1960年基準

CPIの洗濯代

• 1965年基準

CPIの洗濯代（ワイシャツ）と洗濯代（背

広）の加重平均

• 1970年基準から 1980年基準まで

CPIの洗濯代（水洗い）と洗濯代（ドライ）

の加重平均

• 1985年基準から 2010年基準まで

CPIの洗濯代（ワイシャツ）と洗濯代（背

広服上下）の加重平均

データは日本銀行 (1966, 1968)，「家計調査年

報」，「消費者物価指数年報」そして総務省統計

局のウェブサイトより収集される。

理容業 指数の作成開始年：1960年

理容業の活動指数は家計が支出する理髪代（実

質値）を用いて作成される。理髪代（名目値）は

家計調査のなかで報告される 1世帯あたりの理

髪料（二人以上の世帯で農林漁家世帯は除く）に

全国世帯数を乗じることにより算出される。全国
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世帯数の月次データはインターネット附随サー

ビス業の活動指数を作成するときに採られたの

と同様の方法により得られる。理髪代の名目値

を実質値へ変換するデフレーターにはCPIの理

髪料を用いる。データは日本銀行 (1966, 1968)，

「家計調査年報」，「消費者物価指数年報」そして

総務省統計局のウェブサイトより収集される。

美容業 指数の作成開始年：1960年

美容業の活動指数は家計の美容関連支出（実質

値）を用いて作成される。その支出額（名目値）

は家計調査のなかで報告される 1世帯あたり支

出額（二人以上の世帯で農林漁家世帯は除く）に

全国世帯数を乗じることにより算出される。1世

帯あたり支出額として 1960年基準から 1985年

基準までパーマネント代とセット代の合計を使

用し，1990年基準から 2010年基準までパーマ

ネント代とカット代の合計を使用する。全国世

帯数の月次データはインターネット附随サービ

ス業の活動指数を作成するときに採られたのと

同様の方法により得られる。美容関連支出の名

目値を実質値へ変換するために用いる基準年ご

とのデフレーターは次のとおりである。

• 1960年基準から 1975年基準まで

CPIのパーマネント代

• 1980年基準から 2010年基準まで

CPIのパーマネント代とヘアーカット代の

加重平均

データは日本銀行 (1966, 1968)，「家計調査年

報」，「消費者物価指数年報」そして総務省統計

局のウェブサイトより収集される。

旅行業 指数の作成開始年：1975年

旅行業の活動指数は旅行業者の旅行取扱額（実

質値）を用いて作成される。国土交通省（また

は運輸省）より公表された全数調査にもとづく

旅行取扱額の年次系列といくつかの類似する旅

行取扱額の月次系列を用いて (2)式により得ら

れる数値を旅行取扱額（名目値）として使用す

る。X には年間旅行取扱額，xには月間旅行取

扱額がそれぞれ対応する。月間旅行取扱額には

1975年 1月から 1985年 12月まで鉄道旅客協会

より公表された大手旅行業者の旅行取扱額を使

用し，1986年 1月以降は観光庁（または国土交

通省，運輸省）より公表された主要旅行業者の

旅行取扱額を使用する。

旅行取扱額の名目値を実質値へ変換するため

に用いる基準年ごとのデフレーターは次のとお

りである。

• 1975年基準

CPIの私鉄運賃（普通運賃），国鉄運賃（普

通運賃），国鉄運賃（料金），航空運賃そし

て宿泊料の加重平均

• 1980年基準

CPIの普通運賃（私鉄），普通運賃（国鉄），

料金（国鉄），航空運賃そして宿泊料の加

重平均

• 1985年基準

CPIの普通運賃（旧私鉄），普通運賃（旧

国鉄），料金（旧国鉄），航空運賃そして宿

泊料の加重平均

• 1990年基準から 1995年基準まで

CPIの普通運賃（JR），料金（JR），普通

運賃（JR以外），航空運賃そして宿泊料の

加重平均

• 2000年基準から 2005年基準まで

CPIの普通運賃（JR・在来線），普通運賃

（JR・新幹線），料金（JR・在来線），料金

（JR・新幹線），普通運賃（JR以外），航

空運賃，宿泊料そして外国パック旅行の加

重平均

• 2010年基準

CPIの普通運賃（JR），料金（JR・在来線），

料金（JR・新幹線），普通運賃（JR以外），

航空運賃，宿泊料そして外国パック旅行の

加重平均
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データは「一般旅行業取扱実績等報告集計表」，

「国内旅行業取扱実績等報告集計表」，「第 2種及

び第 3種旅行業取扱実績等報告集計表」，「旅行

業取扱実績等報告集計表（第 1種）」，「運輸経

済月例報告」，「季刊旅行動向」，「週刊観光経済

新聞」，「消費者物価指数年報」，「旅行動向季報」

そして観光庁，総務省統計局，日本旅行業協会

のウェブサイトより収集される 38。使用される

データについて述べておくことが 2つある。第 1

に，年間旅行取扱額の集計対象となる旅行業者

の範囲が拡大されたことに伴ない年間旅行取扱

額のデータは 1989年前後で不連続である。その

影響を取り除くため 1985年基準の活動指数の作

成では旧系列（第 1種旅行業者旅行取扱額）の

データを使用する。第 2に，国土交通省は 2009

年に報告集計表の作成を終了したためさきほど

述べた方法では 2008年 1月以降の旅行取扱額を

得ることができない。ここでは 2007年 1月から

12月までの全数調査ベースの旅行取扱額と 2008

年 1月以降の主要旅行業者旅行取扱額の前年同

月比を用いて得られる数値を全数調査ベースの

旅行取扱額として使用する。

葬儀業 指数の作成開始年：1960年

葬儀業の活動指数は 1960年基準から 1995年基

準まで死亡者数を用いて作成され，2000年基準

から 2010年基準まで特定サービス産業動態調査

のなかで報告される葬儀取扱件数を用いて作成

される。データは「人口動態統計」と経済産業

省のウェブサイトより収集される。

結婚式場業 指数の作成開始年：2000年

結婚式場業の活動指数は特定サービス産業動態

調査のなかで報告される結婚式取扱件数を用い

て作成される。データは経済産業省のウェブサ

イトより収集される。

38http://www.jata-net.or.jp/tokei/001/1.htm

http://www.jata-net.or.jp/data/performance/

http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/to

riatsukai.html

写真業 指数の作成開始年：1960年

写真業の活動指数は家計が支出する現像焼付代

（実質値）を用いて作成される。現像焼付代（名

目値）は家計調査のなかで報告される 1世帯あた

りの現像焼付代（二人以上の世帯で農林漁家世

帯は除く）に全国世帯数を乗じることにより算

出される。全国世帯数の月次データはインター

ネット附随サービス業の活動指数を作成すると

きに採られたのと同様の方法により得られる。現

像焼付代の名目値を実質値へ変換するための基

準年ごとのデフレーターは次のとおりである。

• 1960年基準から 1965年基準まで

CPIの写真焼付代

• 1970年基準

CPIの写真焼付代（白黒）

• 1975年基準

CPIの写真焼付代（カラー）と写真焼付代

（白黒）の加重平均

• 1980年基準から 1995年基準まで

CPIの写真焼付代

• 2000年基準

CPIの現像焼付代

• 2005年基準から 2010年基準まで

CPIの写真プリント代

データは日本銀行 (1966, 1968)，「家計調査年

報」，「消費者物価指数年報」そして総務省統計

局のウェブサイトより収集される。

公営競技 指数の作成開始年：1960年

公営競技の活動指数は投票券の発売券数を用い

て作成される。投票券の発売券数は中央競馬と

地方競馬における勝馬投票券，競輪とオートレー

スにおける勝車投票券そしてボートレースにお

ける勝舟投票券の発売券数の合計として定義さ

れる。それぞれの投票券の発売券数は売上額を

10で除すことにより得られる。
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データは JKA(2009)，全国モーターボート競

走会連合会 (1981)，地方競馬全国協会 (1972)，日

本小型自動車振興会（2008），「競馬成績公報」，

「競輪統計資料」，「競輪の車券売上・入場者の状

況」，「全国競輪施行者協議会月報」，「全国モー

ターボート競走会連合会会報」，「地方競馬統計

資料」そして「中央競馬年鑑」より収集される。

使用されるデータについて述べておくことがあ

る。公表されている利用可能なさまざまな資料

から 1962年 3月以前のオートレースにおける売

上額のデータを入手できない。そこで競馬，競

輪そしてボートレースにおける売上額の合計を

用いてこのあと述べる方法により得られる数値

を公営競技全体の投票券の発売券数として使用

する。具体的には，まずはじめに 1962年 4月か

ら 1963年 3月までの公営競技全体の売上額と

1963年 3月以前の期間における競馬，競輪そし

てボートレースの合計売上額の前年同月比を用

いて 1959年 4月から 1962年 3月までの公営競

技全体ベースの売上額を算出する。次に，そう

して算出された売上額に次のように定義される

年度ごとの補正係数，(公営競技全体の売上額の

年度値)÷(算出された売上額の年度合計値)を乗

じたあと 10で除す。

その他の娯楽業 指数の作成開始年：1960年

その他の娯楽業の活動指数は家計の娯楽施設の

利用にかかる支出額（実質値）を用いて作成さ

れる。その支出額（名目値）は家計調査のなか

で報告される 1世帯あたり支出額（二人以上の

世帯で農林漁家世帯は除く）に全国世帯数を乗

じることにより算出される。全国世帯数の月次

データはインターネット附随サービス業の活動

指数を作成するときに採られたのと同様の方法

により得られる。1世帯あたり支出額の具体的な

定義は次のとおりである。

• 1960年 1月から 1961年 12月まで

その他の観覧料

• 1962年 1月から 1966年 12月まで

スポーツ観覧料とその他の入場観覧料の合

計

• 1967年 1月から 1977年 12月まで

スポーツ観覧料と他の観覧料の合計

• 1978年 1月から 1979年 12月まで

スポーツ入場・ゲーム代と他の入場・ゲー

ム代の合計

• 1980年 1月から 1989年 12月まで

スポーツ観覧・ゲーム代と他の入場・ゲー

ム代の合計

• 1990年 1月から 1994年 12月まで

スポーツ観覧料，スポーツ施設使用料そし

て他の入場・ゲーム代の合計

• 1995年 1月から 2009年 12月まで

スポーツ観覧料，スポーツ施設使用料，他

の入場・ゲーム代そして遊園地入場・乗物

代の合計

• 2010年 1月以降

スポーツ観覧料，ゴルフプレー料金，スポー

ツクラブ使用料，他のスポーツ施設使用料，

他の入場・ゲーム代そして遊園地入場・乗

物代の合計

支出額の名目値を実質値へ変換するために用

いる基準年ごとのデフレーターは次のとおりで

ある。

• 1960年基準と 1965年基準

CPIの総合（季節商品を除く）

• 1970年基準

CPIの野球入場料，ゲーム代（ボウリング）

そしてゲーム代（マージャン）の加重平均

• 1975年基準から 1990年基準まで

CPIの入場ゲーム代（映画観覧料は除く）

• 1995年基準から 2005年基準まで

CPIの入場・ゲーム代（映画観覧料と美術

館入館料は除く）
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• 2010年基準

CPIの入場・ゲーム代（映画観覧料，演劇

観覧料そして美術館入館料は除く）

データは日本銀行 (1966, 1968)，「家計調査年

報」，「消費者物価指数年報」そして総務省統計

局のウェブサイトより収集される。

学校教育 指数の作成開始年：1975年

学校教育の活動指数は労働投入量を用いて作成

される。労働投入量は総実労働時間指数と常用

雇用指数の積として定義される。データは「毎

月勤労統計調査総合報告書」，「毎月勤労統計調

査年報」，「毎月勤労統計調査報告 全国調査」，

「毎月勤労統計調査月報 全国調査」そして厚生

労働省のウェブサイトより収集される 39。使用

されるデータについて述べておくことが 2つあ

る。第 1に，1975年基準から 1990年基準まで

活動指数の作成には事業所規模が 30人以上の教

育のデータを用い，1995年基準については事業

所規模が 5人以上の教育のデータを用いる。そ

して 2000年基準から 2010年基準まで活動指数

の作成には事業所規模が 5人以上の学校教育の

データを使用する。

第 2に，2000年以前の期間については公表さ

れている利用可能なさまざまな資料から総実労

働時間指数と常用雇用指数のデータを入手する

ことができない。ここでは労働省より公表され

た常用労働者 1人平均月間総実労働時間数と常

用労動者数のデータを用いてそれぞれの指数を

算出する。しかし，公表されているデータは定

期的に実施されるサンプルの抽出替えに伴い生

じるギャップが修正されていない。労働省により

採用されていたギャップ修正の方法に忠実に倣っ

て総実労働時間数と常用労動者数のデータを修

正する。

学習支援業 指数の作成開始年：1960年

学習支援業の活動指数は家計の学習関連支出（実

質値）を用いて作成される。その支出額（名目

39http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html

値）は家計調査のなかで報告される 1世帯あた

り支出額（二人以上の世帯で農林漁家世帯は除

く）に全国世帯数を乗じることにより算出され

る。全国世帯数の月次データはインターネット

附随サービス業の活動指数を作成するときに採

られたのと同様の方法により得られる。1世帯あ

たり支出額の具体的な定義は次のとおりである。

• 1960年 1月から 1964年 12月まで

月謝額

• 1965年 1月から 1966年 12月まで

補習塾月謝額とその他の月謝額の合計

• 1967年 1月から 1979年 12月まで

補習教室と他の月謝額の合計

• 1980年 1月以降

補習教育と月謝額の合計

支出額の名目値を実質値へ変換するために用

いる基準年ごとのデフレーターは次のとおりで

ある。

• 1960年基準

CPIの諸月謝

• 1965年基準

CPIの月謝（洋裁）と月謝（珠算）の加重

平均

• 1970年基準

CPIの月謝（洋裁），月謝（珠算），月謝

（料理）そして自動車教習料の加重平均

• 1975年基準

CPIの月謝（洋裁），月謝（珠算），月謝

（料理），月謝（学習塾）そして自動車教習

料の加重平均

• 1980年基準から 2010年基準まで

CPIの補習教育と月謝類の加重平均

データは日本銀行 (1966, 1968)，「家計調査年

報」，「消費者物価指数年報」そして総務省統計

局のウェブサイトより収集される。
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医療業 指数の作成開始年：1960年

医療業の活動指数は医科（入院と入院外）と歯科

における診療報酬支払確定点数の合計を用いて

作成される。1984年 4月以降の診療報酬支払確

定点数は厚生労働省より公表される医療保険医

療費（診療報酬明細書に記録された点数を 10倍

して算出されている）を 10で除すことにより算

出される。データは厚生労働省のウェブサイト

より収集される 40。1984年 3月以前の健康保険

における診療報酬支払確定点数のデータは「基

金年報」より収集される。しかし，1984年 4月

において医療保険医療費をもとに算出された点

数と基金年報のなかで報告されている点数を比

較するとわずかな大きさながらも開きが見られ

る。そこで年報のなかで報告されている点数に

次のように定義される補正係数，(医療保険医療

費をもとに算出された 1984年 4月の点数)÷(年

報のなかで報告されているその月の点数)を乗じ

ることにより両系列を接続する。一方，国民健

康保険の診療報酬支払確定点数は「国民健康保

険事業状況」と「国民健康保険事業年報」のな

かで報告される診療費を 10で除すことにより算

出される。1984年 4月において診療費にもとづ

く点数と医療保険医療費にもとづく点数とのあ

いだにはわずかながら開きが見られる。前述さ

れたのと同様の方法により両系列を接続する。

介護事業 指数の作成開始年：2000年

介護事業の活動指数は介護サービスの受給者数

を用いて作成される。介護サービスの受給者数

には介護給付費実態調査（これ以降は実態調査）

のなかで報告される介護サービスの受給者総数

と介護予防サービスの受給者総数の合計を用い

る。データは厚生労働省のウェブサイトより収

集される 41。使用されるデータについて述べて

おくことがある。実態調査は 2001 年度より開

始されたため，2001年 3月以前の期間について

40http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryo

uhoken14/
41http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/45-1b.html

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/toukei/jouky

ou.html#link01

は受給者数のデータを得ることができない。こ

こでは介護保険事業状況報告月報（これ以降は

状況報告）のなかで暫定値として掲載されてい

るサービス受給者数を用いてこのあと述べる方

法により得られる数値を介護サービスの受給者

数として使用する。具体的には，まずはじめに

2000年 5月から 2001年 4月までの期間につい

て状況報告におけるサービス受給者数の前月比

を算出する。そして前月比の数値に次のように

定義される調整係数，[(2001年 4月から 10月に

かけての実態調査におけるサービス受給者数の

伸び率 + 1) ÷ (同期間の状況報告におけるサー

ビス受給者数の伸び率 + 1)]1/6を乗じる。最後

に，そうして調整された前月比と 2001年 4月の

実態調査における介護サービスの受給者数を用

いて 2000年 4月から 2001年 3月までのサービ

ス受給者数を得る。

廃棄物処理業 指数の作成開始年：1960年

廃棄物処理業の活動指数はごみ収集量を用いて

作成される。基準年ごとのごみ収集量の具体的

な定義は次のとおりである。

• 1960年基準から 1970年基準まで

東京都区部におけるごみ収集量と大阪市に

おけるごみ収集量（粗大ごみは含まない）の

合計

• 1975年基準から 2010年基準まで

東京都区部におけるごみ収集量と大阪市に

おけるごみ収集量の合計

データは東京都清掃局 (2000)，「東京都清掃局

年報」，「清掃事業年報（東京二十三区）」，「東京

都統計年鑑」そして「大阪市統計書」より収集

される。使用されるデータについて述べておく

ことがある。東京都区部については 1987年にご

み収集量の集計方法が変更されたことに伴い 4

月前後でデータが不連続である。1980年基準の

活動指数の作成において旧系列のデータが利用

できない 1987年 4月から 12月までの期間につ

いては，1986年 4月から 12月までの旧系列の

数値と 1987年の 4月から 12月までの新系列の
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前年同月比を用いて得られる数値を旧系列ベー

スのごみ収集量として使用する。一方，1985年

基準の活動指数の作成では新系列のデータを使

用する。清掃局により 1985年 4月まで遡って再

集計がおこなわれており新系列のデータが利用

可能である。データが利用できない 1985年１月

から 3月までの期間については，1986年 1月か

ら 3月までの新系列の数値と旧系列の前年同月

比を用いて得られる数値を新系列ベースのごみ

収集量として使用する。

労働者派遣業 指数の作成開始年：2000年

労働者派遣業の活動指数は派遣労働者数を用い

て作成される。派遣労働者数には労働者派遣事

業統計調査のなかで報告される派遣社員実稼働

者数を使用する。データは日本人材派遣協会の

ウェブサイトより収集される 42。使用されるデー

タについて述べておくことがある。協会より全

国ベースの派遣社員実稼働者数のデータが公表

されているのは 2002年 1月以降である。2005年

基準から 2010年基準まで活動指数の作成には全

国ベースの実稼働者数を用いる。一方，2000年

基準の活動指数の作成では期間を通じて連続し

てデータを入手できる首都圏，中部地域そして

関西地域における派遣社員実稼働者数の合計を

用いる。

警備業 指数の作成開始年：1975年

警備業の活動指数は警備員数を用いて作成され

る。警察庁より公表される年次ベースの警備員

数と労働力調査のなかで報告される月次ベース

の保安職業従業者数を利用してこのあと述べる

方法により得られる数値を警備員数として使用

する。具体的には，t年の年末時点における警備

員数と t+1年の 1月における保安職業従業者数

の前月比を用いて，t+ 1年 1月における警備員

数は (年末時点の警備員数)×[(1月の保安職業従

業者数の前月比)×調整係数]として算出される。

そして 2月から 11月までの警備員数は (前月の

警備員数)×[(当該月における保安職業従業者数

42http://www.jassa.jp/employer/statistics.html

の前月比)×調整係数]として算出される。調整

係数は，[(t+1年における警備員数の前年比)÷(

同年の 12月における保安職業従業者数の前年同

月比)]1/12として定義される。

データは「警備業の概況」，「労働力調査報告」

そして総務省統計局のウェブサイトより収集さ

れる。使用されるデータについて述べておくこ

とがある。2011年 3月に発生した東日本大震災

により岩手県，宮城県そして福島県の 3県におい

てデータの収集が一時的に困難となり，そのため

3月から 8月までの従業者数にはそれら 3県の従

業者数は含まれていない。ここではそれら 3県

を除く都道府県の従業者数を用いてこのあと述

べる方法により得られる数値を全国ベースの従

業者数として代用する。具体的には，まずはじめ

に 2011年 2月から 9月までの期間において岩手

県，宮城県そして福島県を除く都道府県の従業

者数の前月比を算出する。そして前月比の数値

に次のように定義される調整係数，[(2011年 2月

から 9月にかけての全都道府県の従業者数伸び

率+1)÷ (同期間における岩手県，宮城県そして

福島県を除く都道府県の従業者数伸び率+1)]1/7

を乗じる。最後に，2011年 2月における全都道

府県の従業者数とその調整された前月比を用い

て 2011年 3月から 8月までの全国ベースの従業

者数を得る。
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表 1

経済活動指数の要約統計量

1960-1974 1975-1989 1990-2004 2005-2013

平均 12.10 5.44 1.26 0.73

中央値 13.01 5.26 0.93 1.06

標準偏差 12.74 10.79 10.12 12.49

最小 −22.82 −50.90 −29.60 −65.34

最大 51.25 92.11 42.23 43.20

観測値の数 179 180 180 108

注：この表は経済活動指数の前月比伸び率（年率）の記述統計量を報告している。

表 2

新しい経済活動指数と景気後退に関するいくつかの指標

従属変数

GAPHP GAPMEAN

定数項 2.671 2.075 2.207 2.648 2.288 2.497
(0.260) (0.292) (0.301) (0.242) (0.283) (0.273)

RDBC −7.120 −6.187
(0.471) (0.439)

CI −5.203 −5.008
(0.507) (0.493)

TANKAN −4.942 −4.436
(0.484) (0.440)

R2 0.262 0.206 0.154 0.236 0.203 0.150

観測値の数 645 408 576 645 408 576

注：この表は経済活動指数のトレンド除去された伸び率を定数項と景気後退に関連するいくつかの指標で

回帰した結果を報告している。トレンド除去された伸び率には 2つの異なる系列，すなわち GAPHP と

GAPMEAN を使用する。前者は HPフィルターより得られた活動指数の趨勢変動成分の変化率を用いて
トレンド除去された伸び率である。後者は期間別の平均成長率を用いてトレンド除去された伸び率であ

る。景気後退に関する指標として 3つの異なる系列，すなわち RDBC，CI そして TANKAN を使用
する。RDBC は内閣府経済社会総合研究所により設定された景気後退期に 1，それ以外の時期に 0をと
るダミー変数である。この変数を使用したときの推定期間は 1960年 4月から 2013年 12月までである。
CI は CI一致指数の 3か月後方移動平均が 3か月以上連続して下降したときに 1，それ以外の時期に 0
をとるダミー変数である。この変数を使用したときの推定期間は 1980年 1月から 2013年 12月までで
ある。TANKAN は主要短観における全産業または全国短観における製造業（大企業）の業況判断 D.I.
が 2四半期以上連続して低下したときに 1，それ以外の時期に 0をとるダミー変数である。この変数を
使用したときの推定期間は 1966年 1月から 2013年 12月までである。括弧内の数値は標準誤差を表す。
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表 3

新しい経済活動指数と実質GDPの時差相関

k [1] [2] [3]

−6 0.396 0.177 −0.229

−5 0.469 0.235 −0.265

−4 0.589 0.335 −0.161

−3 0.713 0.481 0.126

−2 0.828 0.622 0.441

−1 0.901 0.730 0.777

0 0.935 0.845 0.942

1 0.841 0.761 0.732

2 0.728 0.704 0.408

3 0.608 0.646 0.066

4 0.501 0.548 −0.196

5 0.443 0.483 −0.248

6 0.429 0.407 −0.203

注：この表は t 時点における新しい経済活動指数の前年同期
比伸び率と t + k 時点における実質 GDP の前年同期比伸び
率の相関係数を報告している。[1]-[3] は 68SNA（1990 年基
準）のデータ (1961Q1-1997Q4)，93SNA（2000年基準）のデー
タ (1981Q1-2008Q4) そして 93SNA(2005 年基準) のデータ
(1995Q1-2012Q4)をそれぞれ用いて算出されている。
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表 4

新しい活動指数でみた 2011年以降の景気動向

最適な閾値：−3.15

2011年 1月 9.32 2013年 1月 1.82
2月 5.77 2月 6.70
3月 −18.06 3月 0.60
4月 −7.70 4月 2.83
5月 1.02 5月 8.04
6月 37.04 6月 5.35
7月 26.08 7月 6.75
8月 18.97 8月 −1.50
9月 3.22 9月 4.79
10月 8.48 10月 4.40
11月 4.38 11月 5.63
12月 9.81 12月 3.54

2012年 1月 5.81 2014年 1月 7.36
2月 4.53 2月 −1.60
3月 1.22 3月 10.81
4月 −2.10 4月 −13.72
5月 −3.24 5月 3.14
6月 −3.09 6月 −13.56
7月 −5.25 7月 5.96
8月 −3.21 8月 −6.97
9月 −6.70 9月 7.99
10月 −4.51 10月 6.66
11月 −3.74 11月 9.54
12月 4.69 12月 0.87

2015年 1月 7.00

注：この表は 2011年以降の鉱工業と第 3次産業（いくつかの業種を除
く）で構成される経済活動指数のトレンド除去された前月比変化率（年

率）の 3か月後方移動平均を報告している。最適な閾値は 1960年 4月
から 2010年 12月までのデータを用いて第 1種の過誤と第 2種の過誤
を等価ウエイトによる加重平均として表現される損失関数を最小化する

ときの伸び率の水準である。伸び率が −3.15 を下回ると景気後退の兆
しがあることを示唆する。ここで使用される活動指数の伸び率の詳しい

説明については本文を参照。

59



付
表

1
ウ
ェ
イ
ト
（
10
万
分
比
）

基
準
年

業
種

19
60
年

19
65
年

19
70
年

19
75
年

19
80
年

1
9
8
5
年

1
9
9
0
年

1
9
9
5
年

2
0
0
0
年

2
0
0
5
年

2
0
1
0
年

建
設
業

88
54

10
20
7

10
85
9

12
50
7

12
11
5

8
9
1
6

1
0
9
3
5

9
8
7
8

8
5
2
3

7
0
9
8

7
1
8
8

鉱
工
業

49
90
2

46
55
7

46
65
5

37
59
4

37
40
9

3
2
6
8
3

3
0
5
7
7

2
6
8
5
0

2
4
4
3
4

2
2
5
0
3

2
5
7
7
4

第
3
次
産
業

電
気
業

26
56

27
62

20
67

16
26

20
77

3
0
3
4

2
3
1
9

2
4
8
9

2
3
4
4

1
9
2
9

1
9
5
9

ガ
ス
業

44
8

35
6

25
4

29
9

34
0

3
4
1

2
8
6

2
9
9

3
0
1

2
2
0

2
4
6

水
道
業

33
2

37
3

42
5

42
4

49
1

6
6
4

6
4
4

8
0
8

6
3
2

6
5
9

6
8
6

通
信
業

15
98

18
86

13
96

14
86

16
81

1
8
9
2

1
6
9
7

2
0
0
2

2
7
2
4

2
5
6
7

2
4
8
8

公
共
放
送
業

12
2

15
8

79
59

85
1
3
2

1
2
7

9
2

9
7

1
0
3

1
2
3

民
間
放
送
業

21
0

22
2

21
8

20
4

26
5

3
0
3

3
2
1

3
2
6

2
8
9

3
7
5

2
7
8

情
報
サ
ー
ビ
ス
業

-
-

-
-

-
-

1
8
9
8

1
5
8
0

2
3
9
1

2
9
9
4

3
2
7
5

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
附
随
サ
ー
ビ
ス
業

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1
4
3

3
1
6

映
画
制
作
・
配
給
業

15
2

84
48

34
21

1
0
0

1
7
2

1
0
4

8
1
4

8
0

ビ
デ
オ
制
作
・
配
給
業

-
-

-
-

-
-

-
6
4

9
3

8
1

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
番
組
制
作
・
配
給
業

-
-

-
-

-
-

-
-

2
1
3

2
5
5

1
9
7

新
聞
・
出
版
業

-
-

-
-

-
6
2
4

5
7
8

6
2
8

6
6
9

7
1
6

4
8
5

運
送
業

80
29

77
44

67
20

53
27

48
89

5
6
7
7

5
1
3
3

5
6
6
9

4
8
1
6

4
9
1
9

4
8
7
6

倉
庫
業

-
-

24
9

38
3

28
6

2
8
4

3
0
6

3
0
2

2
2
3

3
2
6

4
1
4

こ
ん
包
業

-
-

-
-

-
-

-
-

1
8
1

1
6
1

1
7
9

道
路
施
設
提
供
業

-
65

18
2

23
1

27
7

3
4
8

4
1
5

4
9
4

5
4
2

5
3
5

3
8
4

郵
便
業

40
0

38
7

30
0

24
7

31
2

4
2
1

4
3
4

4
7
5

6
0
1

4
3
0

4
4
9

卸
売
業

10
47
1

10
27
9

10
82
3

10
53
8

10
56
0

9
2
2
6

1
0
3
6
0

1
2
5
1
2

1
1
3
2
0

1
3
6
0
3

1
1
1
3
7

小
売
業

61
28

71
38

72
29

79
34

81
22

8
5
3
4

7
3
2
2

7
9
7
7

7
0
0
0

6
4
2
0

7
1
3
2

生
命
保
険
業

11
59

10
21

13
47

11
92

12
86

1
6
0
8

1
6
1
1

1
0
6
1

8
7
2

1
4
9
0

1
2
9
4

損
害
保
険
業

34
4

37
3

41
4

69
0

35
2

5
5
5

6
3
8

6
5
0

5
4
9

6
3
0

5
4
7

不
動
産
売
買
業

-
-

-
34
3

43
4

4
9
1

9
7
3

8
2
2

6
5
9

5
7
0

5
9
7

貸
事
務
所
業

-
-

-
-

-
-

-
-

1
3
3
0

1
1
6
9

1
2
8
8

住
宅
賃
貸
業

12
95

15
54

16
19

19
75

19
89

2
1
3
7

1
8
9
5

2
4
5
8

2
6
1
0

2
6
3
7

2
8
5
1

駐
車
場
業

17
39

64
16
0

14
7

1
0
9

1
2
9

1
4
3

1
3
1

2
0
9

1
5
1

物
品
賃
貸
業

-
-

-
26
6

23
2

1
5
9
5

2
4
8
3

2
3
4
4

3
2
8
9

2
2
2
6

1
4
8
9

60



付
表

1
ウ
ェ
イ
ト
（
続
き
） 基
準
年

業
種

19
60
年

19
65
年

19
70
年

19
75
年

19
80
年

1
9
8
5
年

1
9
9
0
年

1
9
9
5
年

2
0
0
0
年

2
0
0
5
年

2
0
1
0
年

広
告
業

-
-

-
31
0

30
5

4
8
4

5
9
4

7
2
1

1
2
1
8

8
0
1

6
0
9

宿
泊
業

10
71

10
92

90
6

87
5

78
8

9
4
6

9
5
0

9
9
4

1
1
2
7

8
9
2

7
4
0

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

17
87

16
54

18
23

30
58

28
51

3
3
5
8

2
7
7
7

3
0
4
3

2
7
9
0

2
8
6
8

2
9
1
8

洗
濯
業

42
0

42
8

39
5

31
8

37
3

5
0
6

4
2
1

4
4
1

5
8
9

5
0
8

4
4
8

理
容
業

27
4

28
0

25
7

18
2

19
4

2
3
5

1
8
1

2
0
0

2
0
9

1
8
7

1
6
7

美
容
業

27
1

27
7

25
4

17
3

24
2

4
0
0

3
2
2

3
6
3

5
2
0

4
7
6

4
2
3

旅
行
業

-
-

-
94

11
3

1
3
3

1
7
6

2
2
2

2
0
2

2
4
9

1
6
5

葬
儀
業

43
44

36
63

10
3

1
2
3

1
1
6

2
2
1

2
6
9

2
8
7

3
4
0

結
婚
式
場
業

-
-

-
-

-
-

-
-

2
2
3

2
7
0

1
0
3

写
真
業

12
0

12
2

10
5

18
5

18
7

2
2
6

1
9
1

1
8
2

2
2
0

1
6
8

1
5
6

公
営
競
技

23
8

28
9

65
9

66
6

49
7

4
7
4

5
6
5

5
2
2

4
2
4

2
6
2

2
3
5

そ
の
他
の
娯
楽
業

77
1

10
99

16
71

12
22

13
33

2
1
7
4

2
6
7
5

1
9
3
9

1
6
2
9

1
6
4
8

1
3
8
8

学
校
教
育

-
-

-
47
84

48
73

5
1
6
7

4
7
1
7

5
0
9
8

5
0
9
9

5
0
7
3

4
4
7
9

学
習
支
援
業

44
63

67
93

12
4

3
5
2

4
4
0

4
4
0

8
6
9

8
8
6

8
7
5

医
療
業

25
80

28
95

24
42

35
65

37
46

4
6
0
7

3
7
6
8

4
6
3
3

5
0
9
4

5
6
5
5

6
6
0
8

介
護
事
業

-
-

-
-

-
-

-
-

7
8
2

1
3
2
8

1
7
4
2

廃
棄
物
処
理
業

26
3

55
3

43
9

74
3

61
4

8
2
4

6
6
3

6
3
5

8
6
2

1
1
5
7

6
5
8

労
働
者
派
遣
業

-
-

-
-

-
-

-
-

5
8
4

1
6
9
8

1
5
4
8

警
備
業

-
-

-
15
0

28
8

3
1
8

1
9
5

3
1
7

5
3
0

6
8
5

4
3
4

61



図 1

新旧基準年の経済活動指数の比較
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注：この図は新旧基準年の経済活動指数（ともに原指数）をデータ比較が可能な 3年の期間で描いている。太い実線は新
基準年における活動指数を表し，細い実線は旧基準年における活動指数を表す。比較を容易にするために両指数は標準化

されている。標準化には両指数のデータがともに利用できる期間の平均値と標準偏差を使用している。
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図 2

新しい経済活動指数の伸び率
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注：グラフを読みやすくするために縦軸の上限と下限の数値をそれぞれ 60と −60に設定している。上限を超す観測値と
して 1989年 3月がある。下限を超す観測値として 2011年 3月がある。
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図 3

トレンド除去された伸び率
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注：この図は経済活動指数のトレンド除去された伸び率を描いている。太い実線は 4つの期間，すなわち 1960-1974年，
1975-1989 年，1990-2004 年そして 2005-2013 年における期間ごとの平均成長率を用いてトレンド除去した伸び率を表
す。細い実線は HPフィルターより得られた活動指数の趨勢変動成分の変化率を用いてトレンド除去した伸び率を表す。
灰色で示された時期は内閣府経済社会総合研究所により設定された景気後退期である。
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図 4

新しい経済活動指数と経済産業省の全産業活動指数
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注：上のグラフは新しい経済活動指数と経済産業省により作成された全産業活動指数の前月比伸び率（ともに年率）を描

いている。経産省指数 (SA)は経済産業省より公表された 2005年基準季調済指数をもとに算出された伸び率を表す。経
産省指数は経済産業省より公表された 1995年基準から 2005年基準までの原指数を用いて，新しい活動指数を作成する
ためにとられたのと同様の方法により得られた季調済指数にもとづく伸び率を表す。グラフを見やすくするために縦軸の

下限の数値を −45に設定している。下のグラフは新しい活動指数の伸び率と経産省指数の伸び率の差を描いている。
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図 5

新しい経済活動指数の伸び率と経産省指数の伸び率の差の要因分解
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注：この図は新しい経済活動指数の伸び率と経済産業省の全産業活動指数の伸び率の差を 3つの要因，すなわち
活動指数の作成対象となる業種が異なるカバレッジ要因，個別業種の活動指数の作成方法が異なる個別指数要因

そして個別指数を総合するときに用いる加重ウェイトが異なるウェイト要因に分解した結果を示している。各要

因を抽出する方法の詳しい説明については本文を参照。

66



図 6

新しい経済活動指数と実質GDP
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注：この図は新しい経済活動指数と実質 GDPの成長率を描いている。実質 GDPのデータは確々報ベースである。デー
タは内閣府のウェブサイトより得ている。パネル (b)において成長率は前年同期比成長率である。
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図 7

新しい経済活動指数と最適な閾値
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注：この図は鉱工業と第 3次産業（いくつかの業種を除く）で構成される経済活動指数のトレンド除去された前月比伸び
率（3か月後方移動平均）を描いている。トレンド成長率にはHPフィルターより得られた活動指数の趨勢変動成分の変化
率を用いている。破線は 1960年 4月から 2010年 12月までのデータを用いて第 1種の過誤と第 2種の過誤を等価ウエイ
トによる加重平均として表現された損失関数を最小化するときの伸び率の水準である。伸び率が最適な閾値である −3.15
を下回ると景気後退の可能性が高いことを示唆する。ここで使用される活動指数の詳しい説明については本文を参照。
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